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イーサネット通信網サービス契約約款 
 
 

平成 13 年 9 月経企第 13-0140 号 
施行  平成 13 年 10 月 1 日 

 

 
第１章 総則 

 
（約款の適用） 

第１条 当社は、電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86号。以下「事業法」といいます。）に基づき、このイーサ

ネット通信網サ－ビス契約約款（以下「約款」といいます。）を定め、これにより、イーサネット通信網サービ

スを提供します。 

２ この約款は、令和３年３月 31日において、この約款に基づいてイーサネット通信網契約を締結しているものに

限り適用します。 

 (注) 本条のほか、当社はイーサネット通信網サービスに附帯するサービス（当社が別に定めるものに限ります。

以下「附帯サービス」といいます。）をこの約款により提供します。 

 

（約款の変更） 

第２条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款に

よります。 

２ 当社は、電気通信事業法施行規則（昭和 60年郵政省令第 25号。以下「事業法施行規則」といいます。）第 2

2条の２の３第２項第１号に規定する変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法又は当社が適当であ

ると判断する方法により説明します。 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 
 

用    語 用  語  の  意  味 

１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

２ 電気通信サービス 

 

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の

通信の用に供すること 

３ イーサネット通信網 

 

 

 

主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符

号の伝送交換を行うための電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接

続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設

備をいいます。以下同じとします。） 

４ イーサネット通信網

サービス 

イーサネット通信網を使用して行う電気通信サービス 

 

５ イーサネット通信網

サービス取扱所 

イーサネット通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 

 

６ 取扱所交換設備 

 

イーサネット通信網サービス取扱所に設置される交換設備（その交換設備に接続さ

れる設備等を含みます。） 

７ 相互接続点 

 

 

 

 

当社と当社以外の電気通信事業者（事業法第９条の登録を受けた者又は事業法第

16条第１項の届出をした者をいいます。以下同じとします。）との間の相互接続

協定（当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結

した協定をいいます。以下同じとします。）に基づく接続に係る電気通信設備の

接続点 

８ 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 

９ 他社接続回線 

 

相互接続点を介して当社のイーサネット通信網と相互に接続する電気通信回線で 

あって、当社以外の協定事業者が設置するもの 

10 特定他社接続回線 協定事業者が設置する別紙２に定める電気通信サービスに係る他社接続回線 

11 特定事業者 特定他社接続回線に係る協定事業者 
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12 端末回線 

 

 

当社が、料金表第１表表第１類（定額利用料）に定めるところにより、イーサネッ

ト通信網契約に基づいて、イーサネット通信網契約者が指定する場所に設置した電

気通信回線 

13 接続契約者回線 

 

 

 

当社が、別に定める収容イーサネット通信網サービス取扱所の電気通信設備と相互

接続点との間に設置する電気通信回線であって、相互接続点において、別紙３に定

める協定事業者の他社接続回線又は別に定める当社の電気通信サービスに係る電気

通信設備と接続するもの 

14 契約者回線 

 

 

当社が、収容イーサネット通信網サービス取扱所内に設置された取扱所交換設備と

その収容イーサネット通信網サービス取扱所内の当社が指定する場所との間に設置

する電気通信回線 

15 契約者回線等 特定他社接続回線、端末回線、接続契約者回線又は契約者回線 

16 指定回線 データ通信網サービス契約約款又はＩＰデータサービス契約約款に規定する契約者

回線等（別に定める付加機能に係るものに限ります。） 

17 第４種イーサネット

通信網契約 

当社から第４種イーサネット通信網サービスの提供を受けるための契約（臨時第４

種イーサネット通信網契約となるものを除きます。） 

18 臨時第４種イーサネ

ット通信網契約 

30日以内の利用期間を指定して当社から第４種イーサネット通信網サービスの提

供を受けるための契約 

19 第４種イーサネット

通信網契約者 

当社と第４種イーサネット通信網契約を締結している者 

 

20 臨時第４種イーサネ

ット通信網契約者 

当社と臨時第４種イーサネット通信網契約を締結している者 

 

21 第５種イーサネット

通信網契約 

当社から第５種イーサネット通信網サービスの提供を受けるための契約 

 

22 第５種イーサネット

通信網契約者 

当社と第５種イーサネット通信網契約を締結している者 

 

23 イーサネット通信網

契約 

第４種イーサネット通信網契約、臨時第４種イーサネット通信網契約又は第５種イ

ーサネット通信網契約 

24 イーサネット通信網

契約者 

第４種イーサネット通信網契約者、臨時第４種イーサネット通信網契約者又は第５

種イーサネット通信網契約者 

25 契約者回線群 

 

イーサネット通信網を使用して相互に通信を行うことのできるイーサネット通信網

サービスに係る契約者回線等又は指定回線により構成される回線群 

26 ゾーン 複数の都道府県を１の単位とする当社が別紙１に定める区域 

27 論理チャネル 

 

 

イーサネット通信網を使用して通信を行うために、端末回線から別に定めるサービ

ス接続点（イーサネット通信網サービスに係る電気通信設備と別に定める当社の電

気通信設備との接続点をいいます。）との間に設定される論理的通信路 

28 端末設備 端末回線若しくは契約者回線の終端に接続される電気通信設備又はイーサネット通

信網契約者が指定する場所において、特定他社接続回線（料金表第１表第１類（定

額利用料）に定めるイーサ伝送相当回線に限ります。）と接続している電気通信設

備であって、１の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに

準ずる区域内を含みます。）又は同一の建物内であるもの 

29 自営端末設備 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 

30 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 

31 技術基準等 端末設備等規則（昭和 60年郵政省令第 31号）及び端末設備等の接続の技術的条件 

32 収容イーサネット通

信網サービス取扱所 

取扱所交換設備が設置されている当社が別に定めるイーサネット通信網サービス取

扱所 

33 収容区域 

 

１の収容イーサネット通信網サービス取扱所に端末回線を収容する区域で、当社が

別に定めるもの 

34 加入区域 

 

 

１の収容イーサネット通信網サービス取扱所の収容区域のうち、特別な料金（線路

設置費及び線路に関する加算額）の支払いを必要としないでイーサネット通信網 

サービスを提供する区域で、当社が別に定めるもの 

35 区域外 １の収容イーサネット通信網サービス取扱所の収容区域のうち加入区域以外のもの 

36 区域外線路 加入区域を超える地点から引込柱までの間の線路 
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37 消費税相当額 

 

 

消費税法（昭和 63 年法律第 108号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ

れる消費税の額並びに地方税法（昭和 25 年法律第 226号）及び同法に関する法令

の規定に基づき課税される地方消費税の額 

第２章 イーサネット通信網サービスの種類等 

 
（イーサネット通信網サービスの種類） 

第４条 当社の提供するイーサネット通信網サービスは、次のとおりとします。  
第４種イーサネット通

信網サービス 

（商品名：ULTINA Wide 

Ethernet） 

第４種契約者回線等（契約者回線等のうち、別に定める特定他社接続回線、端末回

線、接続契約者回線又は契約者回線をいいます。以下同じとします。）又は指定回線

を使用して提供するイーサネット通信網サービスであって、契約者回線群を構成する

もの 

第５種イーサネット通

信網サービス 

端末回線を使用して提供するイーサネット通信網サービスであって、第４種イーサネ

ット通信網サービス以外のもの 

 

（イーサネット通信網サービスの品目等） 

第５条 イーサネット通信網サービスには、料金表第１表第１類（定額利用料）に規定する契約者回線等の区分、

品目及び設備又は保守の態様による細目（以下「品目等」といいます。）があります。 

 

第３章 イーサネット通信網サービスの提供範囲 

 
（イーサネット通信網サービスの提供区間等） 

第６条 当社が提供するイーサネット通信網サービスの提供区間は、別記１に定めるところによります。 

２ 当社は、相互接続点の所在場所及び業務区域（当社が別に定める区域をいいます。以下同じとします。）をイ

ーサネット通信網サービス取扱所に掲示します。 

 
第４章 契約 

 

第７条～第 50 条 削除 

 

第１節 第４種イーサネット通信網契約（第４種イーサネット通信網利用契約を除きます。）  

 

（契約の種別） 
第 51条 第４種イーサネット通信網サービス（第４種イーサネット通信網利用契約に係るものを除きます。以下
この節において同じとします。）に係る契約には、次の種別があります。 

 (1) 第４種イーサネット通信網契約（第４種イーサネット通信網利用契約を除きます。以下この節において同
じとします。） 

 (2) 臨時第４種イーサネット通信網契約 
２ 前項の規定にかかわらず、次に定める第４種契約者回線等に係る第４種イーサネット通信網サービスについて
は、臨時第４種イーサネット通信網契約は締結しません。 

 (1) 特定他社接続回線に係るもの 
(2) 接続契約者回線に係るもののうち、料金表第１表第１類（定額利用料）に定めるイーサ伝送相当回線（別

に定める電力系事業者等の電気通信サービスに係る他社接続回線と接続するものに限ります。）に係るもの 

 
（契約の単位） 
第 52条 当社は、第４種契約者回線等１回線ごとに１の第４種イーサネット通信網契約（臨時第４種イーサネッ
ト通信網契約を含みます。以下同じとします。）を締結します。この場合、第４種イーサネット通信網契約者
（臨時第４種イーサネット通信網契約者を含みます。以下同じとします。）は１の第４種イーサネット通信網契
約につき１人に限ります。 

 

（共同第４種イーサネット通信網契約） 
第 53条 当社は、１の第４種イーサネット通信網契約について第４種イーサネット通信網契約者が２人以上とな
る第４種イーサネット通信網契約（以下「共同第４種イーサネット通信網契約」といいます。）を締結します。
ただし、次に定める第４種契約者回線等に係る第４種イーサネット通信網契約については、この限りでありま
せん。 
(1) 特定他社接続回線のうち、料金表第１表第１類（定額利用料）に定めるイーサ伝送相当回線に係るもの 

 (2) 接続契約者回線に係るもののうち、料金表第１表第１類（定額利用料）に定めるイーサ伝送相当回線（別

に定める電力系事業者等の電気通信サービスに係る他社接続回線と接続するものに限ります。）に係るもの 
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（端末回線の終端等） 
第 54条 当社は、第４種イーサネット通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設で
きる地点に保安器、配線盤又は料金表第１表第１類（定額利用料）に定める端末設備を設置し、これを端末回線
の終端とします。 

２ 当社は、収容イーサネット通信網サービス取扱所（第４種イーサネット通信網契約者との協議により当社が指
定した収容イーサネット通信網サービス取扱所とします。）内の建物若しくは工作物において、当社の線路か
ら原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤等を設置し、これ契約者回線の終端
とします。 

３ 当社は、第４種契約者回線等に係る特定他社接続回線のうち、料金表第１表第１類（定額利用料）に定める 
イーサ伝送相当回線を使用する場合に限り、第４種イーサネット通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作
物において、堅固に施設できる地点に、料金表第１表第１類（定額利用料）に定める端末設備を設置します。 

４ 当社は、前３項の地点を定めるときは、第４種イーサネット通信網契約者と協議します。 

５ 当社は、取扱所交換設備が設置されている収容イーサネット通信網サービス取扱所の所在場所を当社が指定す
るイーサネット通信網サービス取扱所に掲示します。 

 
（収容イーサネット通信網サービス取扱所） 

第 54 条の２ 契約者回線は、当社が別に定める収容イーサネット通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容

します。 

２ 当社は、第 92条（修理又は復旧の順位）の規定による場合のほか、技術上及びイーサネット通信網サービス

に関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容イーサネット通信網サービス取扱所を変更するこ
とがあります。 

 
（第４種イーサネット通信網サービスの提供地域に係る種類の設定等） 

第 55 条 当社は、料金表第１表第１類（定額利用料）に定めるところにより、第４種イーサネット通信網サービ

スについて提供地域に係る種類及びゾーンを設定します。 

２ 前項に定めるゾーンについて、当社は、第４種イーサネット通信網サービスを提供しているイーサネット通信

網サービス取扱所に掲示します。 
 
（第４種イーサネット通信網契約申込の方法） 

第 56条 第４種イーサネット通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契

約申込書をイーサネット通信網サービス取扱所に提出していただきます。 

 (1) 第４種イーサネット通信網契約の種別、提供地域に係る種類及び品目等 

 (2) 特定他社接続回線に係る相互接続点の所在場所及び端末設備の設置場所 

 (3) 端末回線又は契約者回線の終端の場所 

 (4) 所属する契約者回線群及びゾーン 

 (5) その他第４種イーサネット通信網契約申込の内容を特定するための事項 

２ 第４種契約者回線等（端末回線及び契約者回線を除きます。）他社接続回線に係る第４種イーサネット通信網

契約申込をするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を

イーサネット通信網サービス取扱所に提出していただきます。 

 (1) 相互に接続する他社接続回線に係るサービスの品目等 

(2) 相互に接続する他社接続回線の区間 

(3) 相互に接続する他社接続回線に係る協定事業者の氏名又は名称 

 (4) その他他社接続回線に係る第４種イーサネット通信網契約申込の内容を特定するための事項 

３ 第１項の場合において、その申込みが新たに契約者回線群を設ける申込みであるときは、その契約者回線群に

係るイーサネット通信網契約者の中から回線群代表者を定めてイーサネット通信網サービス取扱所に届け出て
いただきます。 

 
（第４種イーサネット通信網契約申込の承諾） 

第 57 条 当社は、第４種イーサネット通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 

２ 当社は、臨時第４種イーサネット通信網契約の申込みがあった場合は、申込みのあった第４種イーサネット通

信網サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その臨時第４種イーサネット通信

網契約申込を承諾します。 

３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その第４種イーサネット通信網契約の申込みを承諾しな

いことがあります。 

 (1) 申込みのあった第４種契約者回線等を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。 
(2) 申込者が第４種イーサネット通信網サービスの料金又は工事に関する費用（特定他社接続回線の料金又は

工事に関する費用であって当社が設定するものを含みます｡）の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(3) 特定他社接続回線と接続する第４種イーサネット通信網契約の申込みにあっては、その特定他社接続回線 
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との相互接続に関してその特定他社接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申 

込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。 

 (4) 申込みのあった第４種契約者回線等の属する契約者回線群の回線群代表者（その契約者回線群に係るイー 

サネット通信網契約者であって、契約者回線群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表できるイーサネット

通信網契約者をいいます。以下同じとします。）の承諾がないとき。 

  (5) その他第４種イーサネット通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 
 
（最低利用期間） 

第 57条の２ 第４種イーサネット通信網サービスについては、料金表第１表第１類（定額利用料）に定めるとこ

ろにより最低利用期間があります。 

２ 前項の最低利用期間は、第４種イーサネット通信網サービスの提供を開始した日から起算して１年間とします。 

３ 第４種イーサネット通信網契約者は、前２項の最低利用期間内に第４種イーサネット通信網契約の解除又は品 

目等の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。 

 
（提供地域に係る種類又は品目等の変更） 

第 58条 第４種イーサネット通信網契約者は、料金表第１表第１類（定額利用料）に定めるところにより、第４

種イーサネット通信網サービスの提供地域に係る種類又は品目等の変更を請求することができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 57 条（第４種イーサネット通信網契約申込の承諾）の規定に準じて

取り扱います。 
 
（第４種契約者回線等の移転） 
第 59条 第４種イーサネット通信網契約者は、第４種契約者回線等（特定他社接続回線のうち料金表第１表第１
類（定額利用料）に定める光伝送相当回線を除きます｡）の移転の請求をすることができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 57 条（第４種イーサネット通信網契約申込の承諾）の規定に準じて
取り扱います。 

 
（変更等の通知） 
第 59条の２ 第４種イーサネット通信網契約者は、第４種イーサネット通信網契約に係る他社接続回線の移転の

場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、イーサネット通信網サービス取扱所に通知していただ

きます。 

２ 当社は、前項の通知の内容が第 57 条（第４種イーサネット通信網契約申込の承諾）第３項に該当するときは、
第 60条の４（第４種イーサネット通信網契約者が行う第４種イーサネット通信網契約の解除）の解除の通知が

あったものとして取り扱います。 
３ 第４種イーサネット通信網契約者は、次の場合には、そのことを速やかにイーサネット通信網サービス取扱所

に通知していただきます。 

(1)  第４種イーサネット通信網契約に係る他社接続回線に係る契約の解除 

(2)  第４種イーサネット通信網契約に係る他社接続回線の利用休止 

４ 当社は、前項の通知があったときは、第 60 条の４（第４種イーサネット通信網契約者が行う第４種イーサネ

ット通信網契約の解除）の解除の通知があったものとして取り扱います。 

(注１) 本条第１項又は第３項の通知があったときは、当社は、その通知のあった事項を証明する書類を提示し

ていただくことがあります。 
(注２) 当社は、第４種イーサネット通信網契約者から本条第１項又は第３項の通知がないときは、第 98条（協

定事業者からの通知）の通知により本条第１項又は第３項の通知があったものとみなすことがあります。 
 
（契約者回線群の変更等） 

第 59条の３ 第４種イーサネット通信網契約者は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、その所

属先の変更の請求を行うことができます。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第 57 条（第４種イーサネット通信網契約申込の承諾）の規定に準じて
取り扱います。 

３ 第４種イーサネット通信網契約者は、所属する契約者回線群の回線群代表者を、同一の契約者回線群に所属す
る他のイーサネット通信網契約者に変更することができます。 

４ 前項の請求があった場合は、当社は、その契約者回線群に所属するイーサネット通信網契約者の承認が得られ

ないときを除き、その請求を承諾します。 

 

（その他の契約内容の変更） 
第 60条 当社は、第４種イーサネット通信網契約者から請求があったときは、第 56 条（第４種イーサネット通
信網契約申込の方法）第１項第５号に規定する契約内容の変更を行います。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 57 条（第４種イーサネット通信網契約申込の承諾）の規定に準じて
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取り扱います。 

 

（第４種イーサネット通信網サービスの利用の一時中断） 
第 60条の２ 当社は、第４種イーサネット通信網契約者から請求があったときは、第４種イーサネット通信網サ

ービスの利用の一時中断（その第４種イーサネット通信網契約に係る設備等を他に転用することなく一時的に利

用できなくすることをいいます。以下同じとします。）を行います。 

 
（第４種イーサネット通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止） 

第 60条の３ 第４種イーサネット通信網契約者が第４種イーサネット通信網契約に基づいて第４種イーサネット
通信網サービスの提供を受ける権利は、譲渡することはできません。 

 
（第４種イーサネット通信網契約者が行う第４種イーサネット通信網契約の解除）  

第 60条の４ 第４種イーサネット通信網契約者は、第４種イーサネット通信網契約を解除しようとするときは、

そのことをあらかじめイーサネット通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。 

 

（当社が行う第４種イーサネット通信網契約の解除） 

第 60条の５ 当社は、次の場合には、その第４種イーサネット通信網契約を解除することがあります。 

(1) この約款に定める料金（特定他社接続回線の料金又は工事に関する費用であって、当社が設定するものを

含みます。第 76条（利用停止）において同じとします。）その他の債務について、支払期日を経過し、催告

を受けてもなお支払わないとき。 

(2) 第 76条（利用停止）の規定により第４種イーサネット通信網サービスの利用停止をされた第４種イーサネ

ット通信網契約者が、なおその事実を解消しないとき。 

(3) 相互接続協定の解除、相互接続協定に係る協定事業者の電気通信事業の休止又は他社接続回線に係る相互

接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、第４種イーサネット通信網契約者が他社接続回線を利用するこ

とができなくなった場合であって、その第４種契約者回線等の移転、利用の一時中断又は第 74条(他社接続回

線接続変更)に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。 

(4) 所属する契約者回線群の回線群代表者からその契約者回線群の廃止の申出があったとき。 

(5) 所属する契約者回線群の回線群代表者に係る全ての契約者回線等について、契約の解除があったときであ

って、第 59 条の３（契約者回線群の変更等）に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。 

(6) 第４種イーサネット通信網契約者が第 76 条（利用停止）第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、

その事実がイーサネット通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められると

き。 

２ 当社は、前項の規定により、その第４種イーサネット通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ第４

種イーサネット通信網契約者にそのことを通知します。 

 

（その他の提供条件） 

第 61条 第４種イーサネット通信網契約に関するその他の提供条件については、別記２及び３に定めるところに

よります。 
 

第１節の２ 第４種イーサネット通信網利用契約 

 
（第４種イーサネット通信網利用契約） 

第 61条の１の２ 当社は、指定回線１回線ごとに１の第４種イーサネット通信網利用契約を締結します。 
２ 前項の場合において、データ通信網サービス契約約款又はＩＰデータサービス契約約款に規定する別に定める

付加機能の提供を受けたときは、その契約者は、第４種イーサネット通信網利用契約を締結したこととなります。  

３ 契約者回線群の所属及び回線群代表者に係る規定については、指定回線をこの約款に規定する契約者回線等と

みなして第 56条（第４種イーサネット通信網契約申込の方法）第３項の規定を適用します。 
４ 第２項の付加機能に係るデータ通信網契約若しくはＩＰデータ契約を解除した場合、又は第２項に規定する付

加機能を廃止した場合は、その第４種イーサネット通信網利用契約を解除したものとします。 

５ 第４種イーサネット通信網利用契約に基づいて第４種イーサネット通信網サービスを利用する権利は、譲渡す

ることはできません。 
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第２節 第５種イーサネット通信網契約 

 
（契約の単位） 
第 61条の２ 当社は、端末回線群（その終端の場所が同一であって第５種イーサネット通信網契約者が同一の者
である２の端末回線をいいます。以下同じとします。）ごとに１の第５種イーサネット通信網契約を締結します。
この場合、第５種イーサネット通信網契約者は１の第５種イーサネット通信網契約につき１人に限ります。 

 
（端末回線の終端） 

第 61条の３ 当社は、当社が別に定める建物内の第５種イーサネット通信網契約者が指定した場所において、堅
固に施設できる地点に保安器又は配線盤を設置し、これを端末回線の終端とします。 

２ 当社は、前項の地点を定めるときは、第５種イーサネット通信網契約者と協議します。 

 
（第５種イーサネット通信網契約申込の方法） 

第 61条の４ 第５種イーサネット通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定

の契約申込書をイーサネット通信網サービス取扱所に提出していただきます。 

 (1) 第５種イーサネット通信網契約の品目等 

 (2) 端末回線の終端の場所 

 (3) その他第５種イーサネット通信網契約申込の内容を特定するための事項 

 
（第５種イーサネット通信網契約申込の承諾） 

第 61条の５ 当社は、第５種イーサネット通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し

ます。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第５種イーサネット通信網契約の申込みを承諾しない

ことがあります。 

 (1) 申込みのあった端末回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。 

(2) 申込者が第５種イーサネット通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを怠り、又は怠るおそ

れがあるとき。 

  (3) その他第５種イーサネット通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 
（最低利用期間） 

第 61条の６ 第５種イーサネット通信網サービスについては、料金表第１表第１類（定額利用料）に定めるとこ

ろにより最低利用期間があります。 

２ 前項の最低利用期間は、第５種イーサネット通信網サービスの提供を開始した日から起算して１年間とします。 

３ 第５種イーサネット通信網契約者は、前項の最低利用期間内に第５種イーサネット通信網契約の解除があった

場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。 

 
（論理チャネルの設定等） 

第 61条の７ 第５種イーサネット通信網契約者は、論理チャネルの設定の請求をすることができます。この場合

に、第５種イーサネット通信網契約者は、その論理チャネルの通信の相手先となる電気通信サービス（第４種イ

ーサネット通信網サービスであってサービス間接続機能の提供を受けるもの又はデータ通信網サービス契約約款

に規定するデータ通信網サービス若しくはＩＰデータサービス契約約款に規定するＩＰデータサービスであって

特定サービス接続機能の提供を受けるものに限ります。以下、「論理チャネルに係る電気通信サービス」といい

ます。）に係る情報及び料金表第１表第１類（定額利用料）に定める論理チャネルの細目等を指定して頂きます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、論理チャネルを設定します。 

(1) その論理チャネルについて、論理チャネルに係る電気通信サービスの回線群代表者（この約款、データ通

信網サービス契約約款又はＩＰデータサービス契約約款に規定する回線群代表者をいいます。）の承諾がな

いとき。 

(2) その論理チャネルを設定することが技術上著しく困難なとき。 

３ 第５種イーサネット通信網契約者は、論理チャネルの細目等の変更を請求することができます。 
４ 前項の請求があったときは、当社は、第２項の規定に準じて取り扱います。 

５ 当社は、次の場合には、論理チャネルを廃止します。 

(1) 第５種イーサネット通信網契約者から論理チャネルの廃止の請求があったとき。 

(2) 論理チャネルに係る電気通信サービスの契約の解除があったとき。  

 
（論理チャネルの最低利用期間） 

第 61条の８ 第５種イーサネット通信網サービスに係る論理チャネルには、料金表第１表第１類（定額利用料）
に定めるところにより最低利用期間があります。 
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２ 前項の最低利用期間は、論理チャネルの提供を開始した日から起算して１月間とします。 

３ 第５種イーサネット通信網契約者は、前項の最低利用期間内に第５種イーサネット通信網契約の解除又は論理

チャネルの廃止があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を一括して支払っていただきま
す。 

 

（その他の提供条件） 

第 61条の９ 第５種イーサネット通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止、第５種イーサネット通信網契約者が行

う第５種イーサネット契約の解除及び当社が行う第５種イーサネット通信網契約の解除の取扱いについては、

第４種イーサネット通信網契約の場合に準ずるものとします。 

２ 第５種イーサネット通信網契約に関するその他の提供条件については、別記２及び３に定めるところによりま
す。 

 

第５章 付加機能 

 
（付加機能の提供） 

第 62条 当社は、イーサネット通信網契約者から請求があったときは、そのイーサネット通信網契約について、

次の場合を除き、料金表第１表第１類（定額利用料）により付加機能を提供します。 

(1) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等イーサネット通信網サービ

スに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。 

 (注) 当社は、そのイーサネット通信網サービスが 30 日以内の利用期間を指定して締結した契約により提供さ
れるものであるときは、臨時付加機能（契約者が 30 日以内の利用期間を指定して提供を受ける付加機能をい

います。以下同じとします。）に限り提供します。 

 

第 63条 削除 
 

（付加機能の廃止） 

第 64条  当社は、次の場合には付加機能を廃止します。 

(1) その付加機能の提供を受けているイーサネット通信網契約者から廃止の申出があったとき。 

(2) その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表第１表第１類（定額利用料）に規定する提供条件を満た

さなくなったとき。 

 
（付加機能の利用の一時中断） 

第 65条  当社は、付加機能を利用しているイーサネット通信網契約者から請求があったときは、その付加機能の

利用の一時中断（その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。

以下同じとします。）を行います。 

 
第６章 端末設備の提供等 

 
（端末設備の提供） 

第 66条 当社は、イーサネット通信網契約者から請求があったときは、その契約者回線等（接続契約者回線を除

きます。以下この章において同じとします。）について料金表第１表第１類（定額利用料）に定める端末設備を

提供します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、特定他社接続回線のうち、料金表第１表第１類（定額利用料）に定める 

イーサ伝送相当回線に係るものにおいては、第 54条(端末回線の終端等）に定めるところにより端末設備を提
供します。 

(注) 当社は、その契約者回線等が 30日以内の利用期間を指定して締結した契約により提供されるものであると
きは、臨時端末設備（契約者が 30 日以内の利用期間を指定して提供を受ける端末設備をいいます。以下同じと

します。）に限り提供します。 
 

（端末設備の種類の変更） 

第 67条 当社は、イーサネット通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、その

端末設備の種類の変更を行います。 

 
（端末設備の移転） 

第 68条 当社は、イーサネット通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行いま

す。 
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（端末設備の接続変更） 

第 69条 当社は、イーサネット通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、その

イーサネット通信網契約者に係る他の契約者回線等への接続の変更（以下「接続変更」といいます。）を行いま

す。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 66 条（端末設備の提供）の規定に準じて取り扱います。 

 
（端末設備の利用の一時中断） 

第 70条 当社は、イーサネット通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中

断（その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。）を

行います。 

 

第７章 回線相互接続 

 
（当社又は他社の電気通信回線との接続） 

第 71条 イーサネット通信網契約者は、その契約者回線等（接続契約者回線を除きます。以下この条において同

じとします。）の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等と当社が提

供する電気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線（以下「他

社回線」といいます。）との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、

その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定す

るための事項について記載した当社所定の書面をイーサネット通信網サービス取扱所に提出していただきます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その接続する当社の電気通信サービスに係る電気通信

回線について規定する契約約款の規定により当社が承諾しない場合又はその他社回線に係る電気通信事業者の承

諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回

線により行う通信について、その品質を保証しません。 

 
（他社接続回線の相互接続） 

第 72条 当社は、イーサネット通信網契約に係る他社接続回線の移転の請求を承諾したときは、その他社接続回

線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線と当社の電気通信設備との接続を行います。 

 
（相互接続点の所在地の変更） 

第 73条 当社は、相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所内でその所在地を変更することがあります。 

 
（他社接続回線接続変更） 

第 74条 当社は、イーサネット通信網契約者から請求があったときは、その他社接続回線と接続する相互接続点

の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更（以下「他社

接続回線接続変更」といいます。）を行います。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 57 条(第４種イーサネット通信網契約申込の承諾）の規定に準じて取

り扱います。 

 
第８章 利用中止等 

 

（利用中止） 

第 75条 当社は、次の場合には、イーサネット通信網サービス又は付加機能の利用を中止することがあります。 

(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

(2) 第 73条（相互接続点の所在地の変更）の規定により、相互接続点の所在地を変更するとき。 

(3) 第 78条（通信利用の制限）の規定により、通信の利用を中止するとき。 

２ 当社は、前項の規定によりそのイーサネット通信網サービス又は付加機能の利用を中止するときは、あらかじ
めそのことをイーサネット通信網契約者に通知します。 

  ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 
 
（利用停止） 

第 76 条 当社は、イーサネット通信網契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が定める期間､

そのイーサネット通信網サービスの利用を停止することがあります。 

(1) この約款に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

(2) 第 96条（利用に係るイーサネット通信網契約者の義務）の規定に違反したとき。 

(3) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等（接続契約者回線を除きます。以下この条において同じとします。）
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に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を

接続したとき。 

(4) 別記５若しくは７に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、

技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り

はずさなかったとき。 

２ 当社は、前項の規定によりそのイーサネット通信網サービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめそ
の理由、利用停止をする日及び期間をイーサネット通信網契約者に通知します。 

  ただし、イーサネット通信網契約者が、第 96条（利用に係るイーサネット通信網契約者の義務）第１項各号

の規定に違反したときであって、イーサネット通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信

設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたときは、この限りでありません。 
 
（接続休止） 

第 77条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続協定に係

る電気通信事業者の電気通信事業の休止により、イーサネット通信網契約者が当社のイーサネット通信網サービ

ス又は付加機能を全く利用できなくなったときは、そのイーサネット通信網サービス又は付加機能について接続

休止（そのイーサネット通信網サービス又は付加機能に係る電気通信設備を他に転用することを条件としてその

イーサネット通信網サービス又は付加機能を一時的に利用できなくすることをいいます。以下同じとします。）

とします。 

２ 当社は、前項の規定により接続休止しようとするときは、あらかじめ、そのイーサネット通信網契約者にその

ことを通知します。 

３ 第１項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して１年間とし、その接続休止の期間を経過した

日において、そのイーサネット通信網契約は解除又は付加機能は廃止されたものとして取り扱います。この場合

は、そのイーサネット通信網契約者にそのことを通知します。 

 
第９章 通信利用の制限 

 
（通信利用の制限） 

第 78 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、

災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とす

る通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等に係る

通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等（当社がそれらの機関との協議により定めたもの

に限ります。）以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。 
 

機    関    名 

気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

警察機関（海上保安機関を含みます。以下同じとします。） 

防衛機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信の確保に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

水道の供給の確保に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

別記 13 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 

預貯金業務を行う金融機関 

国又は地方公共団体の機関 
 
２ 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 
 

第 79条 削除 

 
第 10章 料金等 

 

第１節 料金及び工事に関する費用 
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（料金及び工事に関する費用） 

第 80条 当社が提供するイーサネット通信網サービスの料金は、料金表第１表第１類（定額利用料）に規定する

定額利用料、料金表第１表第３類（一時金）に規定する線路設置費及び設備費とします。 

２ 当社が提供するイーサネット通信網サービスに係る工事に関する費用は、料金表第２表（工事に関する費用）

に規定する工事費とします。 

 
第２節 料金等の支払義務 

 

（定額利用料の支払義務） 

第 81条 イーサネット通信網契約者は、そのイーサネット通信網契約に基づいて当社がイーサネット通信網サー

ビス又は端末設備若しくは付加機能の提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は端末設備若しくは付

加機能の廃止があった日の前日までの期間（提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一である場合は、

１日間とします。）について、料金表第１表（料金）に規定する料金のうち月額又は日額で規定されているもの

（以下「定額利用料」といいます。）の支払いを要します。 

２ 前項の期間において、利用の一時中断等によりイーサネット通信網サービス又は端末設備若しくは付加機能を

利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。 

(1) 利用の一時中断をしたときは、イーサネット通信網契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要しま

す。 

(2) 利用停止があったときは、イーサネット通信網契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します｡ 

(3) 前２号の規定によるほか、イーサネット通信網契約者は、次の場合を除き、イーサネット通信網サービス

又は端末設備若しくは付加機能を利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。ただし、付加機

能を利用するものについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。 
 

区     別 支払いを要しない料金 

 １ イーサネット通信網契約者の責めによらない理

由により、そのイーサネット通信網サービス又は

端末設備若しくは付加機能を全く利用できない状 

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかっ

た時間（この表の左欄１に規定する時間の倍数であ

る部分に限ります。）に対応するそのイーサネット 

態（その契約に係る電気通信設備によるすべての

通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態

と同程度の状態となる場合を含みます。以下この

表において同じとします。）が生じた場合（２欄

又は３欄に該当する場合を除きます。）に、その

ことを当社が知った時刻から起算して、次表に規

定する時間以上その状態が連続したとき。 

通信網サービス又は端末設備若しくは付加機能につ

いての定額利用料 

区 分 時 間 

(1) (2)及び(3)以外のもの １時間 

(2) 第４種イーサネット通信網サ

ービスであって、次の契約者回線

等を使用する場合 

 ａ 特定他社接続回線のうち、料

金表第１表第１類（定額利用

料）に定めるクラス１に係るイ

ーサ伝送相当回線 

 ｂ 端末回線のうち、料金表第１

表第１類（定額利用料）に定め

る一般型に係るイーサ伝送相当

回線 

12時間 
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(3) 第４種イーサネット通信網サ

ービスであって、次の契約者回線

等を使用する場合 

ａ 特定他社接続回線のうち、料

金表第１表第１類（定額利用

料）に定める光伝送相当回線 

ｂ 接続契約者回線 

24時間 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ２ 当社の故意又は重大な過失により、そのイーサ

ネット通信網サービス又は端末設備若しくは付加

機能を全く利用できない状態が生じたとき。 

 

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかっ

た時間に対応するそのイーサネット通信網サービス

又は端末設備若しくは付加機能についての定額利用

料 

 ３ 契約者回線等の移転又は他社接続回線接続変更

に伴って、イーサネット通信網サービス又は端末

設備若しくは付加機能を利用できなくなった期間

が生じたとき（イーサネット通信網契約者の都合

によりイーサネット通信網サービス又は端末設備

若しくは付加機能を利用しなかった場合であっ

て、その設備を保留したときを除きます。）。 

利用できなくなった日から起算し、再び利用できる

状態とした日の前日までの日数に対応するそのイー

サネット通信網サービス又は端末設備若しくは付加

機能についての定額利用料 

 

 

 
 
３ 第１項の期間において、イーサネット通信網契約者が、契約者回線等と相互に接続する他社接続回線を利用す

ることができないため、当社のイーサネット通信網サービス又は付加機能を全く利用できないときの定額使用料

の支払いは、次によります。 

(1)  契約者回線等と相互に接続する他社接続回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その他社

接続回線の契約者に帰する事由により、イーサネット通信網契約者がその他社接続回線を利用することがで
きなくなった場合であっても、イーサネット通信網契約者は、その契約者回線等に係る定額利用料を支払っ

ていただきます。 
(2)  前号の規定によるほか、イーサネット通信網契約者は、次の場合を除き、契約者回線等と相互に接続する

他社接続回線を利用できないため、イーサネット通信網サービス又は付加機能を利用できなかった期間中の定

額利用料の支払いを要します。ただし、付加機能を利用するものについて、料金表に特段の定めがある場合は、

その定めによるものとします。 

区     別 支払いを要しない料金 

 １ イーサネット通信網契約者の責めによらない理由

により、契約者回線等と相互に接続する他社接続回

線を全く利用できない状態（その他社接続回線によ

る全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できな
い状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下

この表において同じとします。）が生じた場合に、
そのことを当社が知った時間から起算して、前項第

２号の表の１欄に規定する時間以上その状態が連続
したとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかっ
た時間（前項第２号の表の１欄に規定する時間の倍

数である部分に限ります。）に対応するそのイーサ
ネット通信網サービス又は付加機能についての定額

利用料 

 

 
 

 

 ２ 契約者回線等と相互に接続する他社接続回線に係

る協定事業者の故意又は重大な過失により、当該契
約者回線等を利用することができない状態が生じた

とき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかっ

た時間に対応するそのイーサネット通信網サービス
又は付加機能についての定額利用料 

 

 ３ 契約者回線等の接続休止をしたとき。 契約者回線等の接続休止をした日から起算し、再び

利用できる状態とした日の前日までの期間に対応す

るそのイーサネット通信網サービス又は付加機能に

ついての定額利用料 

４ 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

 
（工事費の支払義務） 

第 82条 イーサネット通信網契約者は、イーサネット通信網契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾

を受けたときは、料金表第２表（工事に関する費用）に定める工事費を支払っていただきます。 

  ただし、工事の着手前にそのイーサネット通信網契約の解除又はその工事の請求の取消し（以下この節にお

いて「解除等」といいます。）があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われ
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ているときは、当社は、その工事費を返還します。 

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、イーサネット通信網契約者は、その

工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただ

きます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

（線路設置費の支払義務） 

第 83条 イーサネット通信網契約者は、次条第１項の規定により設備費を支払っていただく場合を除いて、次の

場合には、料金表第１表第３類（一時金）に定める線路設置費を支払っていただきます。 

  ただし、端末回線の設置工事等の着手前にそのイーサネット通信網契約の解除等があった場合は、この限り

でありません。この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。 
 (1) 端末回線の終端が区域外となるイーサネット通信網契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。 
 (2) 端末回線の終端が区域外にあるイーサネット通信網サービスについて、端末回線の品目等の変更の請求を

し、その承諾を受けたとき。 

 (3) 移転後の端末回線の終端が区域外となる端末回線の移転（移転後の端末回線の終端が移転前の端末設備の

設置範囲内となるものを除きます。）の請求をし、その承諾を受けたとき。 

２ イーサネット通信網契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除
等があったときまでに着手した工事（区域外における端末回線の新設工事に限ります。）の部分について、当社

が別に算定した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に

消費税相当額を加算した額とします。 

 
（設備費の支払義務） 

第 84条 イーサネット通信網契約者は、現在設置されている通常の電気通信設備以外の特別な電気通信設備の新

設を要するイーサネット通信網契約の申込み（契約者回線等の品目等の変更又は移転の請求を含みます。）をし、
その承諾を受けたときは、料金表第１表第３類（一時金）に定める設備費を支払っていただきます。 

  ただし、契約者回線等の設置工事等の着手前にそのイーサネット通信網契約の解除等があった場合は、この

限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。 

２ イーサネット通信網契約者は、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、解除

等があったときまでに着手した工事（前項に揚げる特別な電気通信設備の新設の工事に限ります。）の部分につ

いて、当社が別に算定した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算

定した額に消費税相当額を加算した額とします。 

 
第３節 料金の計算方法等 

 
（料金の計算方法等） 

第 85 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。 

 
（料金等支払いの連帯責任） 

第 86条 共同第４種イーサネット通信網契約を締結している第４種イーサネット通信網契約者は、その第４種イ

ーサネット通信網契約者が支払うべき料金その他の債務の支払いについて、連帯して責任を負うものとします。 

 
第４節 割増金及び延滞利息 

 

（割増金） 

第 87条 イーサネット通信網契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた

額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算

した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。 

 
（延滞利息） 

第 88条 イーサネット通信網契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過し

てもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年 14.5％の割合

で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。 

 ただし、支払期日の翌日から 10 日以内に支払いがあったときは、この限りでありません。 

 
第５節 特定他社接続回線の料金等 

 
（特定他社接続回線の料金等） 

第 89条 イーサネット通信網契約者は、そのイーサネット通信網契約に基づいて使用する、特定他社接続回線の
料金等（イーサネット通信網サービスに係る特定他社接続回線の料金及び工事に係る費用であって、当社が設
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定するものをいいます。以下同じとします。）を当社に支払っていただきます。 

２ 特定他社接続回線の料金等に関するその他の提供条件（責任の制限を含みます。）は、この約款に定めるとこ

ろによる他、特段の定めがある場合を除き、その特定他社接続回線に係るイーサネット通信網契約の場合に準

ずるものとします｡ 

この場合、第 81条（定額利用料の支払義務）第２項第３号の表に規定する時間については、特定他社接続回

線との接続に係るイーサネット通信網サービスにおいて適用する時間（以下「特定時間」といいます｡）と同じ

とします｡ 

 

第 11章 保守 

 
（イーサネット通信網契約者の維持責任） 

第 90条 イーサネット通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持

していただきます。 

 
（イーサネット通信網契約者の切分責任） 

第 91条 イーサネット通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等（接続契約者回線を

除きます。）に接続されている場合であって、当社のイーサネット通信網サービスを利用することができなくな

ったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をして

いただきます。 

２ 前項の確認に際して、イーサネット通信網契約者から請求があったときは、当社は、イーサネット通信網サー

ビス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果をイーサネット通信網契約者にお知らせ

します。 

３ 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、イーサネット

通信網契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあっ

たときは、イーサネット通信網契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負

担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

(注) 本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているイーサネット通信網
契約者には適用しません。 

 
（修理又は復旧の順位） 

第 92条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧す

ることができないときは、第 78 条（通信利用の制限）の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、

次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第１順位及び第２順位の電

気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 
 

順位 修理又は復旧する電気通信設備 

１ 

気象機関に設置されるもの 

水防機関に設置されるもの 

消防機関に設置されるもの 

災害救助機関に設置されるもの 

警察機関に設置されるもの 

防衛機関に設置されるもの 

輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

２ 

ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

選挙管理機関に設置されるもの 

別記 13 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 

預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 

国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第１順位となるものを除きます。） 

３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの 
 
(注) 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線等につい
て、暫定的にそのイーサネット通信網サービス取扱所を変更することがあります。 

 
第 12章 損害賠償 



 15 

 

（責任の制限） 

第 93条 当社は、イーサネット通信網サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべ

き理由によりその提供をしなかったときは、そのイーサネット通信網サービスが全く利用できない状態（当該契

約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合

を含みます。以下この条において同じとします。）にあることを当社が知った時刻から起算して、第 81条（定

額利用料の支払義務）第２項第３号の表の１欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、イーサネッ

ト通信網契約者の損害を賠償します。 

   ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りで

ありません。 

２ 前項の場合において、当社は、イーサネット通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知っ

た時刻以後のその状態が連続した時間（第 81 条（定額利用料の支払義務）第２項第３号の表の１欄に規定する

時間の倍数である部分に限ります。）に対応する当該イーサネット通信網サービスに係る料金表第１表（料金）

に規定する定額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 

３ 前項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通

則の規定に準じて取扱います。 

４ 当社の故意又は重大な過失によりイーサネット通信網サービスの提供をしなかったときは、前３項の規定は適

用しません。 

 
（免責） 

第 94条 当社は、イーサネット通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の

工事に当たって、イーサネット通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それ

がやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。 

２ 当社は、この約款の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更（以下この条において「改

造等」といいます。）を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。 

 ただし、端末設備等の接続の技術的条件（以下この条において「技術的条件」といいます。）の規定の変更

（取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。）により、現に契約者回線等（接続

契約者回線を除きます。）に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社

は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 

 

第 13章 雑則 

 

（承諾の限界） 

第 95条 当社は、イーサネット通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが

技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等イーサネット通信網サービスに関する当社の業務の

遂行上支障があるとき（その請求に係る契約者回線等が特定他社接続回線又は接続契約者回線である場合におい

て、当社の電気通信設備と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得ら

れない場合その他その請求内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しない場合を含みます。）

は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。 

 ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めるところによります。 

 
（書面等の提出等） 

第 95条の２ イーサネット通信網契約者又はイーサネット通信網契約の申込みをする者（承継等の手続きをする
者を含みます。）は、当社が承認した場合、当社所定の書面等の提出等に代えて、当社指定の方法（電磁的方
法やインターネットを経由して当社所定の書式をイーサネット通信網サービス取扱所等へ送信する方法を含み
ます。）により提出等をすることができます。 

 
（利用に係るイーサネット通信網契約者の義務） 

第 96条 イーサネット通信網契約者は、次のことを守っていただきます。 

(1) 当社がイーサネット通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、

若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 

 ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信

設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。 

(2) 当社がイーサネット通信網サービスに関する業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がイー

サネット通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 

(3) 当社がイーサネット通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管するこ

と。 

２ イーサネット通信網契約者は、本条の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指
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定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 

 
（イーサネット通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等） 

第 97条 イーサネット通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等については、別記 10及び 11に定め

るところによります。 

 
（協定事業者からの通知） 

第 98条 当社は、イーサネット通信網契約者が別記２に定める変更等の通知の届出を行わなかった場合は、当社

と協定事業者との相互接続協定に基づき、協定事業者から、イーサネット通信網契約者と協定事業者との別紙２

及び３に定める電気通信サービスに関する契約に係る氏名及び住所等について、通知を受けることがあります。 

 
（特約条項等） 

第 99条 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、イーサネット通信網契約者に対して別に定める提供条
件（以下「特約条項等」といいます。）で、イーサネット通信網サービスの提供をすることがあります。 

  この場合、当社とイーサネット通信網契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの

約款に優先するものとします。 

 
（法令に規定する事項） 

第 100 条 イーサネット通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、別記４か

ら９に定めるところによります。 

 
（閲覧） 

第 101 条 イーサネット通信網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。 

２ 当社は、当社が指定するイーサネット通信網サービス取扱所において、イーサネット通信網サービスを利用す

るうえで参考となる別記 14に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します｡ 

３ この約款において当社が別に定めることとしている事項については、閲覧に供します。 

 

第 14章 附帯サービス 

 
（附帯サービス） 

第 102 条 イーサネット通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 12に定めるところによ

ります。 
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別記 

 
１ イーサネット通信網サービスの提供区間等 

(1) 当社が提供する第４種イーサネット通信網サービスの提供区間は、次のとおりとします。 

ア 相互接続点、業務区域内の端末回線又は契約者回線の終端相互間（同一の相互接続点に終始する場合を含

みます。）のもの 

イ 相互接続点と業務区域内の端末回線又は契約者回線の終端相互間のもの 

ウ 業務区域内の契約者回線と端末回線の終端相互間のもの 

エ 相互接続点又は業務区域内の端末回線若しくは契約者回線からサービス接続点（特定サービス接続機能Ⅱ

若しくはⅢ、ＩＰデータサービス接続機能又は特定回線群接続機能に係る電気通信設備と当該特定サービス、

ＩＰデータサービス又は特定回線群に係る当社が別に定める電気通信サービスとの接続点をいいます。以下

同じとします。）間のもの 

(2) 当社が提供する第５種イーサネット通信網サービスの提供区間は、次のとおりとします。  

ア 業務区域内の端末回線の終端相互間（同一の端末回線に終始する場合を含みます。）のもの 

イ 業務区域内の端末回線の終端からサービス接続点（第５種イーサネット通信網サービスに係る電気通信設

備と第４種イーサネット通信網サービスとの接続点をいいます。）間のもの 

 

２ 氏名等の変更 

(1) イーサネット通信網契約者は、その氏名若しくは住所の変更又は料金等請求書の送付先の変更があった場

合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、イーサネット通信網サービス取扱所に通知していただ

きます。 

(2) (1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあり

ます。 

 

３ イーサネット通信網契約者の地位の承継 

(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりイーサネット通信網契約者の地位の承継があったときは、相続人

又は合併後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する

法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてイーサネット通信網サービス取扱所に届け出ていただ

きます。 

(2) (1)の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を当社に対する代表者と定め、こ

れを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 

(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの１人を代表者とし

て取り扱います。 

 

４ 自営端末設備の接続 

(1) イーサネット通信網契約者は、その契約者回線等（接続契約者回線を除きます。以下４から７において同

じとします。）の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自

営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準

適合認定等に関する規則（平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。）様式第

７号又は第 14号の表示が付されている端末機器（技術基準適合認定規則第３条で定める種類の端末設備の機

器をいいます。）以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていた

だきます。 

(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続が事業法施行規則第 31条で定める場合に該当するとき。 

(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの

検査を行います。 

ア 技術基準適合認定規則様式第７号又は第 14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。 

イ 事業法施行規則第 32条第１項で定める場合に該当するとき。 

(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(5) イーサネット通信網契約者は、工事担任者規則（昭和 60 年郵政省令第 28 号）第４条で定める種類の工事

担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなけれ

ばなりません。 

 ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りでありません。 

(6) イーサネット通信網契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて

取り扱います。 

(7) イーサネット通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、
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そのことを当社に通知していただきます。 

 

５ 自営端末設備に異常がある場合等の検査 

(1) 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な

提供に支障がある場合において必要があるときは、イーサネット通信網契約者に、その自営端末設備の接続が

技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、イーサネット通信網

契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32条第２項で定める場合を除き、検査を受けるこ

とを承諾していただきます。 

(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、イーサネット

通信網契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。 

 

６ 自営電気通信設備の接続 

(1) イーサネット通信網契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信

設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請

求をしていただきます。 

(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70条第１項

第２号による総務大臣の認定を受けたとき。 

(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第１項で定める場合に該当するときを 

 除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。 

(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(5) イーサネット通信網契約者は、工事担任者規則第４条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けて

いる者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。  

 ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りではありません。 

(6) イーサネット通信網契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準

じて取り扱います。 

(7) イーサネット通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたとき

は、当社に通知していただきます。 

 

７ 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 

契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支

障がある場合の検査については、別記５（自営端末設備に異常がある場合等の検査）の規定に準じて取り扱いま

す。 

 

８ 当社の維持責任 

当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和 60 年郵政省令第 30 号）に適合するよ

う維持します。 

 

９ イーサネット通信網契約者に係るパーソナルデータの利用 

(1) 当社は、イーサネット通信網契約者に係るパーソナルデータ（個人に関するすべてのデータを意味し、個

人情報保護法における個人情報には限られません。以下同じとします。）の取扱いに関する指針（以下「プラ

イバシーポリシー」といいます。）を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。 

(2) パーソナルデータの取扱いに関して、この約款に別段の定めがあるときは、プライバシーポリシーの定

めに関わらずこの約款の定めるところによります。  

 

 

10 イーサネット通信網契約者からの端末回線の設置場所の提供等 

(1) 端末回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。以下 10において同じとします。）又は建物

内において、当社が端末回線を設置するために必要な場所は、そのイーサネット通信網契約者から提供してい

ただきます。 

(2) (1)の場合において、当社は、端末回線の終端のある構内又は建物内において、イーサネット通信網契約者

から管路等の特別な設備を使用して端末回線を設置することを求められたときはイーサネット通信網契約者の

負担によりその特別な設備を設置していただきます。 

 (3) 当社は、第 54 条（端末回線の終端等）に規定する特定他社接続回線に端末設備を設置する場合においても、

(1)及び(2)の規定に準じて取り扱います。 
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11 イーサネット通信網契約者からの電気の提供 

当社がイーサネット通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、イーサネット通信網契約者

から提供していただくことがあります。 

 

12 協定事業者の専用サービス等に関する手続きの代行 

当社は、イーサネット通信網契約の申込みをする者又はイーサネット通信網契約者から要請があったときは、

当社のイーサネット通信網サービスと一体的に利用する協定事業者の別紙２及び３に定める電気通信サービスの

利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について手続きの代行を行いま

す。 

 

13 新聞社等の基準 

区  分 基     準 

１ 新聞社 

 

 

 

次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、 

あまねく発売されること。 

(2) 発行部数が１の題号について、8,000 部以上であること。 

２ 放送事業者 放送法（昭和 25年法律第 132 号）第２条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び同条第 24

号に規定する基幹放送局提供事業者 

３ 通信社 

 

 

新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又

は放送事業者が放送するためのニュース又は情報（広告を除きます。）をいいます。）を

供給することを主な目的とする通信社 

 

14 技術資料の項目 

自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 

(1) 物理的条件 

(2) 電気的条件 

(3) 論理的条件 
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料金表 

 

通則 

（料金の設定） 

１ イーサネット通信網サービスと相互に接続する特定他社接続回線の料金については、当社が設定します。 

 ただし、特定事業者の契約約款（別紙２に定める特定事業者の電気通信サービスに関する契約約款をいいま

す。以下同じとします。）に規定するところによりその特定事業者が定める料金については、この限りであり

ません。 

２ １の場合において、特定他社接続回線の料金等については、当社の提供区間と特定事業者の提供区間を併せ
て当社が１の料金を設定します。 

  ただし、別紙２(2)に定める電力系事業者等（北海道総合通信網株式会社、株式会社トークネット、ＫＤＤ
Ｉ株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社、北陸通信ネットワーク株式会社、株式会社オプテージ、
株式会社エネコム、株式会社ＳＴＮｅｔ、株式会社ＱＴｎｅｔ及びＯＴＮｅｔ株式会社をいいます。以下同じ
とします。）に係る特定他社接続回線については除くものとします。 

３ ２のただし書に定める場合の特定他社接続回線の料金等については、第１表第２類（特定他社接続回線に関
する料金）に定めるとおりとします。 

４  第４種イーサネット通信網利用契約に係る料金（付加機能使用料を除きます。）については、データ通信網
サービス契約約款又はＩＰデータサービス契約約款に規定する別に定める付加機能に係るデータ通信網契約又
はＩＰデータ契約に係る料金と併せて設定するものとし、その取扱いについてはデータ通信網サービス契約約
款又はＩＰデータサービス契約約款に定めるものとします。 

 

（料金の計算方法等） 

５ 当社は、イーサネット通信網契約者がその契約に基づき支払う定額利用料は、料金月（１の暦月の起算日

（当社がイーサネット通信網契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。）から次の暦月の起算日の前日

までの間をいいます。以下同じとします。）に従って計算します。 

６ 当社は、次の場合が生じたときは、定額利用料をその利用日数に応じて日割します。 

 ただし、第１表第１類（定額利用料）に特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。 

(1) 料金月の初日以外の日にイーサネット通信網サービス又は端末設備若しくは付加機能の提供の開始があ

ったとき。 

(2) 料金月の初日以外の日にイーサネット通信網サービスの解除又は端末設備若しくは付加機能の廃止があ

ったとき。 

(3) 料金月の初日にイーサネット通信網サービス又は端末設備若しくは付加機能の提供を開始し、その日に

そのイーサネット通信網サービスの解除又は端末設備若しくは付加機能の廃止があったとき。 

(4) 料金月の初日以外の日に定額利用料の額の改定があったとき。この場合改定後の定額利用料は、その改

定があった日から適用します。 

(5) 料金月の初日以外の日にイーサネット通信網サービスの品目等の変更により定額利用料の額が増加又は

減少したとき（この場合、増加又は減少後の定額利用料は、その増加又は減少のあった日から適用しま

す。）。 

(6) 第 81 条(定額利用料の支払義務）第２項第３号の表又は同条第３項第２号の表の規定に該当するとき。 

   ただし、同条の表中 24 時間に満たない時間については、日割を時間数割（時間数当たりの料金額を算定 

することをいいます。以下同じとします。）読み替えて適用します。  

(7) ８の規定に基づく起算日の変更があったとき。 

７ ６の規定による定額利用料の日割は、暦日数により行います。この場合、第 81 条（定額利用料の支払義務）

第２項第３号の表又は第３項第２号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24

時間をその開始時刻が属する暦日とします。 

  ただし、６(6)ただし書の規定により時間数割を行う場合については、料金月の日数に 24 を乗じて得た時間

数によるものとし、第 81 条（定額利用料の支払義務）第２項第３号又は同条第３項第２号の表に規定する規

定する料金の算定に当たって時間数計算の単位となる１時間は、その開始時刻から起算するものとします。 

８ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、５に規定する料金月の起算日を変更することがあります。 
 

（端数処理） 

９ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て

ます。 
 

（料金等の支払い） 

10 イーサネット通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が別に定める期日までに、当社が

指定する金融機関又はイーサネット通信網サービス取扱所等において支払っていただきます。 
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(注) 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 
 

（料金の一括後払い） 

11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、10 の規定にかかわらず、イーサネット通信網契約者の承諾を得て、

２か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 

 

（前受金） 

12 当社は、料金又は工事に関する費用について、イーサネット通信網契約者の要請があったときは、当社が別

に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。 

(注) 当社が定める条件とは、前受金には利息を付さないことをいいます。 

 

（サービス品質（遅延時間）に係る料金の取扱い） 

13 当社は、第４種イーサネット通信網サービスの別に定める提供区間において、別に定める方法により測定し

た網内遅延時間（１の提供区間の一端から送信した測定用フレームがその提供区間を往復するのに要する時間

をいいます。）の料金月単位での平均時間が、35 ミリ秒を超えた場合は、当該第４種イーサネット通信網契約

に係る定額利用料（基本額に限るものとし、第１類（定額利用料）の適用に定める料金の取扱いを受ける場合

は、適用した後の料金とします。以下 13 から 19 までにおいて同じとします。）の額に 10 分の１を乗じて得た

額（以下「遅延時間に係る返還額」といいます。）を第４種イーサネット通信網サービス契約者に返還します。 
ただし、その第４種イーサネット通信網サービスについて、利用中止、利用停止又は接続休止があった場合

は、この限りでありません。 
 
（サービス品質（稼動率）に係る料金の取扱い） 

14 当社は、第４種イーサネット通信網サービスの別に定める提供区間において、次に定める算式により算出し

た稼動率が 99.99％を下回った場合は、その料金月における第４種イーサネット通信網サービスの定額利用料の

額に 100 分の３を乗じて得た額（以下「稼動率に係る返還額」といいます。）を第４種イーサネット通信網契

約者に返還します。 
  ただし、その第４種イーサネット通信網サービスについて、利用中止、利用停止又は接続休止があった場合は、
この限りでありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 14 に規定する当該料金月に利用できなかった総時間については、分数で算出するものとし、１分に満たない
部分については含まないものとします。 

 
（サービス品質（故障回復時間）に係る料金の取扱い） 

16 当社は、第４種イーサネット通信網サービスの別に定める提供区間において、第４種イーサネット通信網契

約者の責めによらない理由により、その第４種イーサネット通信網サービスを全く利用できない状態（その契

約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる

場合を含みます。）が生じた場合に、当社がそのことを知った時刻から起算して１時間以上その状態が連続し

たとき（以下「故障回復時間」といいます。）に限り、その料金月における第４種イーサネット通信網サービ

スの定額利用料の額に、次表に定める料金返還率を乗じて得た額（以下「故障回復時間に係る返還額」といい

ます。）を第４種イーサネット通信網契約者に返還します。 

 ただし、その状態が生じた場合に、第４種イーサネット通信網サービスが利用中止、利用停止又は接続休止
の状態であるときは、この限りでありません。 

稼動率（％） ＝   １ － 

第４種イーサネット通信網サービスに係る全ての契約者

回線等について、当該料金月に利用できなかった総時間 

第４種イーサネット通信網サ

ービスに係る全ての契約者回

線等の回線数（料金月の末日

をその測定日とします。） 

× 

当該料金月の利用可能 

総時間（料金月の総日 

数を分数に換算したも 

のをいいます。） 

× １００ 
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故障回復時間 料金返還率 

１時間以上２時間未満 １０％ 

２時間以上４時間未満 ２０％ 

４時間以上６時間未満 ３０％ 

６時間以上８時間未満 ４０％ 

８時間以上 72 時間未満 ５０％ 

72 時間以上 １００％ 

17 16 の規定による場合、当社は、第 81 条（定額利用料の支払義務）第２項第３号の表の 1 欄の規定（定額利
用料に係るものに限ります。）は適用しません。 

18 16 に規定する状態が１の料金月に複数回発生した場合、当社は、それぞれの故障回復時間に係る返還額の合

計額を算出します。 
ただし、適用する故障回復時間に係る返還額は、当該料金月の第４種イーサネット通信網契約に係る定額利

用料を上限とします。 
19 13、14 又は 16 の規定による料金の返還が１の料金月において発生した場合において、当社が返還する料金
額は、遅延時間に係る返還額、稼動率に係る返還額及び故障回復時間に係る返還額の合計額を、当該料金月の
イーサネット通信網契約に係る定額利用料を上限として返還します。 

 

（消費税相当額の加算） 

20 第 81 条（定額利用料の支払義務）から第 84 条（設備費の支払義務）、及び第 89 条（特定他社接続回線の

料金等）までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要する

ものとされている額は、この料金表に定める額（税抜価額（消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同

じとします。）とします。）に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定める

ところによります。 

 この場合において、当社は消費税法第 63 条に定めるところにより、必要に応じて税込価額（税抜価額に消費

税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。）を併記します。 

(注) 当社は、税込価額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。 

 

21 20 の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、イーサネット通信網契約者への請求額とこの約款に定め

る税込価額が異なる場合があります。 

 

（料金等の臨時減免） 

22 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時にその料金

又は工事に関する費用を減免することがあります。 
(注) 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のイーサネット通信網サービス取扱所に掲示する等の方法に

より、そのことを周知します。 
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第１表 料金 

 第１類 定額利用料 

第１～第３ 削除 

 

第４ 第４種イーサネット通信網サービスに係るもの 

１ 適用 

 第４種イーサネット通信網サービスに係る料金の適用については、第 81 条（定額利用料の支払義務）

の規定によるほか次のとおりとします。 

料  金  の  適  用 

(1) 提供地域に係る

種類の適用 

当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、第４種イーサネット通信網

サービスの提供地域に係る種類を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

種 類 内     容 

全国型 

（商品名：フラ

ッ ト 全 国 プ ラ

ン） 

ゾーン型以外のもの 

 

 

 

ゾーン型 

（商品名：フラ

ッ ト 地 域 プ ラ

ン） 

契約者回線群に属する第４種契約者回線等を１のゾーン内

において提供するもの 

 

 

備 考 

１ 第４種イーサネット通信網契約者は、その属する契約者回線群において、

第４種契約者回線等ごとに全国型とゾーン型を併用することはできません。 

２ 第４種イーサネット通信網契約者は、ゾーン型から全国型への場合に限り

提供地域に係る種類を変更できるものとします。 

この場合において、当社は、変更を行った翌料金月（変更を行った日が暦

月の１日である場合は、その変更日とします。）から変更後の料金を適用す

るものとします。 
 

(2) 区分及び品目に

係る料金の適用 

 

 

当社は、料金表を適用するにあたって、第４種イーサネット通信網サービスについ

て、次表のとおり、契約者回線等の区分及び品目を定めます。 
 ア 特定他社接続回線に係るもの  

   特定他社接続回線を使用する場合においては、次の区分があります。 

区 分 内     容 
 

 

イーサ伝送相当

回線 

（商品名：Ether

アクセス／メト

ロアクセス） 

特定事業者の契約約款に規定するＩＰルーティング網接続

専用サービス（第３種サービスであって、タイプ２に係る

ものに限ります。）に係る特定他社接続回線を使用するも

の 

 
 

 

光伝送相当回線 

（商品名：光ア

クセス  プラン

Ｃ） 

特定事業者の契約約款に規定する Ether コミュファサービ

スに係る特定他社接続回線を使用するもの 

 

 

備 考 

 第４種イーサネット通信網契約者は、第 58 条（提供地域に係る種類又は品目

等の変更）の規定にかかわらず、区分相互間の変更を請求することはできませ

ん。 
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  (ア) イーサ伝送相当回線のもの 

 品 目 内     容 
 

 

200Mb/s から

100Mb/s ごと

に 1Gb/s まで 

200.0 メガビット／秒から 100.0 メガビット／秒ごとに 

1.0 ギガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

 
 

 
2Gb/s 2.0 ギガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

3Gb/s 3.0 ギガビット／秒の符号伝送が可能なもの 
 

  (イ) 光伝送相当回線のもの 

 
品 目 内     容 

100Mb/s 100 メガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 
 

 
イ 端末回線に係るもの 

  端末回線を使用する場合においては、次の区分があります。 

 

区  分 内     容 

ＡＴＭ専用相当

回線 

ＡＴＭ方式により符号伝送を行う端末回線を使用するもの 

イーサ伝送相当

回線 

別に定めるユーザ・網インタフェースを利用する端末回線

（ＡＴＭ専用相当回線に係るものを除きます。） 

備 考 

 第４種イーサネット通信網契約者は、第 58 条（提供地域に係る種類又は品目

等の変更）の規定にかかわらず、区分相互間の変更を請求することはできませ

ん。 
 

 (ア) ＡＴＭ専用相当回線のもの 

 

品 目 内     容 

0.5Mb/s 0.5 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

1Mb/s から 

1Mb/s ごとに 

10Mb/s まで 

1.0 メガビット／秒から 1.0 メガビット／秒ごとに 10.0

メガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

 

 

12Mb/s 12.0 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

20Mb/s から 

10Mb/s ごとに 

100Mb/s まで 

20.0 メガビット／秒から 10.0 メガビット／秒ごとに 100.0 

メガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

120Mb/s 120.0 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 
 

 (イ) イーサ伝送相当回線のもの 

 

 

 

 

 

 

品  目 内     容 

10Mb/s 10.0 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

30Mb/s 30.0 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

100Mb/s 100.0 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

200Mb/s から

100Mb/s ごとに

1Gb/s まで 

200.0 メガビット／秒から 100.0 メガビット／秒ごとに 1.0

ギガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 
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 ウ 接続契約者回線に係るもの 

   接続契約者回線を使用する場合においては、次の区分があります。 

区  分 内     容 

イーサ伝送相当

回線 

（商品名：他社

イーサネットア

クセス） 

相互接続点において別紙３(1)に定める電力系事業者等の電

気通信サービスに係る他社接続回線と接続するもの 

特定接続回線 サービス接続点において別に定める当社の電気通信サービ

スに係る電気通信設備と接続するもの 
 

 

（ア） イーサ伝送相当回線のもの 

品 目 内     容 

0.5Mb/s 0.5 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

1Mb/s から

1Mb/s ごとに

5Mb/s まで 

1.0 メガビット／秒から 1.0 メガビット／秒ごとに 5.0 

メガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

10Mb/s から

10Mb/s ごとに

50Mb/s まで 

10.0 メガビット／秒から 10.0 メガビット／秒ごとに 50.0

メガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

 

100Mb/s から

100Mb/s ごとに

500Mb/s まで 

100.0 メガビット／秒から 100.0 メガビット／秒ごとに

500.0 メガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

 

1Gb/s 1.0 ギガビット／秒の符号伝送が可能なもの 
 

 

エ 契約者回線に係るもの（商品名：指定センター終端） 

品 目 内     容 

0.5Mb/s 0.5 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

1Mb/s から 

1Mb/s ごとに

10Mb/s まで 

1.0 メガビット／秒から 1.0 メガビット／秒ごとに 10.0 メ

ガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

 
 

 

 

 

 

 

 

20Mb/s から 

10Mb/s ごとに 

100Mb/s まで 

20.0 メガビット／秒から 10.0 メガビット／秒ごとに 100.0

メガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

 

200 Mb/s から

100 Mb/s ごとに

1Gb/s まで 

200.0 メガビット／秒から 100.0 メガビット／秒ごとに 1.0

ギガビット／秒までの符号伝送が可能なもの 

 
 

(3) 細目に係る料金  

の適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、設備又は保守の態様による

細目を定めます。 

ア イーサ伝送相当回線に係る特定他社接続回線には、次の設備の態様による細目

があります。 

区 分 内     容 

クラス１ 

（ 商 品 名 ：

Ether アクセ

ス） 

クラス３以外のもの 

 

 

 
 

 

クラス３ 

（商品名：メ

トロアクセ

ス） 

 

相互接続点（特定他社接続回線を収容する特定事業者の専用サ

ービス取扱所（特定事業者の専用サービス契約約款に規定する

ものをいいます。）内のものに限ります。）とイーサネット通

信網サービス取扱所との間において波長分割多重方式により通

信を行うもの 
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備 考 

１ クラス１に係るイーサ伝送相当回線については、200Mb/s から 1Gb/s までの

品目に限り提供します。 

２ クラス３に係るイーサ伝送相当回線については、提供地域に係る種類がゾ

ーン型である場合であって、2Gb/s 及び 3Gb/s の品目に限り提供します。 

３ 第４種イーサネット通信網契約者は、第 58 条（提供地域に係る種類又は品

目等の変更）の規定にかかわらず、設備の態様による細目の変更を請求する

ことはできません。 
 

 イ 光伝送相当回線に係る特定他社接続回線には、次の保守の態様による細目があ

ります。 

区 分 内     容 

タイプ１ 特定他社接続回線について、特定事業者の Ether コミュファサ

ービス取扱所の営業時間（土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝

日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）の規定により休日

とされた日並びに１月２日及び１月３日をいいます。）を除く

毎日午前９時から午後５時までの時間をいいます。以下この欄

において同じとします。）外に、その特定他社回線について特

定事業者が修理又は復旧の請求を受け付けたときに、その受け

付けた時刻以後の直近の営業時間においてその修理又は復旧を

行うもの 

タイプ２ タイプ１以外のもの 
 

 ウ イーサ伝送相当回線に係る端末回線には、次の設備の態様による細目がありま

す。 

（ア） 設備の態様による細目１ 

区 分 内     容 

一般型 

（商品名：ダ

イレクトアク

セス） 

特定端末回線型以外のもの 

 

 

 

特定端末回線

型 

（商品名：デ

ータセンター

アクセス） 

当社が別に定める建物内において、第４種イーサネット通信網

契約者が指定した場所で終端するもの 

 

 

 

備 考 

１ 一般型に係るイーサ伝送相当回線については、10Mb/s、100Mb/s 及び 1Gb/s

の品目に限り提供します。 

２ 第４種イーサネット通信網契約者は、第 58 条（提供地域に係る種類又は品

目等の変更）の規定にかかわらず、設備の態様による細目１の変更を請求す

ることはできません。 
 

 （イ） 設備の態様による細目２ 

区 分 内     容 

クラス１ イーサ伝送相当回線の品目に係る符号伝送速度を保証するもの 

クラス２ 

 

 

イーサ伝送相当回線の品目に係る符号伝送速度を保証しないも

のであって、概ねその品目に係る符号伝送速度による通信を行

うことができるもの 

備 考 

 設備の態様による細目２の区分は、特定端末回線型に係るものにあります。 
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(4) 端末回線の終端

が加入区域外にあ

る場合の料金の適

用 

 

 

端末回線の終端が加入区域外にある場合においては、その端末回線の終端が収容さ

れている収容イーサネット通信網サービス取扱所の加入区域を超える地点から引込

柱（端末回線の終端に最も近い距離にある電柱（ケーブル引込みの場合は配線盤、

無線引込みの場合は無線送受信装置）をいいます。以下同じとします。）までの線

路（以下「区域外線路」といいます。）について、２（料金額）(2)に規定する加

算額を適用します。 

 (5) 長期継続利用に

係る料金の適用 

（商品名：長期継続

利用割引） 

 

 

 

 

 ア 当社は、第４種イーサネット通信網契約者（臨時第４種イーサネット通信網契

約に係る臨時第４種イーサネット通信網契約者を除きます。以下この欄において

同じとします。）から、その第４種イーサネット通信網契約に係る第４種イーサ

ネット通信網サービス（光伝送相当回線に係る特定他社接続回線を利用する場合

を除きます。以下この欄において同じとします。）について、次表に定める期間

の継続利用（以下この欄において「長期継続利用」といいます。）の申出があっ

た場合には、その期間における基本額（加算料を除きます。以下この欄において

同じとします。）については、同表に規定する額を減額して適用します。 

 

区 分 継続して利用する期間 減額する基本額（月額） 

基本期間 

 

36 ヶ月 

 

２（料金額）(1)に規定する基本額の

額に 0.07 を乗じて得た額 
 

 

 イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日

（第４種イーサネット通信網契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった

場合は、その第４種イーサネット通信網サービスの提供を開始した日）から適用

します。 

  ウ 長期継続利用に係る第４種イーサネット通信網契約者は、アに規定する基本期

間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、基本期間の満了日の 10 日

前までに、その継続利用を、当社に申し出ていただきます。 

  エ ウの申出があった場合には、次表に規定するとおり、継続期間に応じてその基

本額を減額して適用します。 

 

区 分 継続して利用する期間 減額する基本額（月額） 

継続期間 

 

(ｱ) 基本期間経過後 

 12 か月 

２（料金額）(1)に規定する基本額の

額に 0.09 を乗じて得た額 

 
(ｲ) (ｱ)の期間経過後 

 12 か月 

２（料金額）(1)に規定する基本額の

額に 0.10 を乗じて得た額 

 
(ｳ) (ｲ)の期間経過後 

 

２（料金額）(1)に規定する基本額の

額に 0.11 を乗じて得た額 
 

  オ 継続して利用する期間は１料金月を１か月とします。ただし、アの基本期間開

始に係る長期継続利用の適用開始日を含む料金月については、１か月に満たない

場合であっても、１か月として取り扱います。 

  カ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる基本期間又は継続期間（以下「長

期継続利用期間」といいます。）には、第４種イーサネット通信網サービスの利

用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 

  キ 当社は、長期継続利用に係る第４種イーサネット通信網サービスについて、そ

の第４種イーサネット通信網契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止

したしたものとして取扱います。 

  ク 長期継続利用に係る第４種イーサネット通信網契約者は、長期継続利用期間

（エの表の(ｳ)の期間を除きます。）の満了前に長期継続利用の廃止があった場

合には、残余の期間に対応する廃止前の基本額に 0.35 を乗じて得た額を当社が

定める期日までに一括して支払っていただきます。 

(6) 大容量利用に係

る料金の適用 

（商品名：大口容

量契約割引） 

 ア 当社は、第４種イーサネット通信網契約者（臨時第４種イーサネット通信網契

約に係る臨時第４種イーサネット通信網契約者を除きます。以下この欄において

同じとします。）からの申出により、大容量利用に係る料金の適用を行います。 

イ 大容量利用に係る料金の適用とは、第４種イーサネット通信網契約に係る第４

種契約者回線等が所属する契約者回線群に係る全ての契約者回線等（臨時イーサ

ネット通信網契約に係るもの、光伝送相当回線に係る特定他社接続回線及び回線

群多重機能Ｉ又は回線群多重機能Ⅱを利用して当該契約者回線群に所属するもの

を除きます。）の品目の合計（以下この欄において「所属契約者回線群に係る品



 28 

目の合計値」といいます。）が 10Mb/s 以上である場合に、その第４種イーサネ

ット通信網契約の第４種契約者回線等に係る基本額（加算料を除くものとし、こ

の表の(5)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄に

おいて同じとします。）について、下表に規定する割引率を乗じて得た額を割引

くことをいいます。 

 

所属契約者回線群に係る品目の合計値 割引率 

 10Mb/s 以上 50Mb/s 未満 ３％ 

 50Mb/s 以上 100Mb/s 未満  ５％ 

100Mb/s 以上 ７％ 
 

  ウ 大容量利用に係る料金額の計算は、料金月単位で行います。 

 
 エ 所属契約者回線群に係る品目の合計値については、料金月の末日をその測定日

とするものとします。 

 

 オ 大容量利用に係る料金の適用については、大容量利用の申出を当社が承諾した

日（第４種イーサネット通信網契約の申込みと同時に大容量利用の申出があっ

た場合は、その第４種イーサネット通信網サービスの提供を開始した日）から

適用するものとし、その第４種イーサネット通信網契約者からの終了の申込み

がない限り、従前と同様の条件により、継続するものとします。 

 

 カ 当社は、大容量利用に係る料金の適用を受けている第４種イーサネット通信網

契約者の第４種契約者回線等について、第４種イーサネット通信網契約の解除

があった場合は、この料金の適用は終了したものとして取扱います。 

 

 キ オまたはカの規定により、料金月の初日以外に終了の申込み又は契約の解除が

あった場合は、その終了の申込み又は契約の解除があった日を含む料金月につ

いては、この大容量利用に係る料金の適用は行わないものとします。 

(7) 最低利用期間に

係る料金の適用 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 第４種イーサネット通信網サービス（臨時第４種イーサネット通信網契約に係

るものを除きます。以下この欄において同じとします。）については、(5)に規

定する長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間があります。 

 イ 第４種イーサネット通信網契約者は、最低利用期間内に第４種イーサネット通

信網契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金（料金表第１表（料

金）に規定する定額利用料(付加機能使用料を除きます。以下この欄において同じ

とします。)の額とします。以下この欄において同じとします。）に相当する額

を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 

  ただし、第４種イーサネット通信網契約の解除と同時にデータ通信網サービス

契約約款に規定するデータ通信網契約を締結するとき（解除する第４種イーサネ

ット通信網契約に係る契約者回線群が第６（付加機能使用料）に規定する特定回

線群接続機能の提供を受けるものであって、新たに締結するデータ通信網契約が

その接続先となる特定回線群に係るものである場合に限ります。)であって、当

社が別に定める場合（以下、「契約移行」といいます。）はこの限りでありませ

ん。 

 

ウ 第４種イーサネット通信網契約者は、最低利用期間内に第４種イーサネット通

信網サービスの品目等の変更があった場合は、その変更について変更前の料金額

（定額利用料に限ります。以下この欄において同じとします。）から変更後の料

金額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当

社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 

 

エ ウの場合に、品目等の変更と同時にその第４種契約者回線等の設置場所におい

て、第４種契約者回線等の新設又は第４種イーサネット通信網契約の解除を行う

ときの残額の算定は、同時に行う新設等の第４種契約者回線等の料金額を合算し

て行います。 

 (8) 端末設備に係る    

料金の適用 

 

当社は、第 54 条（端末回線の終端等）に定めるところにより、データ伝送装置を

設置するものとし、この場合において、２（料金額）に規定する加算額を適用しま

す。 
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２ 料金額 

   (1) 基本額 

     ア 臨時第４種イーサネット通信網契約以外のもの  

      (ｱ) 基本料 

       ａ 特定他社接続回線に係るもの 

        ① イーサ伝送相当回線に係るもの 

①－１ クラス１に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 
料金額（月額） 

全国型 ゾーン型 

２００Ｍｂ／ｓ 
１，６２０，０００円 

（税込１，７８２，０００円） 

１，２４０，０００円 

（税込１，３６４，０００円） 

３００Ｍｂ／ｓ 
２，２９５，０００円 

（税込２，５２４，５００円） 

１，５００，０００円 

（税込１，６５０，０００円） 

４００Ｍｂ／ｓ 
２，９７０，０００円 

（税込３，２６７，０００円） 

１，７６０，０００円 

（税込１，９３６，０００円） 

５００Ｍｂ／ｓ 
３，６４５，０００円 

（税込４，００９，５００円） 

２，０２０，０００円 

（税込２，２２２，０００円） 

６００Ｍｂ／ｓ 
４，０５８，０００円 

（税込４，４６３，８００円） 

２，２８０，０００円 

（税込２，５０８，０００円） 

７００Ｍｂ／ｓ 
４，４７１，０００円 

（税込４，９１８，１００円） 

２，５４０，０００円 

（税込２，７９４，０００円） 

８００Ｍｂ／ｓ 
４，８８４，０００円 

（税込５，３７２，４００円） 

２，８００，０００円 

（税込３，０８０，０００円） 

９００Ｍｂ／ｓ 
５，２９７，０００円 

（税込５，８２６，７００円） 

３，０６０，０００円 

（税込３，３６６，０００円） 

  １Ｇｂ／ｓ 
５，７１０，０００円 

（税込６，２８１，０００円） 

３，２１０，０００円 

（税込３，５３１，０００円） 

 

①－２ クラス３に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

    ２Ｇｂ／ｓ １，３９４，０００円（税込１，５３３，４００円） 

    ３Ｇｂ／ｓ ２，０７０，０００円（税込２，２７７，０００円） 

 

        ② 光伝送相当回線に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品 目 

料金額（月額） 

タイプ１ タイプ２ 

全国型 ゾーン型 全国型 ゾーン型 

１００Ｍｂ／ｓ 
２０，０００円 

(税込２２，０００円) 

１７，０００円 

(税込１８，７００円) 

２３，０００円 

(税込２５，３００円) 

２０，０００円 

(税込２２，０００円) 

備考 

特定事業者の契約約款に規定する回線終端装置の料金を含むものとします。 

        

ｂ 端末回線に係るもの 

        ① ＡＴＭ専用相当回線に係るもの  

１の端末回線ごとに 

品 目 
料金額（月額） 

全国型 ゾーン型 

０．５Mb/s 
２４５，０００円 

（税込２６９，５００円） 

２００，０００円 

（税込２２０，０００円） 
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  １Mb/s 
２６５，０００円 

（税込２９１，５００円） 

２１７，０００円 

（税込２３８，７００円） 

  ２Mb/s 
３０５，０００円 

（税込３３５，５００円） 

２５２，０００円 

（税込２７７，２００円） 

   ３Mb/s 
３３３，０００円 

（税込３６６，３００円） 

２７７，０００円 

（税込３０４，７００円） 

   ４Mb/s 
３８９，０００円 

（税込４２７，９００円） 

３２５，０００円 

（税込３５７，５００円） 

   ５Mb/s 
４２６，０００円 

（税込４６８，６００円） 

３５７，０００円 

（税込３９２，７００円） 

   ６Mb/s 
４５４，０００円 

（税込４９９，４００円） 

３８１，０００円 

（税込４１９，１００円） 

   ７Mb/s 
５０７，０００円 

（税込５５７，７００円） 

４２６，０００円 

（税込４６８，６００円） 

   ８Mb/s 
５４９，０００円 

（税込６０３，９００円） 

４６２，０００円 

（税込５０８，２００円） 

   ９Mb/s 
５８７，０００円 

（税込６４５，７００円） 

４９５，０００円 

（税込５４４，５００円） 

  １０Mb/s 
６２６，０００円 

（税込６８８，６００円） 

５２９，０００円 

（税込５８１，９００円） 

  １２Mb/s 
６６６，０００円 

（税込７３２，６００円） 

５６３，０００円 

（税込６１９，３００円） 

  ２０Mb/s 
８２５，０００円 

（税込９０７，５００円） 

７０１，０００円 

（税込７７１，１００円） 

 ３０Mb/s 
９９７，０００円 

（税込１，０９６，７００円） 

８００，０００円 

（税込８８０，０００円） 

  ４０Mb/s 
１，１６０，０００円 

（税込１，２７６，０００円） 

９４４，０００円 

（税込１，０３８，４００円） 

  ５０Mb/s 
１，３６８，０００円（ 

税込１，５０４，８００円） 

１，１２３，０００円 

（税込１，２３５，３００円） 

  ６０Mb/s 
１，４２５，０００円 

（税込１，５６７，５００円） 

１，１７７，０００円 

（税込１，２９４，７００円） 

  ７０Mb/s 
１，４７３，０００円 

（税込１，６２０，３００円） 

１，２２２，０００円 

（税込１，３４４，２００円） 

  ８０Mb/s 
１，５２０，０００円 

（税込１，６７２，０００円） 

１，２６５，０００円 

（税込１，３９１，５００円） 

  ９０Mb/s 
１，５６８，０００円 

（税込１，７２４，８００円） 

１，３０９，０００円 

（税込１，４３９，９００円） 

 １００Mb/s 
１，６１５，０００円 

（税込１，７７６，５００円） 

１，３５１，０００円 

（税込１，４８６，１００円） 

 １２０Mb/s 
１，７１０，０００円 

（税込１，８８１，０００円） 

１，４３６，０００円 

（税込１，５７９，６００円） 

  

        ② イーサ伝送相当回線に係るもの  

         ②－１ 一般型に係るもの 

１の端末回線ごとに 

品  目 
料金額（月額） 

全国型 ゾーン型 

  １０Ｍｂ／ｓ 
２２１，０００円 

（税込２４３，１００円） 

１９６，０００円 

（税込２１５，６００円） 

１００Ｍｂ／ｓ 
７３６，０００円 

（税込８０９，６００円） 

４８６，０００円 

（税込５３４，６００円） 

１Ｇｂ／ｓ 
５，７１０，０００円 

（税込６，２８１，０００円） 

３，２１０，０００円 

（税込３，５３１，０００円） 
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         ②－２ 特定端末回線型に係るもの 

          ②－２－１ クラス１に係るもの 

１の端末回線ごとに 

品  目 
料金額（月額） 

全国型 ゾーン型 

 １０Ｍｂ／ｓ 
２２１，０００円 

（税込２４３，１００円） 

１９６，０００円 

（税込２１５，６００円） 

 ３０Ｍｂ／ｓ 
３７５，５００円 

（税込４１３，０５０円） 

２８３，０００円 

（税込３１１，３００円） 

１００Ｍｂ／ｓ 
７３６，０００円 

（税込８０９，６００円） 

４８６，０００円 

（税込５３４，６００円） 

２００Ｍｂ／ｓ 
１，６２０，０００円 

（税込１，７８２，０００円） 

１，２４０，０００円 

（税込１，３６４，０００円） 

３００Ｍｂ／ｓ 
２，２９５，０００円 

（税込２，５２４，５００円） 

１，５００，０００円 

（税込１，６５０，０００円） 

４００Ｍｂ／ｓ 
２，９７０，０００円 

（税込３，２６７，０００円） 

１，７６０，０００円 

（税込１，９３６，０００円） 

５００Ｍｂ／ｓ 
３，６４５，０００円 

（税込４，００９，５００円） 

２，０２０，０００円 

（税込２，２２２，０００円） 

６００Ｍｂ／ｓ 
４，０５８，０００円 

（税込４，４６３，８００円） 

２，２８０，０００円 

（税込２，５０８，０００円） 

７００Ｍｂ／ｓ 
４，４７１，０００円 

（税込４，９１８，１００円） 

２，５４０，０００円 

（税込２，７９４，０００円） 

８００Ｍｂ／ｓ 
４，８８４，０００円 

（税込５，３７２，４００円） 

２，８００，０００円 

（税込３，０８０，０００円） 

９００Ｍｂ／ｓ 
５，２９７，０００円 

（税込５，８２６，７００円） 

３，０６０，０００円 

（税込３，３６６，０００円） 

  １Ｇｂ／ｓ 
５，７１０，０００円 

（税込６，２８１，０００円） 

３，２１０，０００円 

（税込３，５３１，０００円） 

          ②－２－２ クラス２に係るもの 

１の端末回線ごとに 

品  目 
料金額（月額） 

全国型 ゾーン型 

 １０Ｍｂ／ｓ 
１５６，０００円 

（税込１７１，６００円） 

１３６，０００円 

（税込１４９，６００円） 

 ３０Ｍｂ／ｓ 
２３６，０００円 

（税込２５９，６００円） 

２０６，０００円 

（税込２２６，６００円） 

１００Ｍｂ／ｓ 
３９６，０００円 

（税込４３５，６００円） 

３４６，０００円 

（税込３８０，６００円） 

２００Ｍｂ／ｓ 
６３０，０００円 

（税込６９３，０００円） 

４８０，０００円 

（税込５２８，０００円） 

３００Ｍｂ／ｓ 
８２０，０００円 

（税込９０２，０００円） 

６１０，０００円 

（税込６７１，０００円） 

４００Ｍｂ／ｓ 
１，０１１，０００円 

（税込１，１１２，１００円） 

７３１，０００円 

（税込８０４，１００円） 

５００Ｍｂ／ｓ 
１，２０３，０００円 

（税込１，３２３，３００円） 

８５３，０００円 

（税込９３８，３００円） 

６００Ｍｂ／ｓ 
１，３９４，０００円 

（税込１，５３３，４００円） 

９７４，０００円 

（税込１，０７１，４００円） 

７００Ｍｂ／ｓ 
１，５８６，０００円 

（税込１，７４４，６００円） 

１，０９６，０００円 

（税込１，２０５，６００円） 

８００Ｍｂ／ｓ 
１，７７７，０００円 

（税込１，９５４，７００円） 

１，２１７，０００円 

（税込１，３３８，７００円） 
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９００Ｍｂ／ｓ 
１，９６９，０００円 

（税込２，１６５，９００円） 

１，３３９，０００円 

（税込１，４７２，９００円） 

  １Ｇｂ／ｓ 
２，１６０，０００円 

（税込２，３７６，０００円） 

１，４６０，０００円 

（税込１，６０６，０００円） 

 

       ｃ 接続契約者回線に係るもの 

        ① イーサ伝送相当回線に係るもの  

１の接続契約者回線ごとに 

品  目 
料金額（月額） 

全国型 ゾーン型 

  ０．５Ｍｂ／ｓ 
２５，３００円 

（税込２７，８３０円） 

２４，０００円 

（税込２６，４００円） 

   １Ｍｂ／ｓ 
２７，５００円 

（税込３０，２５０円） 

２５，０００円 

（税込２７，５００円） 

２Ｍｂ／ｓ 
５５，０００円 

（税込６０，５００円） 

５０，０００円 

（税込５５，０００円） 

   ３Ｍｂ／ｓ 
６７，５００円 

（税込７４，２５０円） 

６０，０００円 

（税込６６，０００円） 

   ４Ｍｂ／ｓ 
７５，０００円 

（税込８２，５００円） 

６５，０００円 

（税込７１，５００円） 

   ５Ｍｂ／ｓ 
８２，５００円 

（税込９０，７５０円） 

７０，０００円 

（税込７７，０００円） 

  １０Ｍｂ／ｓ 
１０５，０００円 

（税込１１５，５００円） 

８０，０００円 

（税込８８，０００円） 

  ２０Ｍｂ／ｓ 
１４９，０００円 

（税込１６３，９００円） 

９９，０００円 

（税込１０８，９００円） 

  ３０Ｍｂ／ｓ 
１９３，０００円 

（税込２１２，３００円） 

１１８，０００円 

（税込１２９，８００円） 

  ４０Ｍｂ／ｓ 
２３６，０００円 

（税込２５９，６００円） 

１３６，０００円 

（税込１４９，６００円） 

  ５０Ｍｂ／ｓ 
２７５，０００円 

（税込３０２，５００円） 

１５０，０００円 

（税込１６５，０００円） 

   １００Ｍｂ／ｓ 
５００，０００円 

（税込５５０，０００円） 

２５０，０００円 

（税込２７５，０００円） 

   ２００Ｍｂ／ｓ 
１，０００，０００円 

（税込１，１００，０００円） 

５００，０００円 

（税込５５０，０００円） 

   ３００Ｍｂ／ｓ 
１，５００，０００円 

（税込１，６５０，０００円） 

７５０，０００円 

（税込８２５，０００円） 

   ４００Ｍｂ／ｓ 
２，０００，０００円 

（税込２，２００，０００円） 

１，０００，０００円 

（税込１，１００，０００円） 

   ５００Ｍｂ／ｓ 
２，５００，０００円 

（税込２，７５０，０００円） 

１，２５０，０００円 

（税込１，３７５，０００円） 

     １Ｇｂ／ｓ 
５，０００，０００円 

（税込５，５００，０００円） 

２，５００，０００円 

（税込２，７５０，０００円） 

 

       ｄ 契約者回線に係るもの 

１の契約者回線ごとに 

品  目 
料金額（月額） 

全国型 ゾーン型 

０．５Ｍｂ／ｓ 
５０，０００円 

（税込５５，０００円） 

４５，０００円 

（税込４９，５００円） 

１Ｍｂ／ｓ 
５６，０００円 

（税込６１，６００円） 

４９，０００円 

（税込５３，９００円） 
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２Ｍｂ／ｓ 
６１，０００円 

（税込６７，１００円） 

５２，０００円 

（税込５７，２００円） 

３Ｍｂ／ｓ 
６７，０００円 

（税込７３，７００円） 

５６，０００円 

（税込６１，６００円） 

４Ｍｂ／ｓ 
７２，０００円 

（税込７９，２００円） 

５９，０００円 

（税込６４，９００円） 

５Ｍｂ／ｓ 
７８，０００円 

（税込８５，８００円） 

６３，０００円 

（税込６９，３００円） 

６Ｍｂ／ｓ 
８３，０００円 

（税込９１，３００円） 

６６，０００円 

（税込７２，６００円） 

７Ｍｂ／ｓ 
８９，０００円 

（税込９７，９００円） 

７０，０００円 

（税込７７，０００円） 

８Ｍｂ／ｓ 
９４，０００円 

（税込１０３，４００円） 

７３，０００円 

（税込８０，３００円） 

９Ｍｂ／ｓ 
１００，０００円 

（税込１１０，０００円） 

７７，０００円 

（税込８４，７００円） 

  １０Ｍｂ／ｓ 
１０５，０００円 

（税込１１５，５００円） 

８０，０００円 

（税込８８，０００円） 

２０Ｍｂ／ｓ 
１４９，０００円 

（税込１６３，９００円） 

９９，０００円 

（税込１０８，９００円） 

３０Ｍｂ／ｓ 
１９３，０００円 

（税込２１２，３００円） 

１１８，０００円 

（税込１２９，８００円） 

４０Ｍｂ／ｓ 
２３７，０００円 

（税込２６０，７００円） 

１３７，０００円 

（税込１５０，７００円） 

５０Ｍｂ／ｓ 
２８１，０００円 

（税込３０９，１００円） 

１５６，０００円 

（税込１７１，６００円） 

６０Ｍｂ／ｓ 
３２４，０００円 

（税込３５６，４００円） 

１７４，０００円 

（税込１９１，４００円） 

７０Ｍｂ／ｓ 
３６８，０００円 

（税込４０４，８００円） 

１９３，０００円 

（税込２１２，３００円） 

８０Ｍｂ／ｓ 
４１２，０００円 

（税込４５３，２００円） 

２１２，０００円 

（税込２３３，２００円） 

９０Ｍｂ／ｓ 
４５６，０００円 

（税込５０１，６００円） 

２３１，０００円 

（税込２５４，１００円） 

１００Ｍｂ／ｓ 
５００，０００円 

（税込５５０，０００円） 

２５０，０００円 

（税込２７５，０００円） 

２００Ｍｂ／ｓ 
１，０００，０００円 

（税込１，１００，０００円） 

５００，０００円 

（税込５５０，０００円） 

３００Ｍｂ／ｓ 
１，５００，０００円 

（税込１，６５０，０００円） 

７５０，０００円 

（税込８２５，０００円） 

４００Ｍｂ／ｓ 
２，０００，０００円 

（税込２，２００，０００円） 

１，０００，０００円 

（税込１，１００，０００円） 

５００Ｍｂ／ｓ 
２，５００，０００円 

（税込２，７５０，０００円） 

１，２５０，０００円 

（税込１，３７５，０００円） 

６００Ｍｂ／ｓ 
３，０００，０００円 

（税込３，３００，０００円） 

１，５００，０００円 

（税込１，６５０，０００円） 

７００Ｍｂ／ｓ 
３，５００，０００円 

（税込３，８５０，０００円） 

１，７５０，０００円 

（税込１，９２５，０００円） 

８００Ｍｂ／ｓ 
４，０００，０００円 

（税込４，４００，０００円） 

２，０００，０００円 

（税込２，２００，０００円） 

９００Ｍｂ／ｓ 
４，５００，０００円 

（税込４，９５０，０００円） 

２，２５０，０００円 

（税込２，４７５，０００円） 

１Ｇｂ／ｓ 
５，０００，０００円 

（税込５，５００，０００円） 

２，５００，０００円 

（税込２，７５０，０００円） 
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     イ 臨時第４種イーサネット通信網契約のもの 

日額 

その第４種イーサネット通信網サービスを臨時第４種イーサネット通信網契約以外の契約に係るものとみ

なした場合に適用される料金額の 10 分の１ 

 

   (2) 加算額 

     ア 臨時第４種イーサネット通信網契約以外のもの 

種 別 単 位 区  分 料金額（月額） 

(ｱ) 区域外線路 当社が別に算定する額 

(ｲ) データ伝

送装置 

 

ａ ＡＴＭ専

用相当回

線に係る

もの 

 データ伝送装置 

 Ⅴ型の場合 

 

 

１台ごとに 

 

 

 

 

２０，０００円 

（税込２２，０００円） 

 

ｂ イーサ

伝送相当

回線に係

るもの 

 

 

 データ伝送装置 

 Ⅹ型の場合 

 

 

 

 

１台ごとに 

 

 

 

 

 

0.5Mb/s、 

1Mb/s～10Mb/s 

（1Mb/s 毎）、 

20Mb/s～100Mb/s

（10Mb/s 毎）用 

のもの 

４，０００円 

（税込４，４００円） 

  

 データ伝送装置 

 ⅩⅠ型の場合 

 

１台ごとに 

 

 

200Mb/s～1Gb/s

（100Mb/s 毎）

用のもの 

４０，０００円 

（税込４４，０００円） 

  
 データ伝送装置 

 ⅩⅡ型の場合 

１台ごとに 

 

2Gb/s 又は 3Gb/s

用のもの 

４０，０００円 

（税込４４，０００円） 

 

      イ 臨時第４種イーサネット通信網契約のもの 

                                             日額 

その第４種イーサネット通信網サービスを臨時第４種イーサネット通信網契約以外の契約に係るものとみな

した場合に適用される料金額の 10 分の１ 
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第５ 第５種イーサネット通信網サービスに係るもの 

１ 適用 

 第５種イーサネット通信網サービスに係る料金の適用については、第 81 条（定額利用料の支払義務）

の規定によるほか次のとおりとします。 

料  金  の  適  用 

(1) 品目に係る料金

の適用 

当社は、料金表を適用するにあたって、第５種イーサネット通信網サービスについ

て、次表のとおり、品目を定めます。 

 
品 目 内     容 

1Gb/s 1.0 ギガビット／秒の符号伝送が可能なもの 
 

 (2) 論理チャネルの

細目に係る料金の適

用 

当社は、料金表を適用するにあたって、次表のとおり、論理チャネルについて、細

目を定めます。 

 ア 論理チャネルの通信速度に係る細目 

区 分 内     容 

タイプ１ 論理チャネルの通信速度について、第５種イーサネット通信

網契約者が指定する上限伝送速度（第５種イーサネット通信

網契約者があらかじめ指定する利用可能な符号伝送速度をい

います。以下同じとします。）による通信を行うことができ

るもの 

タイプ２ 論理チャネルの通信速度について、第５種イーサネット通信

網契約者が指定する最低伝送速度（第５種イーサネット通信

網契約者があらかじめ指定する最低利用可能な符号伝送速度

をいいます。以下同じとします。）による通信を行うことが

できるものであって、端末回線に余裕がある場合に第５種イ

ーサネット通信網契約者が指定する上限伝送速度による通信

を行うことができるもの 

タイプ３ 論理チャネルの通信速度について、端末回線に余裕がある場

合に第５種イーサネット通信網契約者が指定する上限伝送速

度による通信を行うことができるもの 

備 考 

１ １の端末回線群において、異なる区分の論理チャネルを設定することはで

きません。 

２ 第５種イーサネット通信網契約者は、第 61 条の７（論理チャネルの設定

等）の規定にかかわらず、論理チャネルの通信速度に係る細目の変更を請求

することはできません。 
 

 イ 論理チャネルの上限伝送速度又は最低伝送速度 

  (ｱ) タイプ１に係るもの 

上限伝送速度 内     容 

10Mb/s 10.0 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

30Mb/s 30.0 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

100Mb/s から 100Mb/s ごとに

1Gb/s まで 

100.0 メガビット／秒から 100.0 メガビット／

秒ごとに 1.0 ギガビット／秒までの符号伝送が

可能なもの 

  (ｲ) タイプ２に係るもの 

 

区 分 
内     容 

上限伝送速度 最低伝送速度 

5Mb/s 0Mb/s 最大 5.0 メガビット／秒の符号伝送が可能なも

の 

10Mb/s 1Mb/s 1.0 メガビット／秒の符号伝送が可能であっ

て、最大 10.0 メガビット／秒の符号伝送が可能

なもの 
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100Mb/s 10Mb/s 10.0 メガビット／秒の符号伝送が可能であっ

て、最大 100.0 メガビット／秒の符号伝送が可

能なもの 
 

 

300Mb/s 30Mb/s 30.0 メガビット／秒の符号伝送が可能であっ

て、最大 300.0 メガビット／秒の符号伝送が可

能なもの 

  (ｳ) タイプ３に係るもの 

 

上限伝送速度 内     容 

100Mb/s 100.0 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

300Mb/s 300.0 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

1Gb/s 1.0 ギガビット／秒の符号伝送が可能なもの 
 

(3) 最低利用期間に

係る料金の適用 

 

 

 

 ア 第５種イーサネット通信網サービスについては、最低利用期間があります。 

 イ 第５種イーサネット通信網契約者は、最低利用期間内に第５種イーサネット通

信網契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金（料金表第１表（料

金）に規定する定額利用料（基本料に限ります。）の額とします。）に相当する

額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。 

(4) 論理チャネルの

最低利用期間に係る

料金の適用 

ア 第５種イーサネット通信網サービスに係る論理チャネルについては、最低利用

期間があります。 

イ 第５種イーサネット通信網契約者は、論理チャネルの最低利用期間内に論理チ

ャネルの廃止があった場合は、残余の期間に対応する料金（料金表第１表（料

金）に規定する定額利用料（加算料に限ります。）の額とします。以下この欄に

おいて同じとします。）に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支

払っていただきます。 

 

２ 料金額 

   (1) 基本額 

     ア 基本料 

                                      １の端末回線群ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１Ｇｂ／ｓ ２，９６８，０００円（税込３，２６４，８００円） 

 

     イ 加算料 

      (ｱ) タイプ１ 

                                     １の論理チャネルごとに 

上限伝送速度 料金額（月額） 

10Mb/s １５０，０００円（税込１６５，０００円） 

30Mb/s １８９，０００円（税込２０７，９００円） 

100Mb/s ２６６，０００円（税込２９２，６００円） 

200Mb/s ３７８，０００円（税込４１５，８００円） 

300Mb/s ４６９，０００円（税込５１５，９００円） 

400Mb/s ５６１，０００円（税込６１７，１００円） 

500Mb/s ６５３，０００円（税込７１８，３００円） 

600Mb/s ７４５，０００円（税込８１９，５００円） 

700Mb/s ８３７，０００円（税込９２０，７００円） 

800Mb/s ９２９，０００円（税込１，０２１，９００円） 

900Mb/s １，０２１，０００円（税込１，１２３，１００円） 

1Gb/s １，１１２，０００円（税込１，２２３，２００円） 
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      (ｲ) タイプ２ 

                                     １の論理チャネルごとに 

区 分 
料金額（月額） 

上限伝送速度 最低伝送速度 

5Mb/s 0Mb/s ８２，９００円（税込９１，１９０円） 

10Mb/s 1Mb/s ９８，８００円（税込１０８，６８０円） 

100Mb/s 10Mb/s １８２，０００円（税込２００，２００円） 

300Mb/s 30Mb/s ３２７，９００円（税込３６０，６９０円） 

 
(ｳ) タイプ３ 

                                     １の論理チャネルごとに 

上限伝送速度 料金額（月額） 

100Mb/s １７３，５００円（税込１９０，８５０円） 

300Mb/s ３０３，５００円（税込３３３，８５０円） 

1Gb/s ７１１，６００円（税込７８２，７６０円） 
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第６ 付加機能使用料 

１ 適用 

 付加機能使用料の適用については、第 81条（定額利用料の支払義務）の規定によります。 

 

２ 料金額 
 

区   分 単位 料金額（月額） 

 

① 

通

信

制

御

機

能

Ⅱ 

契約者回線等から送信す

る通信について指定伝送

帯域（イーサネット通信

網契約者が通信の特性に

応じてあらかじめ指定し

た複数の伝送帯域をいい

ます。以下同じとしま

す。）を設定し、指定伝

送帯域の優先順位に基づ

いた通信の制御及び指定

伝送帯域に係る通信の情

報量に応じた可変的な通

信の制御を行う機能をい

います。 

（商品名：アクセスＱｏ

Ｓ） 

１の契約者回線

等ごとに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時以外のもの（月額） 臨時のもの（日額） 

１５，０００円 

（税込１６，５００円） 

１，５００円 

（税込１，６５０円） 

備 

 

 

 

 

 

考 

 

 

 

(1) 当社は、第４種イーサネット通信網契約者から請求があったときに限り、この通信制御機

能Ⅱを提供します。 

(2) (1)の場合において、第４種イーサネット通信網契約者は、次に定める契約者回線等を利用

するものとします。 

ア 特定他社接続回線について、イーサ伝送相当回線 

イ 端末回線 

ウ 接続契約者回線について、イーサ伝送相当回線 

エ 契約者回線 

(3) この機能を利用する第４種イーサネット通信網契約者は、回線群多重機能Ⅰ又は回線群多

重機能Ⅱの提供を受けることはできません。 

(4) 指定伝送帯域の設定方法等当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによりま

す。 

②
 

回

線

群

多

重

機

能

Ⅰ 
１の契約者回線等につい

て、２以上の契約者回線

群に係る通信を多重する

機能をいいます。 

（商品名：VLAN 多重（帯

域共有型）） 

多重に係る追加

契約者回線群の

数ごとに 

 

 

 

臨時以外のもの（月額） 臨時のもの（日額） 

１５，０００円 

（税込１６，５００円） 

１，５００円 

（税込１，６５０円） 

 

 

 

備 

 

 考 

(1) 当社は、第４種イーサネット通信網契約者（その第４種イーサネット通信網契約に係る第

４種イーサネット通信網サービスの提供地域に係る種類が全国型であるものに限ります。以下

この欄において同じとします。）から請求があったときに限り、この回線群多重機能Ⅰを提供

します。 

(2) (1)の場合において、第４種イーサネット通信網契約者は、次に定める契約者回線等を利用

するものとします。 

ア 特定他社接続回線について、イーサ伝送相当回線 

イ 端末回線について、イーサ伝送相当回線 

ウ 接続契約者回線について、イーサ伝送相当回線 

エ 契約者回線 
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(3) 第４種イーサネット通信網契約者は、多重に係る追加の契約者回線群（以下この欄におい

て「追加契約者回線群」といいます。）を指定して頂きます。 

この場合に、第４種イーサネット通信網契約者は、指定した追加契約者回線群の回線群代表

者の承諾を得るものとします。 

(4) (3)の場合において、その指定が、新たにこの機能を利用する契約者回線等のみで１の追加

契約者回線群を構成するものである場合は、この機能に係る第４種イーサネット通信網契約者

の中から回線群代表者を定めてイーサネット通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

(5) この機能を利用するイーサネット通信網契約者は、通信制御機能Ⅱ又は回線群多重機能Ⅱ

の提供を受けることはできません。 

(6) 追加契約者回線群には、データ通信網サービス契約約款に規定する契約者回線群を含むも

のとします。この場合、(3)において「契約者回線群」又は「回線群代表者」とあるのは、そ

れぞれ当該契約約款に規定する「契約者回線群」又は「回線群代表者」と読み替えて適用しま

す。 

(7) 追加契約者回線群の指定方法等当該機能に係る細目事項は当社が別に定めるところにより

ます。 

③ 
 

回

線

群

多

重

機

能

Ⅱ

 

１の契約者回線等につい

て、２以上の契約者回線

群に係る通信を多重し、

当該契約者回線等が受信

する場合において通信の

制御（指定伝送帯域の優

先順位に基づいた通信の

制御及び指定伝送帯域に

係る通信の情報量に応じ

た可変的な通信の制御を

いいます。）を行う機能

をいいます。 

（商品名：VLAN 多重（帯

域制御型）） 

多重に係る追加

契約者回線群の

数ごとに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時以外のもの（月額） 臨時のもの（日額） 

２５，０００円 

（税込２７，５００円） 

２，５００円 

（税込２，７５０円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 

 

 

 

 

考 

 

 

 

 

 

 

(1) 当社は、第４種イーサネット通信網契約者（その第４種イーサネット通信網契約に係る第

４種イーサネット通信網サービスの提供地域に係る種類が全国型であるものに限ります。以下

この欄において同じとします。）から請求があったときに限り、この回線群多重機能Ⅱを提供

します。 

(2) (1)の場合において、第４種イーサネット通信網契約者は、次に定める契約者回線等を利用

するものとします。 

ア 特定他社接続回線について、イーサ伝送相当回線 

イ 端末回線について、イーサ伝送相当回線 

ウ 接続契約者回線について、イーサ伝送相当回線 

エ 契約者回線 

(3) 第４種イーサネット通信網契約者は、多重に係る追加の契約者回線群（以下この欄におい

て「追加契約者回線群」といいます。）を指定して頂きます。 

この場合に、第４種イーサネット通信網契約者は、指定した追加契約者回線群の回線群代表

者の承諾を得るものとします。 

(4) (3)の場合において、その指定が、新たにこの機能を利用する契約者回線等のみで１の追加

契約者回線群を構成するものである場合は、この機能に係る第４種イーサネット通信網契約者

の中から回線群代表者を定めてイーサネット通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

(5) この機能を利用する第４種イーサネット通信網契約者は、通信制御機能Ⅱ又は回線群多重

機能Ⅰの提供を受けることはできません。 

(6) 追加契約者回線群には、データ通信網サービス契約約款に規定する契約者回線群を含むも

のとします。この場合、(3)において「契約者回線群」又は「回線群代表者」とあるのは、そ

れぞれ当該契約約款に規定する「契約者回線群」又は「回線群代表者」と読み替えて適用しま

す。 

(7) 追加契約者回線群の指定方法等当該機能に係る細目事項は当社が別に定めるところにより

ます。 
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④ 

特

定

サ

ー

ビ

ス

接

続

機

能

Ⅱ

 

特定サービス（データホ

スティングサービス契約

約款に規定する第５種デ

ータホスティングサービ

スのタイプ２、タイプ３

－１若しくはタイプ３－

２又は別に定めるサービ

スに限ります。以下この

欄において同じとしま

す。）に関する電気通信

回線設備と接続する機能

をいいます。 

１の契約者回線

群ごとに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

備 

 

 

 

考 

(1) 当社は、回線群代表者である第４種イーサネット通信網契約者（臨時第４種イーサネット

通信網契約者を除きます。以下この欄において同じとします。）から請求があったときに限

り、この特定サービス接続機能Ⅱを提供します。 

(2) (1)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線等に係る全ての

イーサネット通信網契約者は、この機能を利用することができます。 

(3) この機能を利用する契約者回線群については、第３条（用語の定義）24の規定にかかわら

ず、１の契約者回線等のみ所属する契約者回線群を設定します。 

(4) 当社は、特定サービス接続機能Ⅱの付加機能使用料について、特定サービスに係る料金と

併せて設定するものとし、その取扱い（第 93 条(責任の制限)に関する規定を含みます。）に

ついてはデータホスティングサービス契約約款又は別に定めるサービスに関する契約約款等に

定めるものとします。 

(5) 指定回線が所属する契約者回線群について、指定回線に係る部分については、(1)から(4)

までの規定において、「契約者回線等」を「指定回線」に読み替えて適用するものとします。 

⑤ 

特
定

サ

ー
ビ

ス

接

続

機

能

Ⅲ 

特定サービス（国際イー

サ専用サービス契約約款

に規定する国際イーサ専

用サービスとします。以

下この欄において同じと

します。）に関する電気

通信回線設備と接続する

機能をいいます。 

特定サービスに

係る１の国際イ

ーサ専用回線に

ついて、１の契

約者回線群ごと

に 

 

 

― 

備 

 

 

 

考 

(1) 当社は、回線群代表者である第４種イーサネット通信網契約者（臨時第４種イーサネット

通信網契約者を除きます。以下この欄において同じとします。）から請求があったときに限

り、この特定サービス接続機能Ⅲを提供します。 

(2) (1)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線等に係る全ての

イーサネット通信網契約者は、この機能を利用することができます。 

(3) この機能を利用する契約者回線群については、第３条（用語の定義）24の規定にかかわら

ず、１の契約者回線等のみ所属する契約者回線群を設定します。 

(4) 当社は、特定サービス接続機能Ⅲの付加機能使用料について、特定サービスに係る料金と

併せて設定するものとし、その取扱い(第 93条(責任の制限）に関する規定を含みます。）に

ついては国際イーサ専用サービス契約約款に定めるものとします。 
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⑥ 

Ｉ

Ｐ

デ

ー

タ

サ

ー

ビ

ス

接

続

機

能

 

ＩＰデータサービス契約

約款に規定する第１種Ｉ

Ｐデータサービスに関す

る電気通信回線設備と接

続する機能をいいます。 

（商品名：インターコネ

クト） 

１の契約者回線

群ごとに 

 

 

 

 

 

― 

備 

 

 

 

 

考 

(1) 当社は、回線群代表者である第４種イーサネット通信網契約者（臨時第４種イーサネット

通信網契約者を除きます。以下この欄において同じとします。）から請求があったときに限

り、このＩＰデータサービス接続機能を提供します。 

(2) (1)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線等に係る全ての

イーサネット通信網契約者は、この機能を利用することができます。 

(3) この機能を利用する契約者回線群については、第３条（用語の定義）24の規定にかかわら

ず、１の契約者回線等のみ所属する契約者回線群を設定します。 

(4) この機能を提供するにあたり、当社は、次のとおり設備の態様による細目を定めます。 

区別 内    容 

経路固定型 経路選択型以外のもの 

経路選択型 当社が別に定める方法により、通信の動的な経路選択を可能とするもの 

(5) 当社は、この機能に係る付加機能使用料にについて、ＩＰデータサービスに係る料金と併

せて設定するものとし、料金その他の取扱い（第 93 条（責任の制限）に関する規定を含みま

す。）については、ＩＰデータサービス契約約款に定めるところによります。 

⑦ 

サ

ー

ビ

ス

間

接

続

機

能

 

イーサネット通信網サー

ビスに係る電気通信設備

について、第４種イーサ

ネット通信網サービスに

係るものと第５種イーサ

ネット通信網サービスに

係るものを接続する機能

をいいます。 

１の契約者回線

群ごとに 

 

 

 

 

 

 

― 

備 

 

 

 

考 

(1) 当社は、回線群代表者である第４種イーサネット通信網契約者（臨時第４種イーサネット

通信網契約者を除きます。以下この欄において同じとします。）から請求があったときに限

り、このサービス間接続機能を提供します。 

(2) (1)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線等に係る全ての

イーサネット通信網契約者は、この機能を利用することができます。 

(3) この機能を利用する契約者回線群については、第３条（用語の定義）24の規定にかかわら

ず、１の契約者回線等のみ所属する契約者回線群を設定します。 

(4) 当社は、この機能に係る付加機能使用料にについて、第５種イーサネット通信網サービス

に係る料金と併せて設定するものとします。 
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⑧ 

特

定

回

線

群

接

続

機

能

 

特定回線群（データ通信

網サービス契約約款に規

定する契約者回線群をい

います。以下同じとしま

す。）に関する電気通信

回線設備と接続する機能

をいいます。 

（商品名：ＶＰＮエクス

テンション） 

１の契約者回線

群ごとに 

 

 

 

 

 

 

 

― 

備 

 

 

 

考 

(1) 当社は、回線群代表者である第４種イーサネット通信網契約者（臨時第４種イーサネット

通信網契約者を除きます。以下この欄において同じとします。）から請求があったときに限

り、この特定回線群接続機能を提供します。 

(2) (1)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線等に係る全ての

イーサネット通信網契約者は、この機能を利用することができます。 

(3) この機能を利用する契約者回線群については、第３条（用語の定義）24 の規定にかかわら

ず、１の契約者回線等のみ所属する契約者回線群を設定します。 

(4) (3)の場合において、この機能を利用する契約者回線群に係る回線群代表者が相互に接続す

る特定回線群に係る回線群代表者（データ通信網サービス契約約款に規定する回線群代表者を

いいます。以下「特定回線群代表者」といいます。）と異なる場合は、いずれかをこの機能を

利用する契約者回線群に係る回線群代表者とし、それが特定回線群代表者であるときは、第

56 条（第４種イーサネット通信網契約申込の方法）の規定にかかわらず、特定回線群代表者

をこの機能を利用する契約者回線群に係る回線群代表者とみなして取り扱います。 

(5) イーサネット通信網契約者は、相互に接続する特定回線群をあらかじめ指定していただき

ます。 

(6) 当社は、第４種イーサネット通信網利用契約に基づき、この特定回線群接続機能を提供し

ます。この場合、指定回線はこの特定回線群接続機能に係るデータ通信網契約又はＩＰデータ

契約に係る契約者回線等が所属する特定回線群とこの機能により接続している契約者回線群に

所属するものとし、指定回線が所属する契約者回線群について、指定回線に係る部分について

は、(1)から(5)までの規定において、「契約者回線等」を「指定回線」に読み替えて適用する

ものとします。 
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第２類 特定他社接続回線に関する料金 

 第１ 特定事業者の電気通信サービス（別紙２(2)に定める電力系事業者等の電気通信サービスをいいます。以下こ

の第１において同じとします。）に係るもの 
１ 適用 

特定他社接続回線に係る料金の適用については、第 89条（特定他社接続回線の料金等）によるほか次

のとおりとします。 
 

区 分 内     容 

 (1) 特定事業者の

電気通信サービス
に係る料金表の適

用 

次に掲げる事項については、特定事業者の電気通信サービスに係る料金表の規定を準

用します。 
(ｱ) 特定他社接続回線の品目に係る料金の適用（品目については、当社が別に定

めるものに限ります。） 
(ｲ) 特定他社接続回線の回線距離の測定 

(ｳ) 収容区域及び加入区域の設定 

(ｴ) 特定他社接続回線の回線距離測定局の変更があった場合の料金の適用 

(ｵ) 復旧等に伴い特定他社接続回線の経路を変更した場合の料金の適用 

(2) 長期継続利用

に係る料金の適用 

 

ア 当社は、専用契約者（特定事業者（別紙２(2)に定める電力系事業者等に限りま

す。以下この第１において同じとします。）の契約約款に規定する専用契約者又は

契約者をいいます。以下この第１において同じとします。）から専用契約（特定事

業者の電気通信サービスに係る契約約款に規定する契約をいいます。以下この第１
において同じとします。）に係る特定他社接続回線について、次表に定める期間の

継続利用（以下この欄において「長期継続利用」といいます。）の申出があった場
合には、その期間における基本額（この表の(1)の適用による場合は、適用した後

の額とします。以下この欄において同じとします。）から同表に規定する額を減額
して適用します。 

 区 分 継続して利用する期間 減額する基本額（月額） 

基本期間 

 

36ヶ月 

 

２（料金額）に規定する基本額の額に

0.07 を乗じて得た額 
 

 

イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日

（特定事業者の契約約款の規定による契約の申込と同時に長期継続利用の申出があ

った場合は、特定事業者がその特定他社接続回線の提供を開始した日）から適用し

ます。 

 ウ 長期継続利用に係る専用契約者は、アに規定する基本期間満了後も長期継続利用

を継続しようとするときは、基本期間の満了日の 10 日前までに、その継続利用

を、当社に申し出ていただきます。 

 
エ ウの申出があった場合には、次表に規定するとおり、継続期間に応じてその基本

額を減額して適用します。  

 

区 分 継続して利用する期間 減額する基本額（月額） 

継続期間 

 

(ｱ) 基本期間経過後 

 12 か月 

２（料金額）に規定する基本額の額に

0.09 を乗じて得た額 

 
(ｲ) (ｱ)の期間経過後 

 12 か月 

２（料金額）に規定する基本額の額に

0.10 を乗じて得た額 

 
(ｳ) (ｲ)の期間経過後 

 

２（料金額）に規定する基本額の額に

0.11 を乗じて得た額 
 

  オ 継続して利用する期間は１料金月を１か月とします。ただし、アの基本期間開始

に係る長期継続利用の適用開始日を含む料金月については、１か月に満たない場

合であっても、１か月として取り扱います。 

  カ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる基本期間又は継続期間（以下「長期

継続利用期間」といいます。）には、特定他社接続回線の一時中断（特定事業者

の契約約款に規定する一時中断をいいます。）及び利用停止（特定事業者の契約

約款に規定する利用停止をいいます。）があった期間を含むものとします。 

  キ 当社は、長期継続利用に係る特定他社接続回線について、特定事業者の契約約款

に規定する契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止したものとして取

り扱います。 

  ク 長期継続利用に係る専用契約者は、長期継続利用期間（エの表の(ｳ)の期間を除
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きます。）の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に対応 

 する廃止前の基本額に 0.35 を乗じて得た額を当社が定める期日までに一括して 

支払っていただきます。 

 (3) 最低利用期間

に係る料金の適用 

 ア 特定他社接続回線については、(2)に規定する長期継続利用に係るものを除い

て、最低利用期間があります。 

 イ 専用契約者は、最低利用期間内に特定事業者の契約約款に規定する契約の解除が

あった場合は残余の期間に対応する料金（２（料金額）に規定する基本額としま

す。以下この欄において同じとします。）に相当する額を、当社が定める期日ま

でに、一括して支払っていただきます。 

 ウ 専用契約者は、最低利用期間内に特定事業者の契約約款に規定する品目の変更が

あった場合は、その変更について変更前の料金額（基本額に限ります。以下この

欄において同じとします。）から変更後の料金額を控除し、残額があるときは、

その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支

払っていただきます。 

 エ ウの場合に、品目の変更と同時にその特定他社接続回線の設置場所において、特

定他社接続回線の新設又は契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新

設等の特定他社接続回線の料金額を合算して行います。 

 

２ 料金額 

 ２－１ 臨時契約（特定事業者の契約約款に規定する臨時専用契約をいいます。以下この第１において同じとしま

す。）以外の契約のもの 

(1) 基本額 
ア 基本回線使用料 

ａ 北海道総合通信網株式会社に係るもの 

    特定他社接続回線１回線ごとに月額 

品 目 
料 金 額 

区域内 区域外 

１Ｍｂ／ｓ 

 

５６，５００円 

（税込６２，１５０円） 

５６，５００円 

（税込６２，１５０円） 

２Ｍｂ／ｓ 

 

６５，９００円 

（税込７２，４９０円） 

６５，９００円 

（税込７２，４９０円） 

３Ｍｂ／ｓ 

 

８２，４００円 

（税込９０，６４０円） 

８２，４００円 

（税込９０，６４０円） 

４Ｍｂ／ｓ 

 

９６，５００円 

（税込１０６，１５０円） 

９６，５００円 

（税込１０６，１５０円） 

５Ｍｂ／ｓ 

 

１０９，４００円 

（税込１２０，３４０円） 

１０９，４００円 

（税込１２０，３４０円） 

１０Ｍｂ／ｓ 

 

１３８，８００円 

（税込１５２，６８０円） 

２６３，５００円 

（税込２８９，８５０円） 

２０Ｍｂ／ｓ 

 

１６７，６００円 

（税込１８４，３６０円） 

３１７，５００円 

（税込３４９，２５０円） 

３０Ｍｂ／ｓ 

 

１９５，９００円 

（税込２１５，４９０円） 

３７０，６００円 

（税込４０７，６６０円） 

４０Ｍｂ／ｓ 

 

２２４，２００円 

（税込２４６，６２０円） 

４２３，７００円 

（税込４６６，０７０円） 

５０Ｍｂ／ｓ 

 

２５２，６００円 

（税込２７７，８６０円） 

４７６，８００円 

（税込５２４，４８０円） 

１００Ｍｂ／ｓ 

 

３９１，８００円 

（税込４３０，９８０円） 

７３２，９００円 

（税込８０６，１９０円） 

１Ｇｂ／ｓ 

 

６７６，８００円 

（税込７４４，４８０円） 
― 
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備考 

 北海道総合通信網株式会社に係る特定他社接続回線の終端が、別紙４に定める単位料金区域に所属する場

合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

 ただし、この場合の単位料金区域とは、北海道総合通信網株式会社のイーサネット通信網サービス契約約

款に規定するものをいいます。 

 

ｂ 株式会社トークネットに係るもの 

    特定他社接続回線１回線ごとに月額 

品 目 
料 金 額 

区域内 区域外 

０．５Ｍｂ／ｓ 

 

５０，４００円 

（税込５５，４４０円） 

６４，８００円 

（税込７１，２８０円） 

１Ｍｂ／ｓ 

 

５６，４００円 

（税込６２，０４０円） 

７５，６００円 

（税込８３，１６０円） 

２Ｍｂ／ｓ 

 

７３，２００円 

（税込８０，５２０円） 

１１１，６００円 

（税込１２２，７６０円） 

３Ｍｂ／ｓ 

 

９１，２００円 

（税込１００，３２０円） 

１５０，０００円 

（税込１６５，０００円） 

４Ｍｂ／ｓ 

 

１０９，２００円 

（税込１２０，１２０円） 

１８３，６００円 

（税込２０１，９６０円） 

５Ｍｂ／ｓ 

 

１２８，４００円 

（税込１４１，２４０円） 

２１６，０００円 

（税込２３７，６００円） 

１０Ｍｂ／ｓ 

 

２０１，６００円 

（税込２２１，７６０円） 

３６３，６００円 

（税込３９９，９６０円） 

２０Ｍｂ／ｓ 

 

２１２，４００円 

（税込２３３，６４０円） 

４０９，２００円 

（税込４５０，１２０円） 

３０Ｍｂ／ｓ 

 

２２３，２００円 

（税込２４５，５２０円） 

４５４，８００円 

（税込５００，２８０円） 

４０Ｍｂ／ｓ 

 

２３４，０００円 

（税込２５７，４００円） 

５００，４００円 

（税込５５０，４４０円） 

５０Ｍｂ／ｓ 

 

２４４，８００円 

（税込２６９，２８０円） 

５４６，０００円 

（税込６００，６００円） 

１００Ｍｂ／ｓ 

 

３００，０００円 

（税込３３０，０００円） 

７８０，０００円 

（税込８５８，０００円） 

備考 

 株式会社トークネットに係る特定他社接続回線の終端が、別紙４に定める都道府県に所属する場合は「区域

内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

  

ｃ ＫＤＤＩ株式会社に係るもの 

    特定他社接続回線１回線ごとに月額 

 

品 目 

料 金 額 

区域内 区域外 

 特定区域内 特定区域外  

０．５Ｍｂ／ｓ 

 
 

４９，２００円 

（税込５４，１２０円） 

６９，４００円 

（税込７６，３４０円） 

１Ｍｂ／ｓ 

 
 

５２，９００円 

（税込５８，１９０円） 

７３，１００円 

（税込８０，４１０円） 

２Ｍｂ／ｓ 

 
 

７３，８００円 

（税込８１，１８０円） 

９７，４００円 

（税込１０７，１４０

円） 
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３Ｍｂ／ｓ 

 
 

８６，１００円 

（税込９４，７１０円） 

１２１，８００円 

（税込１３３，９８０

円） 

４Ｍｂ／ｓ 

 
 

１１０，６００円 

（税込１２１，６６０

円） 

１４６，１００円 

（税込１６０，７１０

円） 

５Ｍｂ／ｓ 

 
 

１３５，２００円 

（税込１４８，７２０

円） 

１７０，５００円 

（税込１８７，５５０

円） 

１０Ｍｂ／ｓ 

 
 

１９６，６００円 

（税込２１６，２６０

円） 

２６７，９００円 

（税込２９４，６９０

円） 

２０Ｍｂ／ｓ 

 
 

２２１，４００円 

（税込２４３，５４０

円） 

３３２，１００円 

（税込３６５，３１０

円） 

３０Ｍｂ／ｓ 

 
 

２４６，０００円 

（税込２７０，６００

円） 

３９３，６００円 

（税込４３２，９６０

円） 

４０Ｍｂ／ｓ 

 
 

２５８，３００円 

（税込２８４，１３０

円） 

４４２，８００円 

（税込４８７，０８０

円） 

５０Ｍｂ／ｓ 

 
 

２７０，６００円 

（税込２９７，６６０

円） 

４９２，０００円 

（税込５４１，２００

円） 

１００Ｍｂ／ｓ 

 
 

３３１，８００円 

（税込３６４，９８０

円） 

７３０，５００円 

（税込８０３，５５０

円） 

２００Ｍｂ／ｓ 

９２２，５００円（税込

１，０１４，７５０円） 

９８４，０００円 

（税込１，０８２，４

００円） 

１，４８８，３００円

（税込１，６３７，１３

０円） 

３００Ｍｂ／ｓ 

９５９，４００円（税込

１，０５５，３４０円） 

１，２５４，６００円

（税込１，３８０，０

６０円） 

２，０１７，２００円

（税込２，２１８，９２

０円） 

４００Ｍｂ／ｓ 

１，００８，６００円

（税込１，１０９，４６

０円） 

１，５３７，５００円

（税込１，６９１，２

５０円） 

２，５４６，１００円

（税込２，８００，７１

０円） 

５００Ｍｂ／ｓ 

１，０４５，５００円

（税込１，１５０，０５

０円） 

１，８０８，１００円

（税込１，９８８，９

１０円） 

３，０７５，０００円

（税込３，３８２，５０

０円） 

１Ｇｂ／ｓ 

１，２１７，７００円

（税込１，３３９，４７

０円） 

３，１８５，７００円

（税込３，５０４，２

７０円） 

５，７０７，２００円

（税込６，２７７，９２

０円） 

備考 

 ＫＤＤＩ株式会社に係る特定他社接続回線の終端が、別紙４に定める都道府県に所属する場合は「区域

内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

 ただし、200Mb/s から 1Gb/s に係る特定他社接続回線については、区域内のうち、当社が別に定める特定

の区域に所属する場合は「特定区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は、「特定区域外」に係る料

金を適用するものとします。 

 

ｄ 中部テレコミュニケーション株式会社に係るもの 

    特定他社接続回線１回線ごとに月額 

品 目 
料 金 額 

区域内 区域外 

０．５Ｍｂ／ｓ 

 

５４，０００円 

（税込５９，４００円） 

７８，０００円 

（税込８５，８００円） 
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１Ｍｂ／ｓ 

 

５５，２００円 

（税込６０，７２０円） 

７９，２００円 

（税込８７，１２０円） 

２Ｍｂ／ｓ 

 

７９，２００円 

（税込８７，１２０円） 

１１５，２００円 

（税込１２６，７２０円） 

３Ｍｂ／ｓ 

 

１０３，２００円 

（税込１１３，５２０円） 

１５１，２００円 

（税込１６６，３２０円） 

４Ｍｂ／ｓ 

 

１２７，２００円 

（税込１３９，９２０円） 

１８７，２００円 

（税込２０５，９２０円） 

５Ｍｂ／ｓ 

 

１５１，２００円 

（税込１６６，３２０円） 

２２３，２００円 

（税込２４５，５２０円） 

１０Ｍｂ／ｓ 

 

１７５，２００円 

（税込１９２，７２０円） 

３０７，２００円 

（税込３３７，９２０円） 

２０Ｍｂ／ｓ 

 

２１９，６００円 

（税込２４１，５６０円） 

３８２，８００円 

（税込４２１，０８０円） 

３０Ｍｂ／ｓ 

 

２６７，６００円 

（税込２９４，３６０円） 

４６２，０００円 

（税込５０８，２００円） 

４０Ｍｂ／ｓ 

 

３１５，６００円 

（税込３４７，１６０円） 

５４１，２００円 

（税込５９５，３２０円） 

５０Ｍｂ／ｓ 

 

３６３，６００円 

（税込３９９，９６０円） 

６２０，４００円 

（税込６８２，４４０円） 

１００Ｍｂ／ｓ 

 

４１１，６００円 

（税込４５２，７６０円） 

８０７，６００円 

（税込８８８，３６０円） 

備考 

 中部テレコミュニケーション株式会社に係る特定他社接続回線の終端が、別紙４に定める都道府県に所属

する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

 

ｅ 北陸通信ネットワーク株式会社に係るもの 

    特定他社接続回線１回線ごとに月額 

品 目 
料 金 額 

区域内 区域外 

０．５Ｍｂ／ｓ 

 

４８，０００円 

（税込５２，８００円） 

６２，４００円 

（税込６８，６４０円） 

１Ｍｂ／ｓ 

 

５４，０００円 

（税込５９，４００円） 

７５，６００円 

（税込８３，１６０円） 

２Ｍｂ／ｓ 

 

７３，２００円 

（税込８０，５２０円） 

１１１，６００円 

（税込１２２，７６０円） 

３Ｍｂ／ｓ 

 

９１，２００円 

（税込１００，３２０円） 

１５０，０００円 

（税込１６５，０００円） 

４Ｍｂ／ｓ 

 

１１２，８００円 

（税込１２４，０８０円） 

１８６，０００円 

（税込２０４，６００円） 

５Ｍｂ／ｓ 

 

１３３，２００円 

（税込１４６，５２０円） 

２１９，６００円 

（税込２４１，５６０円） 

１０Ｍｂ／ｓ 

 

１６６，８００円 

（税込１８３，４８０円） 

３５６，４００円 

（税込３９２，０４０円） 

２０Ｍｂ／ｓ 

 

１８４，８００円 

（税込２０３，２８０円） 

４００，８００円 

（税込４４０，８８０円） 

３０Ｍｂ／ｓ 

 

２０２，８００円 

（税込２２３，０８０円） 

４４５，２００円 

（税込４８９，７２０円） 

４０Ｍｂ／ｓ 

 

２２０，８００円 

（税込２４２，８８０円） 

４８９，６００円 

（税込５３８，５６０円） 

５０Ｍｂ／ｓ 

 

２３８，８００円 

（税込２６２，６８０円） 

５３４，０００円 

（税込５８７，４００円） 

１００Ｍｂ／ｓ 

 

３２４，０００円 

（税込３５６，４００円） 

７４７，６００円 

（税込８２２，３６０円） 
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備考 

 北陸通信ネットワーク株式会社に係る特定他社接続回線の終端が、別紙４に定める都道府県に所属する場

合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

 

ｆ 株式会社オプテージに係るもの 

① ②以外のもの 

    特定他社接続回線１回線ごとに月額 

品 目 
料 金 額 

区域内 区域外 

０．５Ｍｂ／ｓ 

 

４２，２００円 

（税込４６，４２０円） 

５９，７００円 

（税込６５，６７０円） 

１Ｍｂ／ｓ 

 

５０，４００円 

（税込５５，４４０円） 

７０，２００円 

（税込７７，２２０円） 

２Ｍｂ／ｓ 

 

６２，１００円 

（税込６８，３１０円） 

８６，６００円 

（税込９５，２６０円） 

３Ｍｂ／ｓ 

 

７９，６００円 

（税込８７，５６０円） 

１１０，０００円 

（税込１２１，０００円） 

４Ｍｂ／ｓ 

 

９７，２００円 

（税込１０６，９２０円） 

１３３，４００円 

（税込１４６，７４０円） 

５Ｍｂ／ｓ 

 

１２６，４００円 

（税込１３９，０４０円） 

１７３，２００円 

（税込１９０，５２０円） 

１０Ｍｂ／ｓ 

 

２１１，８００円 

（税込２３２，９８０円） 

４４９，３００円 

（税込４９４，２３０円） 

２０Ｍｂ／ｓ 

 

２２７，０００円 

（税込２４９，７００円） 

４８６，８００円 

（税込５３５，４８０円） 

３０Ｍｂ／ｓ 

 

２４２，２００円 

（税込２６６，４２０円） 

５２４，２００円 

（税込５７６，６２０円） 

４０Ｍｂ／ｓ 

 

２５８，６００円 

（税込２８４，４６０円） 

５６１，６００円 

（税込６１７，７６０円） 

５０Ｍｂ／ｓ 

 

２７３，８００円 

（税込３０１，１８０円） 

５９９，１００円 

（税込６５９，０１０円） 

１００Ｍｂ／ｓ 

 

３５１，０００円 

（税込３８６，１００円） 

７８６，３００円 

（税込８６４，９３０円） 

備考 

 株式会社オプテージに係る特定他社接続回線（１Ｇｂ／ｓの品目に係るものを除きます。）の終端が、別

紙４に定める都道府県に所属する場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係

る料金を適用します。 

 

② １Ｇｂ／ｓのもの 

                          特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分   料  金  額 

  １５キロメートルまでのもの １，３６５，６００円（税込１，５０２，１６０円） 

  ３０キロメートルまでのもの ２，５３５，６００円（税込２，７８９，１６０円） 

  ４０キロメートルまでのもの ２，８００，８００円（税込３，０８０，８８０円） 

  ５０キロメートルまでのもの ３，０３４，８００円（税込３，３３８，２８０円） 

回  ６０キロメートルまでのもの ３，２２０，８００円（税込３，５４２，８８０円） 

線  ７０キロメートルまでのもの ３，３７０，８００円（税込３，７０７，８８０円） 

距  ８０キロメートルまでのもの ３，５０１，６００円（税込３，８５１，７６０円） 

離  ９０キロメートルまでのもの ３，６２６，４００円（税込３，９８９，０４０円） 
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  １００キロメートルまでのもの ３，７４７，６００円（税込４，１２２，３６０円） 

  １２０キロメートルまでのもの ３，８６５，２００円（税込４，２５１，７２０円） 

  １２０キロメートルを超えるもの ３，９７９，２００円（税込４，３７７，１２０円） 

 

ｇ 株式会社ＳＴＮｅｔに係るもの 

特定他社接続回線１回線ごとに月額 

品 目 
料 金 額 

区域内 区域外 

０．５Ｍｂ／ｓ 

 

４６，８００円 

（税込５１，４８０円） 

４６，８００円 

（税込５１，４８０円） 

１Ｍｂ／ｓ 

 

５４，０００円 

（税込５９，４００円） 

５４，０００円 

（税込５９，４００円） 

２Ｍｂ／ｓ 

 

７５，６００円 

（税込８３，１６０円） 

７５，６００円 

（税込８３，１６０円） 

３Ｍｂ／ｓ 

 

９２，４００円 

（税込１０１，６４０円） 

９２，４００円 

（税込１０１，６４０円） 

４Ｍｂ／ｓ 

 

１１１，６００円 

（税込１２２，７６０円） 

１１１，６００円 

（税込１２２，７６０円） 

５Ｍｂ／ｓ 

 

１３０，８００円 

（税込１４３，８８０円） 

１３０，８００円 

（税込１４３，８８０円） 

１０Ｍｂ／ｓ 

 

１６８，０００円 

（税込１８４，８００円） 

１６８，０００円 

（税込１８４，８００円） 

２０Ｍｂ／ｓ 

 

２０５，２００円 

（税込２２５，７２０円） 

２０５，２００円 

（税込２２５，７２０円） 

３０Ｍｂ／ｓ 

 

２３７，６００円 

（税込２６１，３６０円） 

２３７，６００円 

（税込２６１，３６０円） 

４０Ｍｂ／ｓ 

 

２６６，４００円 

（税込２９３，０４０円） 

２６６，４００円 

（税込２９３，０４０円） 

５０Ｍｂ／ｓ 

 

２９１，６００円 

（税込３２０，７６０円） 

２９１，６００円 

（税込３２０，７６０円） 

１００Ｍｂ／ｓ 

 

３７２，０００円 

（税込４０９，２００円） 

３７２，０００円 

（税込４０９，２００円） 

備考 

 株式会社ＳＴＮｅｔに係る特定他社接続回線の終端が、別紙４に定める都道府県に所属する場合は「区域

内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

 

ｈ 株式会社エネコムに係るもの 

特定他社接続回線１回線ごとに月額 

品 目 

料 金 額 

区域内 
区域外 

特定区域内 特定区域外 

０．５Ｍｂ／ｓ 

 

４２，２００円（税込４６，４２０円） ４２，２００円 

（税込４６，４２０円） 

１Ｍｂ／ｓ 

 

４９，２００円（税込５４，１２０円） ４９，２００円 

（税込５４，１２０円） 

２Ｍｂ／ｓ 

 

６６，７００円（税込７３，３７０円） ６６，７００円 

（税込７３，３７０円） 

３Ｍｂ／ｓ 

 

８３，１００円（税込９１，４１０円） ８３，１００円 

（税込９１，４１０円） 
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４Ｍｂ／ｓ 

 

１０３，０００円（税込１１３，３００円） １０３，０００円 

（税込１１３，３００

円） 

５Ｍｂ／ｓ 

 

１２１，７００円（税込１３３，８７０円） １２１，７００円 

（税込１３３，８７０

円） 

１０Ｍｂ／ｓ 

 

１６１，５００円（税込１７７，６５０円） １６１，５００円 

（税込１７７，６５０

円） 

２０Ｍｂ／ｓ 

 

１８１，４００円（税込１９９，５４０円） １８１，４００円 

（税込１９９，５４０

円） 

３０Ｍｂ／ｓ 

 

２０１，３００円（税込２２１，４３０円） ２０１，３００円 

（税込２２１，４３０

円） 

４０Ｍｂ／ｓ 

 

２２１，２００円（税込２４３，３２０円） ２２１，２００円 

（税込２４３，３２０

円） 

５０Ｍｂ／ｓ 

 

２４１，１００円（税込２６５，２１０円） ２４１，１００円 

（税込２６５，２１０

円） 

１００Ｍｂ／ｓ 

 

３３９，３００円（税込３７３，２３０円） ３３９，３００円 

（税込３７３，２３０

円） 

２００Ｍｂ／ｓ 

 

８１９，０００円（税込９００，９００円） １，２８７，０００円

（税込１，４１５，７０

０円） 

３００Ｍｂ／ｓ 

 

１，０５３，０００円（税込１，１５８，３００

円） 

１，６３８，０００円

（税込１，８０１，８０

０円） 

４００Ｍｂ／ｓ 

 

１，２８７，０００円（税込１，４１５，７００

円） 

１，９８９，０００円

（税込２，１８７，９０

０円） 

５００Ｍｂ／ｓ 

 

１，５２１，０００円（税込１，６７３，１００

円） 

２，３４０，０００円

（税込２，５７４，００

０円） 

１Ｇｂ／ｓ 

 

１，０５３，０００円

（税込１，１５８，３０

０円） 

２，６９１，０００円

（税込２，９６０，１

００円） 

４，０９５，０００円

（税込４，５０４，５０

０円） 

備考 

 株式会社エネコムに係る特定他社接続回線の終端が、別紙４に定める都道府県に所属する場合は「区域

内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

 ただし、1Gb/s に係る特定他社接続回線については、区域内のうち、当社が別に定める特定の区域に所属す

る場合は「特定区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は、「特定区域外」に係る料金を適用するも

のとします。 

 

ｉ 株式会社ＱＴｎｅｔに係るもの 

① ②、③、④、⑤及び⑥以外のもの 

特定他社接続回線１回線ごとに月額 

品 目 
料 金 額 

区域内 区域外 

０．５Ｍｂ／ｓ 

 

４２，２００円 

（税込４６，４２０円） 

６９，１００円 

（税込７６，０１０円） 

１Ｍｂ／ｓ 

 

５１，５００円 

（税込５６，６５０円） 

７８，４００円 

（税込８６，２４０円） 
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２Ｍｂ／ｓ 

 

７３，８００円 

（税込８１，１８０円） 

１１１，２００円 

（税込１２２，３２０円） 

３Ｍｂ／ｓ 

 

９０，１００円 

（税込９９，１１０円） 

１４６，３００円 

（税込１６０，９３０円） 

４Ｍｂ／ｓ 

 

１０８，９００円 

（税込１１９，７９０円） 

１８１，４００円 

（税込１９９，５４０円） 

５Ｍｂ／ｓ 

 

１２８，７００円 

（税込１４１，５７０円） 

２１０，６００円 

（税込２３１，６６０円） 

１０Ｍｂ／ｓ 

 

１９３，１００円 

（税込２１２，４１０円） 

３１２，４００円 

（税込３４３，６４０円） 

２０Ｍｂ／ｓ 

 

２１３，６００円 

（税込２３４，９６０円） 

３６６，０００円 

（税込４０２，６００円） 

３０Ｍｂ／ｓ 

 

２４２，４００円 

（税込２６６，６４０円） 

４２２，４００円 

（税込４６４，６４０円） 

４０Ｍｂ／ｓ 

 

２６６，４００円 

（税込２９３，０４０円） 

４７６，４００円 

（税込５２４，０４０円） 

５０Ｍｂ／ｓ 

 

２９１，６００円 

（税込３２０，７６０円） 

５２９，２００円 

（税込５８２，１２０円） 

１００Ｍｂ／ｓ 

 

３９５，５００円 

（税込４３５，０５０円） 

７５８，２００円 

（税込８３４，０２０円） 

備考 

 株式会社ＱＴｎｅｔに係る特定他社接続回線の終端が、別紙４に定める都道府県に所属する場合は「区域

内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

 

② ２００Ｍｂ／ｓのもの 

特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分  料金額（月額） 

回

線

距

離

 

１５キロメートルまでのもの ７８０，０００円（税込８５８，０００円） 

４０キロメートルまでのもの １，１４０，０００円（税込１，２５４，０００円） 

８０キロメートルまでのもの １，４４０，０００円（税込１，５８４，０００円） 

１２０キロメートルまでのもの １，６８０，０００円（税込１，８４８，０００円） 

１８０キロメートルまでのもの ２，１６０，０００円（税込２，３７６，０００円） 

２４０キロメートルまでのもの ３，１２０，０００円（税込３，４３２，０００円） 

２４０キロメートルを超えるもの ３，６００，０００円（税込３，９６０，０００円） 

 

③ ３００Ｍｂ／ｓのもの 

特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分  料金額（月額） 

回

線

距

離

 

１５キロメートルまでのもの ８４０，０００円（税込９２４，０００円） 

４０キロメートルまでのもの １，２００，０００円（税込１，３２０，０００円） 

８０キロメートルまでのもの １，５６０，０００円（税込１，７１６，０００円） 

１２０キロメートルまでのもの １，８００，０００円（税込１，９８０，０００円） 

１８０キロメートルまでのもの ２，６４０，０００円（税込２，９０４，０００円） 

２４０キロメートルまでのもの ３，２４０，０００円（税込３，５６４，０００円） 

２４０キロメートルを超えるもの ３，８４０，０００円（税込４，２２４，０００円） 
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④ ４００Ｍｂ／ｓのもの 

特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分  料金額（月額） 

回

線

距

離

 

１５キロメートルまでのもの ９００，０００円（税込９９０，０００円） 

４０キロメートルまでのもの １，３２０，０００円（税込１，４５２，０００円） 

８０キロメートルまでのもの １，６８０，０００円（税込１，８４８，０００円） 

１２０キロメートルまでのもの ２，０４０，０００円（税込２，２４４，０００円） 

１８０キロメートルまでのもの ２，８８０，０００円（税込３，１６８，０００円） 

２４０キロメートルまでのもの ３，３６０，０００円（税込３，６９６，０００円） 

２４０キロメートルを超えるもの ４，０８０，０００円（税込４，４８８，０００円） 

 

⑤ ５００Ｍｂ／ｓのもの 

特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分  料金額（月額） 

回

線

距

離

 

１５キロメートルまでのもの ９６０，０００円（税込１，０５６，０００円） 

４０キロメートルまでのもの １，５６０，０００円（税込１，７１６，０００円） 

８０キロメートルまでのもの １，９２０，０００円（税込２，１１２，０００円） 

１２０キロメートルまでのもの ２，４００，０００円（税込２，６４０，０００円） 

１８０キロメートルまでのもの ３，１２０，０００円（税込３，４３２，０００円） 

２４０キロメートルまでのもの ３，４８０，０００円（税込３，８２８，０００円） 

２４０キロメートルを超えるもの ４，３２０，０００円（税込４，７５２，０００円） 

 

⑥ １Ｇｂ／ｓのもの 

特定他社接続回線１回線ごとに月額 

距 離 区 分  料金額（月額） 

回

線

距

離

 

１５キロメートルまでのもの １，２６０，０００円（税込１，３８６，０００円） 

４０キロメートルまでのもの ２，４００，０００円（税込２，６４０，０００円） 

８０キロメートルまでのもの ３，１２０，０００円（税込３，４３２，０００円） 

１２０キロメートルまでのもの ３，６００，０００円（税込３，９６０，０００円） 

１８０キロメートルまでのもの ３，８４０，０００円（税込４，２２４，０００円） 

２４０キロメートルまでのもの ４，２００，０００円（税込４，６２０，０００円） 

２４０キロメートルを超えるもの ５，４００，０００円（税込５，９４０，０００円） 

 

ｊ ＯＴＮｅｔ株式会社に係るもの 

特定他社接続回線１回線ごとに月額 

品 目 料 金 額 

１Ｍｂ／ｓ ６９，７００円（税込７６，６７０円） 

２Ｍｂ／ｓ ８８，２００円（税込９７，０２０円） 

３Ｍｂ／ｓ １０５，３００円（税込１１５，８３０円） 

４Ｍｂ／ｓ １２６，９００円（税込１３９，５９０円） 

５Ｍｂ／ｓ １４４，０００円（税込１５８，４００円） 

１０Ｍｂ／ｓ １６２，５００円（税込１７８，７５０円） 

１００Ｍｂ／ｓ １，３５４，０００円（税込１，４８９，４００円） 
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 ２－２ 臨時契約に関するもの 

日額 

その特定他社接続回線を臨時契約以外の契約に係るものとみなした場合に適用される料金額の 10 分の１ 

備考 

臨時契約については、ＯＴＮｅｔ株式会社に係る特定他社接続回線に限り提供します。 
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第３類 一時金 
 第１ 線路設置費 

１ 適用 

線路設置費の適用については、第 83条（線路設置費の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとしま

す。 

線  路  設  置  費  の  適  用 

 (1) 線路設置費の適用 

 

 

 

 ア 線路設置費は、区域外線路について適用します。 

 イ 移転後の端末回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路

の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設

置費を適用します。 

 (2) 線路設置費の差額

負担 

 

 

 

 

ア イーサネット通信網契約の申込みをする者が現に利用している当社の電気通

信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たにイーサネット通信網契約を

締結して、その場所でイーサネット通信網サービスの適用を受ける場合の線路

設置費の額は、次のとおりとします。 

  ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適

用しません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 イ イーサネット通信網サービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のと

おりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 料金額 
 

区  分 料  金  額 

 線路設置費の額 当社が別に算定する額 

 

 
第２ 設備費 
 １ 適用 

設備費の適用については、第 84 条（設備費の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 
 

設  備  費  の  適  用 

 設備費の適用 設備費は、特別な電気通信設備の部分について適用します。 

 
 ２ 料金額  

区  分 料  金  額 

 設備費の額 当社が別に算定する額 

 

新たに提供を受ける

イーサネット通信網

サービスに係るイー

サネット通信網契約

を締結したものとみ

なした場合の線路設

置費の額 

解除する電気通信サ

ービスに係る契約を

新たに締結したもの

とみなした場合の線

路設置費の額 

線路設置費の額

（残額があるとき

に限ります。） 
－ ＝ 

変更後の端末回線を

新設するときの線路

設置費の額 

変更前の端末回線を

新設するときの線路

設置費の額 

線路設置費の額

（残額があるとき

に限ります。） 
－ ＝ 
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第２表 工事に関する費用 

第１ 工事費 
１ 適用 

工事費の適用については、第 82条（工事費の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

工  事  費  の  適  用 

 (1) 工事費の算定 

 

工事費は、工事を要することとなる契約者回線等又はイーサネット通信網サービ

ス取扱所の交換機操作台等において行う１の工事ごとに算定します。 

(2) 契約者回線等に係

る品目等の変更、移

転又は他社接続回線

接続変更の場合の工

事費の適用 

契約者回線等に係る品目等の変更の工事費は、変更後の品目等に対応する設備に

関する工事について、移転又は他社接続回線接続変更の場合の工事費は、移転先

又は接続変更先の取付けに関する工事について適用します。 

 

 

 (3) 端末設備に係る種

類の変更、移転又は

接続変更の場合の工

事費の適用 

端末設備に係る種類の変更の場合の工事費は、変更後の種類に対応する設備に関

する工事に適用し、移転又は接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先

の取付けに関する工事について適用します。 

 
 
 (4) 工事の適用区分 

  
ア 第４種イーサネット通信網サービスの契約者回線等における工事の区分は次
のとおりとします。 
(ｱ) (ｲ)、(ｳ)及び(ｴ)以外のもの 

工事の区分 適    用 

① 契約者回線等の設
置、移転及び品目等
の変更等に係る工事   

契約者回線等の設置、移転及び品目等の変更の場合
に適用します。 
 

② イーサネット通信
網サービスの利用の
一時中断に係る工事  

イーサネット通信網サービスの利用の一時中断の場
合に適用します。 
 

③ 利用の一時中断を
したイーサネット通
信網サービスの再利
用に係る工事 

イーサネット通信網サービスの利用の一時中断の再
利用の場合に適用します。 
 
 

④ 他社接続回線接続 
 変更に係る工事  

他社接続回線接続変更を行う場合に適用します。 
 

  
(ｲ) 特定他社接続回線に係るもの 

工事の区分 適    用 

① 特定他社接続回線
の設置等に係る工事 

   
 

特定他社接続回線について、特定事業者の契約約款
に規定する設置、移転、品目等の変更、他社接続回
線接続変更、利用の一時中断、利用休止又は再利用
の場合に適用します。 

 

 
 
 
 

 
(ｳ) 端末回線に係るもの 

工事の区分 適    用 

 ① 端末回線の設置、
移転及び変更に係る
工事 

端末回線の設置、移転、品目等の変更、端末設備の
種類の変更及び回線相互接続等の場合に適用しま
す。 

 

 

 ② イーサネット通信
網サービスの利用の
一時中断に係る工事  

イーサネット通信網サービス及び端末設備の利用の
一時中断の場合に適用します。 

 

 ③ 利用の一時中断を
したイーサネット通
信網サービスの再利
用に係る工事 

イーサネット通信網サービスの利用の一時中断の再
利用の場合に適用します。 
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(ｴ) 契約者回線に係るもの 

工事の区分 適    用 

 ① 契約者回線の設
置、移転及び変更に
係る工事 

契約者回線の設置、移転、品目の変更、端末設備の
種類の変更及び回線相互接続等の場合に適用しま
す。 

 ② イーサネット通信
網サービスの利用の
一時中断に係る工事  

イーサネット通信網サービス及び端末設備の利用の
一時中断の場合に適用します。 
 

 ③ 利用の一時中断を
したイーサネット通
信網サービスの再利
用に係る工事 

イーサネット通信網サービスの利用の一時中断の再
利用の場合に適用します。 
 
 

 

 

イ 第５種イーサネット通信網サービスの端末回線における工事の区分は次のと
おりとします。 

工事の区分 適    用 

① 端末回線群の設置
及び変更に係る工事 

端末回線群の設置及び別に定める建物内における端
末回線の終端の場所の変更の場合に適用します。 

② 論理チャネルの設
定及び細目変更に係
る工事 

論理チャネルの設定並びに上限伝送速度及び最低伝
送速度の変更の場合に適用します。 
 

 

 

ウ 付加機能に係る工事の区分は次のとおりとします。 

工事の区分 適    用 

① 付加機能の利用開
始又は変更に係る
工事 

付加機能の利用開始又は変更の場合に適用します。 
 
 

 ② 付加機能の利用の
一時中断に係る工事  

付加機能の利用の一時中断の場合に適用します。 
 

 ③ 利用の一時中断を
した付加機能の再利
用に係る工事 

付加機能の利用の一時中断の再利用の場合に適用し
ます。 
 

 

 (5) 契約移行に係る
工事費の適用 

 
 

契約者回線等及び付加機能に係る工事について、データ通信網サービス契約約款
に規定する契約移行によりイーサネット通信網サービス又は付加機能の提供を開
始する場合は、１の工事ごとに、２（工事費の額）に規定する品目等の変更の場
合に適用する工事費（取扱所内工事費に限ります。）と同額を適用するものと
し、この場合、２（工事費の額）に規定する、契約者回線等の設置に係る工事費
及び付加機能（当該契約移行に係る付加機能に限ります。）の利用開始に係る工
事費の支払いを要しません。 

 (6) 特定他社接続回
線に係る割増工事
費の適用 

 
 

特定他社接続回線については、その回線に係るイーサネット通信網契約者から割
増工事費を支払うことを条件に、次表に規定する時間帯に工事を行ってほしい旨
の申出があった場合であって、特定事業者の業務の遂行上支障がないときは、そ
の時間帯に工事を行うことがあります。この場合の割増工事費の額は、２（工事
費の額）の規定にかかわらず、次表に規定する額とします。 

 

工事を施工する時間帯  割増工事費の額   

午後５時から午後 10時まで（土曜日、

日曜日及び祝日（国民の祝日に関する

法律（昭和 23年法律第 178 号）の規

定により休日とされた日並びに１月２

日、１月３日及び 12月 29日から 12 月

31日までの日をいいます。）にあって

は午前８時 30分から午後 10 時までと

します。） 

その工事に関する工事費の合計額か

ら 1,000 円を差し引いて 1.3 を乗

じた額に 1,000 円を加算した額 

 

 

 

 

 

午後 10 時から翌日の午前８時 30分ま

で 

 

その工事に関する工事費の合計額か

ら 1,000 円を差し引いて 1.6 を乗

じた額に 1,000 円を加算した額 
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(7) 特定他社接続回線

に係る工事費の減額

の適用 

当社は、特定他社接続回線に係る工事について、２（工事費の額）の規定にかかわ

らず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあり

ます。 

 
 

２ 工事費の額 
   (1) 第４種イーサネット通信網サービスに係るもの 
    ア イ、ウ及びエ以外のもの 

区  分 工事費の種別 単 位 工事費の額 

契約者回線等の設置、
移転及び品目等の変更
等に係る工事 
 
 
 
 

取扱所内工事費 
 

相互接続点１箇所ごと
に 

１，０００円 

（税込１，１００円） 

データ伝送装置Ⅹ型工事費 
 

１の工事ごとに 
 

３０，０００円 

（税込３３，０００円） 

データ伝送装置ⅩⅠ型工事費 
 

１の工事ごとに 
 

３０，０００円 

（税込３３，０００円） 

 
データ伝送装置ⅩⅡ型工事費 
 

１の工事ごとに 
 

３０，０００円 

（税込３３，０００円） 

イーサネット通信網サ
ービスの利用の一時中
断に係る工事 
 
 
 

取扱所内工事費 
 

相互接続点１箇所ごと
に 

１，０００円 

（税込１，１００円） 

データ伝送装置Ⅹ型工事費 
 

１の工事ごとに 
 

３０，０００円 

（税込３３，０００円） 

データ伝送装置ⅩⅠ型工事費 
 

１の工事ごとに 
 

３０，０００円 

（税込３３，０００円） 

 
データ伝送装置ⅩⅡ型工事費 
 

１の工事ごとに 
 

３０，０００円 

（税込３３，０００円） 

他社接続回線接続変更
に係る工事 

取扱所内工事費 
 

相互接続点１箇所ごと
に 

１，０００円 

（税込１，１００円） 

備 
 
考 

１ イーサネット通信網サービスの利用の一時中断に関する工事に係る取扱所内工事費については、
再利用に係る取扱所内工事費を含むものとします。 

２ データ伝送装置に係る工事費は、契約者回線等の設置、移転、品目等の変更、利用の一時中断、
一時中断の再利用、他社接続回線接続変更に伴い、データ伝送装置の工事が必要な場合に限り適用
します。 

 
イ 特定他社接続回線に係るもの（ウ及びエに係るものを除きます。） 

 

区  分 工事費の種別 単 位 工事費の額 

特定他社接続回線の設置等
に係る工事 
  
 

取扱所内工事費 相互接続点１箇所ごとに 
２，０００円 

（税込２，２００円） 

屋内配線
工事費等 

(ｱ) (ｲ)以外
のもの 

１の工事ごとに 
５１，０００円 

（税込５６，１００円） 

 
(ｲ) クラス３
に係るもの 

１の工事ごとに 
１９７，０００円 

（税込２１６，７００円） 

備 
 
考 

１ イーサネット通信網サービスの利用の一時中断に関する工事に係る取扱所内工事費については、
再利用に係る取扱所内工事費を含むものとします。 

２ 屋内配線工事費等は、取扱所内工事費以外の工事費をいい、イーサ伝送相当回線に定める特定他
社接続回線について適用するものとします。 

３ 特定他社接続回線のうち、別紙２(2)に規定する電力系事業者等の電気通信サービスに係るもの
については、適用しません。 
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    ウ 端末回線に係るもの（エに係るものを除きます。） 
 

工事の種類 単位 
工事費の額 

メタル配線の場合 光配線の場合 

端末回線の設
置、移転及び
変更に係る工
事 

 取扱所内工事費 
 

１の工事 
ごとに 

１，０００円（税込１，１００円） 

 端末回線工事費 
 

１の工事 
ごとに 

１２，０００円（税込１３，２００円） 

  端末回線設定工事費 
 

１の工事 
ごとに 

１，０００円（税込１，１００円） 

  屋内配線工事費 
 

１の工事 
ごとに 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

８，０００円 

（税込８，８００円） 

  データ伝送装置Ⅴ型工事費 
 

１の工事 
ごとに 

― 
３０，０００円 

（税込３３，０００円） 

 データ伝送装置Ⅹ型工事
費 

１の工事 
ごとに 

― 
３０，０００円 

（税込３３，０００円） 

 データ伝送装置ⅩⅠ型工
事費 

１の工事 
ごとに 

― 
３０，０００円 

（税込３３，０００円） 

イーサネット通信網サービスの利用の一
時中断に係る工事 

１の工事 
ごとに 

１，０００円（税込１，１００円） 

 

備 
 
 
考 

１ データ伝送装置に係る工事費は、端末回線の設置、移転、品目の変更、利用の一時中断、一時中
断の再利用、データ伝送装置の種類の変更又は回線相互接続等に伴い、データ伝送装置の工事が必
要な場合に限り適用します。 

２ イーサネット通信網サービスの利用の一時中断に関する工事に係る取扱所内工事費については、
再利用に係る取扱所内工事費を含むものとします。 

３ 屋内配線工事費については、端末回線のうち、ＡＴＭ伝送相当回線に係る場合について適用しま

す。 

４ 端末回線工事費及び端末回線設定工事費については、端末回線のうち、イーサ伝送相当回線の特定

端末回線型に係るものについて適用します。 
５ イーサネット通信網契約者は、イーサ伝送相当回線に係る端末回線について、その終端の場所にお
いて特別な工事を要する場合に限り、当社が別に算定する額を支払っていただくことがあります。 

 
    エ 契約者回線に係るもの 
 

工事の種類 単位 工事費の額 

契約者回線の設置、
移転及び変更に係る
工事 
 

 取扱所内工事費 
 

１の工事 
ごとに 

１，０００円（税込１，１００円） 

 屋内配線工事費 
 

１の工事 
ごとに 

８，０００円（税込８，８００円） 

イーサネット通信網サービスの利用の一時中断
に係る工事 

１の工事 
ごとに 

１，０００円（税込１，１００円） 

 

備 
考 

イーサネット通信網サービスの利用の一時中断に関する工事に係る取扱所内工事費については、再利用
に係る取扱所内工事費を含むものとします。 
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   (2) 第５種イーサネット通信網サービスに係るもの 

区  分 工事費の種別 単 位 工事費の額 

端末回線群の設置及び変更
に係る工事 

端末回線工事費 
 

１の工事ごとに 
 

１２，０００円 

（税込１３，２００円） 

 
取扱所内工事費 
 

１の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

論理チャネルの設定及び細
目変更に係る工事 

取扱所内工事費 
 

１の工事ごとに 
 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

 

   (3) 付加機能に係るもの 

区   分 単位 工事費の額 

付加機能の利用開始、
変更又は利用の一時中
断に係る工事 
 
 
 
 

通信制御機能Ⅱ 
 

１の工事ごとに 
 

１５，０００円 

（税込１６，５００円） 

回線群多重機能Ⅰ 

 

１の工事ごとに 

 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

回線群多重機能Ⅱ 

 

１の工事ごとに 

 

３，０００円 

（税込３，３００円） 

備 
考 

付加機能の利用の一時中断に関する工事費については、再利用に係る工事費を含むものとします。 
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別表 イーサネット通信網サービスにおける基本的な技術的事項 
 

１ 第４種イーサネット通信網サービスに係るもの 

 (1) 端末回線のうちＡＴＭ専用相当回線に係るもの 

ア 当社がデータ伝送装置を提供する場合 

品  目 物理的条件 送出電力 

0.5Mb/s、 

1Mb/s～10Mb/s（１Mb/s 毎）、 

10Mb/s～100Mb/s（10Mb/s 毎） 

及び 120Mb/s 

 

10ＢＡＳＥ－Ｔ（ISO/IEC 8802-3 準拠） 

ＩＳＯ8877 ＲＪ－45 ８極モジュラ 

100Ωの負荷抵抗に対して

6.2V(P-P)以下 

100ＢＡＳＥ－ＴＸ（IEEE 802.3u 準拠）  

ＩＳＯ8877 ＲＪ－45 ８極モジュラ 

100Ωの負荷抵抗に対して

2.1V(P-P)以下 

  
イ 当社がデータ伝送装置を提供しない場合  

品目 
物理的条件 相互接続回路 

配線設備を提供しない場合 配線設備を提供する場合 伝送速度 符号方式 光出力 

0.5Mb/s、 

1Mb/s～

10Mb/s 

(1Mb/s 毎)、 

10Mb/s～ 

100Mb/s 

(10Mb/s 毎) 

及び 120Mb/s 

Ｆ04 形単心光ファイバ 

コネクタ 

（JIS 規格 C5973 準拠） 

又は 

２心光ファイバコネクタ 

（注）  

Ｆ04形単心光ファイバ 

コネクタ 

（JIS 規格 C5973 準拠） 

155.520 

Mb/s 

NRZ符号  光出力 

 ＋3dBm(平均 

レベル)以下   

使用中心波長 

1.31μｍ 

（注） ２心光ファイバコネクタは、スライドロック構造のプッシュオン形締結方式のものであって、 

・光学的結合方式：バットジョイント方式 

・機械的結合方式：プラグ（接栓）－アダプタ－プラグ方式 

・光ファイバ整列方式：フェルールに形成した２個のガイドライン挿入穴の間に光ファイバを整列する方式 

のものである。 

 

  (2) 特定他社接続回線若しくは端末回線のうちイーサ伝送相当回線に係るもの又は契約者回線に係るもの 
ア 30Ｍｂ/ｓ以下の品目に係るもの  
品   目 物理的条件 送出電力 

0.5Mb/s、 

1～9Mb/s 

10ＢＡＳＥ－Ｔ（ＩＳＯ／ＩＥＣ 8802-3準拠） 

ＩＳＯ8877 ＲＪ－45 ８極モジュラ 

100Ωの負荷抵抗に対して 6.2V(P-P)以下 

 

（1Mb/s 毎）

及び 

10Mb/s～90Mb/s 

（10Mb/s 毎） 

100ＢＡＳＥ－ＴＸ（ＩＥＥＥ 802.3u 準拠） 

ＩＳＯ8877 ＲＪ－45 ８極モジュラ 

 

100Ωの負荷抵抗に対して 2.1V(P-P)以下 

 

 

 

イ 100Ｍｂ/ｓの品目に係るもの  
品   目 物理的条件 送出電力 

100Mb/s 

 

100ＢＡＳＥ－ＴＸ（ＩＥＥＥ 802.3u 準拠） 

ＩＳＯ8877 ＲＪ－45 ８極モジュラ 

100Ωの負荷抵抗に対して 2.1V(P-P)以下 
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ウ 200Ｍｂ/ｓから 1Ｇｂ/ｓの品目に係るもの  
品   目 物理的条件 光出力等 

200Mb/s～1Gb/s 

（100Mb/s 毎） 

 

1000ＢＡＳＥ－Ｔ 

（ＩＥＥＥ 802.3ab 準拠） 

ＩＳＯ8877 ＲＪ－45 ８極モジュラ 

100Ωの負荷抵抗に対して 3.1V（O-P）

以下 

 

1000ＢＡＳＥ－ＬＸ 

（ＩＥＥＥ 802.3z 準拠） 

Ｆ04形単心光ファイバコネクタ 

（JIS 規格 C5973 準拠） 

又は 

ＬＣコネクタ（IEC 標準 61754-20 準拠） 

光出力 －3dBm（平均レベル）以下 

使用中心波長 1.31μm   

 

 

 

 

 

1000ＢＡＳＥ－ＳＸ 

（ＩＥＥＥ 802.3z 準拠） 

Ｆ04形単心光ファイバコネクタ 

（JIS 規格 C5973 準拠） 

又は 

ＬＣコネクタ（IEC 標準 61754-20 準拠） 

光出力 0dBm（平均レベル）以下 

使用中心波長 0.85μm   

 

 

 

 

 

エ 2Ｇｂ/ｓ及び 3Ｇｂ/ｓの品目に係るもの  
品   目 物理的条件 光出力等 

2Gb/s 及び 3Gb/s 

 

10ＧＢＡＳＥ－ＬＲ 

（ＩＥＥＥ 802.3ae 準拠） 

Ｆ04形単心光ファイバコネクタ 

（JIS規格 C5973 準拠） 

又は 

ＬＣコネクタ（IEC 標準 61754-20準拠） 

光出力 0.5dBm（平均レベル）以下 

使用中心波長 1.31μm 

 

10ＧＢＡＳＥ－ＳＲ 

（ＩＥＥＥ 802.3ae 準拠） 

Ｆ04形単心光ファイバコネクタ 

（JIS 規格 C5973 準拠） 

又は 

ＬＣコネクタ（IEC 標準 61754-20 準拠） 

光出力 -1dBm（平均レベル）以下 

使用中心波長 0.85μm   

 

 

 

 

 

２ 第５種イーサネット通信網サービスに係るもの  
品   目 物理的条件 光出力等 

1Gb/s 1000ＢＡＳＥ－ＬＸ 

（ＩＥＥＥ 802.3z 準拠） 

Ｆ04形単心光ファイバコネクタ 

（JIS 規格 C5973 準拠） 

又は 

ＬＣコネクタ（IEC 標準 61754-20 準拠） 

光出力 －3dBm（平均レベル）以下 

使用中心波長 1.31μm   

 

 

 

 

 

1000ＢＡＳＥ－ＳＸ 

（ＩＥＥＥ 802.3z 準拠） 

Ｆ04形単心光ファイバコネクタ 

（JIS 規格 C5973 準拠） 

又は 

ＬＣコネクタ（IEC 標準 61754-20 準拠） 

光出力 0dBm（平均レベル）以下 

使用中心波長 0.85μm   
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附 則 

（実施期日） 

この約款は、平成 13年 10月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 13 年 11 月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

この約款は、平成 14年 3月 18 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 14 年 4 月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 14 年 8 月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 14 年 8 月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 14 年 11 月 1 日から実施します。 

（旧接続契約者回線に係る第１種イーサネット通信網サービスの経過措置）  

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している接続契約者回線（以下「旧接続契約者回線」

といいます。）に係る第１種イーサネット通信網サービスの取扱いについては、次に規定するもののほか、な

お従前のとおりとします。 
 
(1) 旧接続契約者回線に係る品目 
 

品 目 内     容 

100Mb/s 100.0 メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 
 
(2)  旧接続契約者回線を使用する場合の基本料 

１の旧接続契約者回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１００Ｍｂ／ｓ １，０００，０００円  
 
（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
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附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 15 年 1 月 1日から実施します。 

    ただし、特定事業者の高速イーサネット専用サービスに係る特定他社接続回線に関する規定については、平

成 15 年 1月 20日から実施するものとします。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 15 年 3 月 31 日から実施します。 

    ただし、付加機能に関する規定については、平成 15 年 4月 1日から実施するものとします。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 15 年 4 月 1日から実施します。 

    ただし、株式会社ＳＴＮｅｔの高速イーサネット網接続サービスに係る特定他社接続回線に関する規定につ

いては、平成 15 年 5月 1日から実施するものとします。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 15 年 5 月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 15 年 6 月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 15 年 7 月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 15 年 7 月 25 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 
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１ この改正規定は、平成 15 年 7 月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 15 年 8 月 1日から実施します。 

ただし、北海道総合通信網株式会社に係る特定他社接続回線の料金に関する規定については、平成 15 年 7 月 25

日から実施するものとします。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 15 年 8 月 20 日から実施します。  

  ただし、通信制御機能に関する規定については、平成 15 年 9月 16日から実施するものとします。   

（インターネット接続機能及びインターネットアクセス利用機能に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているイーサネット通信網サービスについて、次の

表の左欄の付加機能を利用するものは、この改正規定実施の日において、改正後の約款の規定により提供する

イーサネット通信網サービスの右欄の付加機能を利用するものとみなします。 

インターネット接続機能 

 

インターネットアクセス利用機能 

  

インターネット接続機能のうち経路固定型を利用する 

もの 

インターネットアクセス利用機能のうち経路固定型を 

利用するもの 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 15 年 9 月 1日から実施します。  

  ただし、特定サービス接続機能に関する規定については、平成 15年 9 月 4 日から実施するものとします。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 15 年 10 月 1 日から実施します。  

  ただし、第２種イーサネット通信網サービスの別紙４(2)①に定める特定他社接続回線及び第３種イーサネッ

ト通信網サービスの特定他社接続回線に関する規定については、平成 15 年 10 月 15 日から、北陸通信ネットワ

ーク株式会社に係る特定他社接続回線の料金に関する規定については、平成 15 年 11 月 1日から実施するもの

とします。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 15 年 9 月 30 日から実施します。  

  ただし、第１種イーサネット通信網サービスのクラス２に係るＡＴＭデータ伝送相当回線に関する規定につ

いては、平成 15 年 10 月 1日から実施するものとします。 
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（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 15 年 11 月 18 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

この改正規定は、平成 15年 12月 1 日から実施します。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 15 年 12 月 4 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 1 月 30 日から実施します。 

（インターネット接続機能に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているインターネット接続機能を利用するイーサネ

ット通信網サービスについては、この改正規定実施の日において、改正後の約款の規定により提供するインタ

ーネット接続機能のタイプ１に移行したものとみなします。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 4 月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 3 月 15 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 4 月 30 日から実施します。 

（特定サービス接続機能に係る経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定サービス接続機能は、この改正規定実施

の日において、改正後の料金表の規定により提供する特定サービス接続機能Ⅰに移行したものとみなします。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
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附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 4 月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 4 月 12 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 5 月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 5 月 10 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 7 月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 7 月 1日から実施します。 

（インターネット接続機能に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の日から平成 16 年 9月 30 日の間にインターネット接続機能のタイプ２の申込みを行った

イーサネット通信網サービス契約者は、その機能の提供を開始した日の属する料金月を含む連続する３料金月

について、料金表第１表第４（付加機能使用料）に定める当該付加機能使用料の支払いを要しないほか、その

機能に係る第２表（工事に関する費用）に定める工事費及び第３表（附帯サービスに関する料金）に定める申

請手数料（当社が別に定めるものに限ります。）の支払いを要しないものとします。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 8 月 9日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
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附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 11 月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 11 月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 11 月 15 日から実施します。 

（光伝送相当回線に係る第１種イーサネット通信網サービスの工事費の取扱いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の日から平成 17 年 3月 31 日までの間に光伝送相当回線の申込みを行った第１種イーサネ

ット通信網契約者は、料金表第２表（工事に関する費用）に定める工事費の支払いを要しないものとします。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 16 年 12 月 1 日から実施します。 

 ただし、利用に係るイーサネット通信網契約者の義務に関する規定については、平成 17 年 1 月 17日から実

施します。          

 （第１種イーサネット通信網サービスの接続契約者回線に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第１種イーサネット通信網サービスに係る接

続契約者回線を利用する第１種イーサネット通信網契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の約款

の規定により提供する第１種イーサネット通信網サービスの特定他社接続回線のうち、料金表に定めるデータ

伝送相当回線を利用する第１種イーサネット通信網契約者に移行したものとみなします。 

（特定事業者のＡＴＭデータ通信網サービスに関する経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に特定事業者のＡＴＭデータ通信網サービスに関する契約約款の規定により最低利

用期間の適用を受けている特定他社接続回線（ＡＴＭデータ契約者回線に係る部分に限ります。以下この附則

３において同じとします。）については、改正後のこの約款の規定による最低利用期間の適用を受けるものと

し、その最低利用期間は、特定事業者がその特定他社接続回線の提供を開始した日から起算するものとします。 

（中部テレコミュニケーション株式会社の高速イーサネット専用サービスに係る特定他社接続回線の経過措

置） 

４ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している中部テレコミュニケーション株式会社の高速

イーサネット専用サービスに係る特定他社接続回線（以下この附則４において「旧特定他社接続回線」といい

ます。）の料金その他の取扱いについては、次に規定するものを除いて、なお従前のとおりとします。 

 (1) 旧特定他社接続回線の基本回線使用料 

品 目 

 

料 金 額 

区域内 区域外 

０．５Ｍｂ／ｓ 

 

５４，０００円 

(税込５６，７００円) 

７８，０００円 

(税込８１，９００円) 

１Ｍｂ／ｓ 

 

５５，２００円 

(税込５７，９６０円) 

７９，２００円 

(税込８３，１６０円) 

２Ｍｂ／ｓ 

 

７９，２００円 

(税込８３，１６０円) 

１１５，２００円 

(税込１２０，９６０円) 

３Ｍｂ／ｓ 

 

１０３，２００円 

(税込１０８，３６０円) 

１５１，２００円 

(税込１５８，７６０円) 
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４Ｍｂ／ｓ 

 

１２７，２００円 

(税込１３３，５６０円) 

１８７，２００円 

(税込１９６，５６０円) 

５Ｍｂ／ｓ 

 

１５１，２００円 

(税込１５８，７６０円) 

２２３，２００円 

(税込２３４，３６０円) 

１０Ｍｂ／ｓ 

 

１７５，２００円 

(税込１８３，９６０円) 

３０７，２００円 

(税込３２２，５６０円) 

備考 

中部テレコミュニケーション株式会社に係る旧特定他社接続回線の終端が、愛知県に所属する場合は「区

域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

（損害賠償に関する経過措置） 

５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前

のとおりとします。 

（経過措置） 

６ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 17 年 2 月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 17 年 2 月 14 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 17 年 4 月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 17 年 4 月 1日から実施します。 

（光伝送相当回線に係る第１種イーサネット通信網サービスの工事費の取扱いに関する経過措置） 

２ 平成 16 年 11 月 15 日実施の附則２に定める光伝送相当回線に係る第１種イーサネット通信網サービスの工事

費の取扱いに関する経過措置について、「平成 17 年 3月 31日」を「平成 17年 5月 31日」に改めます。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 17 年 6 月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
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附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 17 年 7 月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 17 年 10 月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

  この改正規定は、平成 18 年 1 月 1日から実施します。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 18 年 3 月 1日から実施します。 

（改正規定実施後の契約者回線群の設定） 

２ この改正規定実施後、新たにイーサネット通信網契約者が契約者回線群を設ける場合において、当社は、そ

の契約者回線群に属する契約者回線等を第４種イーサネット通信網サービスに係る第４種契約者回線等に限定

するものとします。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 18 年 4 月 1日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 18 年６月１日から実施します。   

（旧ＩＤＣ特定サービス接続機能に係るサービス接続点の利用に関する経過措置） 

２ 第２種イーサネット通信網サービス又は第４種イーサネット通信網サービスのイーサネット通信網契約者は、

旧ＩＤＣ特定サービス接続機能（旧日本テレコムＩＤＣ株式会社のデジタルデータサービス契約約款の附則

（平成 18 年６月１日実施のものをいいます。）に規定する特定サービス接続機能をいいます。以下この附則

において同じとします。）に規定するところにより、サービス接続点（イーサネット通信網サービスと旧ＩＤ

Ｃ特定サービス接続機能に係る電気通信設備との接続点をいいます。以下この附則において同じとします。）

を利用することができます。 

 （経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 18 年６月 30 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
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附 則     

（実施期日） 

  この改正規定は、平成 18 年７月３日から実施します。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 18 年８月 21 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 18 年９月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

  この改正規定は、平成 18 年 10 月１日から実施します。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 18 年 11 月 16 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 19 年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

  この改正規定は、平成 18 年 12 月 25 日から実施します。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 18 年 12 月 29 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 19 年 2 月 1日から実施します。 

（東日本電信電話株式会社のＬＡＮ型通信網サービスと接続する接続契約者回線の経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している東日本電信電話株式会社のＬＡＮ型通信網サ

ービスと接続する接続契約者回線の料金その他の取扱いについては、なお従前のとおりとします。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
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附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 19 年 2 月 15 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 19 年 2 月 19 日から実施します。 

（特定付加機能等に関する経過措置） 

２ この改正規定実施のの際現に、改正前の規定により提供している特定付加機能（インターネット接続機能、

特定装置接続機能、インターネットアクセス利用機能Ⅰ、インターネットアクセス利用機能Ⅱ、ＩＰ通信網利

用機能及び特定サービス接続機能Ⅱ（以下この附則において「特定サービス接続機能」といいます。）をいい

ます。以下この附則において同じとします。）又はドメイン名に係る申請手続の代行の取扱いは、次に規定す

るものを除いて、なお従前のとおりとします。 

区   分 単位 料金額（月額） 

 別に定めるインターネット

接続事業者に係る電気通信

回線設備と接続する機能を

いいます。 

 

 

 

 

１の契約

者回線群

ごとに 

 

 

 

 

 

品目 

 

タイプ１ 
 
イ 
 
ン 
 
タ 
 
｜ 
 
ネ 
 
ッ 
 
ト 
 
接 
 
続 
 
機 
 
能 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経路固定型 経路選択型 

0.5Mb/s 
115,000 円 

(税込 120,750 円) 

127,000 円 

(税込 133,350 円) 

1Mb/s 
142,000 円 

(税込 149,100 円) 

160,000 円 

(税込 168,000 円) 

2Mb/s 
180,000 円 

(税込 189,000 円) 

203,000 円 

(税込 213,150 円) 

  3Mb/s 
214,000 円 

(税込 224,700 円) 

241,000 円 

(税込 253,050 円) 

  4Mb/s 
249,000 円 

(税込 261,450 円) 

279,000 円 

(税込 292,950 円) 

  5Mb/s 
283,000 円 

(税込 297,150 円) 

317,000 円 

(税込 332,850 円) 

  6Mb/s 
318,000 円 

(税込 333,900 円) 

358,000 円 

(税込 375,900 円) 

  7Mb/s 
357,000 円 

(税込 374,850 円) 

401,000 円 

(税込 421,050 円) 

  8Mb/s 
396,000 円 

(税込 415,800 円) 

447,000 円 

(税込 469,350 円) 

  9Mb/s 
435,000 円 

(税込 456,750 円) 

493,000 円 

(税込 517,650 円) 

  10Mb/s 
474,000 円 

(税込 497,700 円) 

539,000 円 

(税込 565,950 円) 

  品目 

 

タイプ２ 

   経路固定型 経路選択型 

   0.5Mb/s 
180,000 円 

(税込 189,000 円) 

190,000 円 

(税込 199,500 円) 

   1Mb/s 
210,000 円 

(税込 220,500 円) 

220,000 円 

(税込 231,000 円) 

   2Mb/s 
240,000 円 

(税込 252,000 円) 

260,000 円 

(税込 273,000 円) 

   3Mb/s 
270,000 円 

(税込 283,500 円) 

290,000 円 

(税込 304,500 円) 

   4Mb/s 
300,000 円 

(税込 315,000 円) 

320,000 円 

(税込 336,000 円) 
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   5Mb/s 
330,000 円 

(税込 346,500 円) 

360,000 円 

(税込 378,000 円) 

   6Mb/s 
360,000 円 

(税込 378,000 円) 

390,000 円 

(税込 409,500 円) 

   7Mb/s 
390,000 円 

(税込 409,500 円) 

430,000 円 

(税込 451,500 円) 

   8Mb/s 
430,000 円 

(税込 451,500 円) 

480,000 円 

(税込 504,000 円) 

   9Mb/s 
470,000 円 

(税込 493,500 円) 

530,000 円 

(税込 556,500 円) 

   10Mb/s 
510,000 円 

(税込 535,500 円) 

570,000 円 

(税込 598,500 円) 

   15Mb/s 
590,000 円 

(税込 619,500 円) 

650,000 円 

(税込 682,500 円) 

   20Mb/s 
670,000 円 

(税込 703,500 円) 

730,000 円 

(税込 766,500 円) 

   25Mb/s 
750,000 円 

(税込 787,500 円) 

810,000 円 

(税込 850,500 円) 

   30Mb/s 
830,000 円 

(税込 871,500 円) 

890,000 円 

(税込 934,500 円) 

  

 

 

 

 

 

備 

 

 

 

(1) 当社は、回線群代表者であるイーサネット通信網契約者（臨時イーサネット通信網契約者

（臨時第１種イーサネット通信網契約者、臨時第２種イーサネット通信網契約者、臨時第３種

イーサネット通信網契約者及び臨時第４種イーサネット通信網契約者をいいます。以下同じと

します。）を除きます。以下この欄において同じとします。）から請求があったときに限り、

このインターネット接続機能を提供します。 

(2) (1)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線等に係る全ての

イーサネット通信網契約者は、この機能を利用することができます。 

  ただし、その契約者回線群が、第３種イーサネット通信網サービスに係る契約者回線等で構

成される場合においては、県内ゾーン間中継伝送が必要となります。 

(3) 当社は、料金額を適用するにあたり、接続する符号伝送速度に応じた品目及び設備の態様

による細目を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考 

 

(4) (3)において、通信及び設備の態様による細目は、次のとおりとします。 

 ア 通信の態様に係るもの 

 区別 内    容 

タイプ１ タイプ２以外のもの 

タイプ２ イーサネット通信網契約者があらかじめ指定した通信に限り接続を行うもの 

 イ 設備の態様に係るもの 

区別 内    容 

経路固定型 経路選択型以外のもの 

経路選択型 当社が別に定める方法により、通信の動的な経路選択を可能とするもの 

(5) 当社は、インターネット接続機能について、その機能に係る部分に限り、第 81 条（定額利

用料の支払義務）第２項第３号の表１欄に規定する時間を「２４時間」として取り扱いま

す。 

(6) 品目及び細目の変更等当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 

 当社が別に定める特定装

置（情報の蓄積又は転送

等を行う電気通信設備を

いいます。）と接続を行

う機能をいいます。 

 

１の契約

者回線群

ごとに 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

特 

定 

装 

置 

接 
備 

 

 

(1) 当社は、回線群代表者であるイーサネット通信網契約者（臨時イーサネット通信網契約者

を除きます。以下この欄において同じとします。）から請求があったときに限り、この特定装

置接続機能を提供します。 

続 

機 
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能 考 (2) 当社は、１のタイプ２に係るインターネット接続機能につき１の特定装置接続機能を提供

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
別に定めるインターネッ

ト接続事業者に係る電気

通信回線設備を介して、

イーサネット通信網契約

者によりあらかじめ指定

された者が、そのイーサ

ネット通信網契約者の属

する契約者回線群に係る

特定の契約者回線等と通

信を行う機能（次欄に定

めるインターネットアク

セス利用機能Ⅱを除きま

す。）をいいます。 

 

 

 

１の契約

者回線群

ごとに 

 

品目 

 

経路固定型 

イ タイプ１ タイプ２ 

ン 

タ 
128Kb/s 

60,000 円 

(税込 63,000 円) 

48,000 円 

(税込 50,400 円) 

｜ 

ネ 
 256Kb/s 

90,000 円 

(税込 94,500 円) 

72,000 円 

(税込 75,600 円) 

ッ 

ト 
 512Kb/s 

120,000 円 

(税込 126,000 円) 

96,000 円 

(税込 100,800 円) 

ア 

ク 
 1Mb/s 

172,000 円 

(税込 180,600 円) 

138,000 円 

(税込 144,900 円) 

セ 

ス 
 2Mb/s 

230,000 円 

(税込 241,500 円) 

184,000 円 

(税込 193,200 円) 

利 

用 
 3Mb/s 

264,000 円 

(税込 277,200 円) 

207,000 円 

(税込 217,350 円) 

機 

能 
 4Mb/s 

299,000 円 

(税込 313,950 円) 

230,000 円 

(税込 241,500 円) 

Ⅰ 
  5Mb/s 

333,000 円 

(税込 349,650 円) 

253,000 円 

(税込 265,650 円) 

 
  6Mb/s 

368,000 円 

(税込 386,400 円) 

276,000 円 

(税込 289,800 円) 

 
  7Mb/s 

437,000 円 

(税込 458,850 円) 

333,000 円 

(税込 349,650 円) 

 
  8Mb/s 

506,000 円 

(税込 531,300 円) 

391,000 円 

(税込 410,550 円) 

 
  9Mb/s 

575,000 円 

(税込 603,750 円) 

448,000 円 

(税込 470,400 円) 

 
  10Mb/s 

644,000 円 

(税込 676,200 円) 

506,000 円 

(税込 531,300 円) 

 
  15Mb/s 

874,000 円 

(税込 917,700 円) 

707,000 円 

(税込 742,350 円) 

   20Mb/s 
1,104,000 円 

(税込 1,159,200 円) 

908,000 円 

(税込 953,400 円) 

   25Mb/s 
1,334,000 円 

(税込 1,400,700 円) 

1,109,000 円 

(税込 1,164,450 円) 

   30Mb/s 
1,564,000 円 

(税込 1,642,200 円) 

1,311,000 円 

(税込 1,376,550 円) 

   35Mb/s 
1,794,000 円 

(税込 1,883,700 円) 

1,512,000 円 

(税込 1,587,600 円) 

   40Mb/s 
2,024,000 円 

(税込 2,125,200 円) 

1,713,000 円 

(税込 1,798,650 円) 

   
品目 

経路選択型 

   タイプ１ タイプ２ 

   128Kb/s 
96,000 円 

(税込 100,800 円) 

87,000 円 

(税込 91,350 円) 

   256Kb/s 
126,000 円 

(税込 132,300 円) 

116,000 円 

(税込 121,800 円) 

   512Kb/s 
132,000 円 

(税込 138,600 円) 

125,000 円 

(税込 131,250 円) 
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   1Mb/s 
190,000 円 

(税込 199,500 円) 

152,000 円 

(税込 159,600 円) 

   2Mb/s 
253,000 円 

(税込 265,650 円) 

203,000 円 

(税込 213,150 円) 

   3Mb/s 
291,000 円 

(税込 305,550 円) 

228,000 円 

(税込 239,400 円) 

   4Mb/s 
329,000 円 

(税込 345,450 円) 

253,000 円 

(税込 265,650 円) 

   5Mb/s 
367,000 円 

(税込 385,350 円) 

279,000 円 

(税込 292,950 円) 

   6Mb/s 
405,000 円 

(税込 425,250 円) 

304,000 円 

(税込 319,200 円) 

   7Mb/s 
481,000 円 

(税込 505,050 円) 

367,000 円 

(税込 385,350 円) 

   8Mb/s 
557,000 円 

(税込 584,850 円) 

431,000 円 

(税込 452,550 円) 

   9Mb/s 
633,000 円 

(税込 664,650 円) 

494,000 円 

(税込 518,700 円) 

   10Mb/s 
709,000 円 

(税込 744,450 円) 

557,000 円 

(税込 584,850 円) 

   15Mb/s 
918,000 円 

(税込 963,900 円) 

743,000 円 

(税込 780,150 円) 

   20Mb/s 
1,160,000 円 

(税込 1,218,000 円) 

954,000 円 

(税込 1,001,700 円) 

   25Mb/s 
1,401,000 円 

(税込 1,471,050 円) 

1,165,000 円 

(税込 1,223,250 円) 

   30Mb/s 
1,643,000 円 

(税込 1,725,150 円) 

1,377,000 円 

(税込 1,445,850 円) 

   35Mb/s 
1,884,000 円 

(税込 1,978,200 円) 

1,588,000 円 

(税込 1,667,400 円) 

   40Mb/s 
2,126,000 円 

(税込 2,232,300 円) 

1,799,000 円 

(税込 1,888,950 円) 

 

 

 

 

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考 

(1) 当社は、回線群代表者であるイーサネット通信網契約者（臨時イーサネット通信網契約者を

除きます。以下この欄において同じとします。）から請求があったときに限り、このインタ

ーネットアクセス利用機能Ⅰを提供します。 

(2) (1)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線等に係る全ての

イーサネット通信網契約者は、この機能を利用することができます。 

  ただし、その契約者回線群が、第３種イーサネット通信網サービスに係る契約者回線等で構

成される場合においては、県内ゾーン間中継伝送が必要となります。 

(3) 当社は、料金額を適用するにあたり、接続する符号伝送速度に応じた品目並び通信及び設

備の態様による細目を定めます。 

(4) (3)の場合において、通信及び設備の態様による細目は、次のとおりとします。 

 ア 通信の態様に係るもの 

区別 内    容 

タイプ１ 

 

 

利用者識別符号（あらかじめ指定した相互に通信を行うための英字又は数

字の組合せであって、当社がイーサネット通信網契約者に割り当てるもの

をいいます。以下同じとします。）を利用するもの 

タイプ２ 利用者識別符号を利用しないもの 

イ 設備の態様に係るもの 

 区別 内    容 

経路固定型 経路選択型以外のもの 

経路選択型 当社が別に定める方法により、通信の動的な経路選択を可能とするもの 
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(5) 当社は、インターネットアクセス利用機能Ⅰについて、その機能に係る部分に限り、第 81

条（定額利用料の支払義務）第２項第３号の表１欄に規定する時間を「２４時間」として取り

扱います。 

(6) 削除 

 別に定めるインターネット

接続事業者に係る電気通信

回線設備を介して、イーサ

ネット通信網契約者により

あらかじめ指定された者

（この機能を利用するため

に、当社が別に定める端末 

１の契約

者回線群

ごとに 

品目 
経路固定型 

イ タイプ１ タイプ２ 

ン 

タ 
 256Kb/s 

55,000 円 

(税込 57,750 円) 

45,000 円 

(税込 47,250 円) 

｜ 

ネ 
 512Kb/s 

75,000 円 

(税込 78,750 円) 

65,000 円 

(税込 68,250 円) 

ッ 

ト 
 1Mb/s 

110,000 円 

(税込 115,500 円) 

100,000 円 

(税込 105,000 円) 

ア 

ク 
設備を設置する者を除きま

す。）が、そのイーサネッ

ト通信網契約者の属する契

約者回線群に係る特定の契

約者回線等と通信を行う機

能をいいます。 

 2Mb/s 
130,000 円 

(税込 136,500 円) 

120,000 円 

(税込 126,000 円) 

セ 

ス 
 3Mb/s 

160,000 円 

(税込 168,000 円) 

150,000 円 

(税込 157,500 円) 

利 

用 
 4Mb/s 

190,000 円 

(税込 199,500 円) 

180,000 円 

(税込 189,000 円) 

機 

能 
 5Mb/s 

220,000 円 

(税込 231,000 円) 

210,000 円 

(税込 220,500 円) 

Ⅱ 

   6Mb/s 
250,000 円 

(税込 262,500 円) 

240,000 円 

(税込 252,000 円) 

   7Mb/s 
280,000 円 

(税込 294,000 円) 

270,000 円 

(税込 283,500 円) 

   8Mb/s 
310,000 円 

(税込 325,500 円) 

290,000 円 

(税込 304,500 円) 

   9Mb/s 
330,000 円 

(税込 346,500 円) 

310,000 円 

(税込 325,500 円) 

   10Mb/s 
350,000 円 

(税込 367,500 円) 

330,000 円 

(税込 346,500 円) 

   
品目 

経路選択型 

   タイプ１ タイプ２ 

   256Kb/s 
80,000 円 

(税込 84,000 円) 

70,000 円 

(税込 73,500 円) 

   512Kb/s 
100,000 円 

(税込 105,000 円) 

90,000 円 

(税込 94,500 円) 

   1Mb/s 
125,000 円 

(税込 131,250 円) 

115,000 円 

(税込 120,750 円) 

   2Mb/s 
160,000 円 

(税込 168,000 円) 

150,000 円 

(税込 157,500 円) 

   3Mb/s 
195,000 円 

(税込 204,750 円) 

180,000 円 

(税込 189,000 円) 

   4Mb/s 
230,000 円 

(税込 241,500 円) 

210,000 円 

(税込 220,500 円) 

   5Mb/s 
265,000 円 

(税込 278,250 円) 

240,000 円 

(税込 252,000 円) 

   6Mb/s 
300,000 円 

(税込 315,000 円) 

270,000 円 

(税込 283,500 円) 

   7Mb/s 
330,000 円 

(税込 346,500 円) 

300,000 円 

(税込 315,000 円) 

   8Mb/s 
360,000 円 

(税込 378,000 円) 

330,000 円 

(税込 346,500 円) 
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   9Mb/s 
380,000 円 

(税込 399,000 円) 

350,000 円 

(税込 367,500 円) 

   10Mb/s 
400,000 円 

(税込 420,000 円) 

370,000 円 

(税込 388,500 円) 

 

 

 

 

備 

(1) 当社は、回線群代表者であるイーサネット通信網契約者（臨時イーサネット通信網契約者

を除きます。以下この欄において同じとします。）から請求があったときに限り、このインタ

ーネットアクセス利用機能Ⅱを提供します。 

(2) (1)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線等に係る全ての

イーサネット通信網契約者は、この機能を利用することができます。 

  ただし、その契約者回線群が、第３種イーサネット通信網サービスに係る契約者回線等で構

成される場合においては、県内ゾーン間中継伝送が必要となります。 

 

 

 

 

考 

(3) 当社は、料金額を適用するにあたり、接続する符号伝送速度に応じた品目及び通信の態様

による細目を定めます。 

(4) (3)の場合において、通信及び設備の態様による細目は、次のとおりとします。 

 ア 通信の態様によるもの 

区別 内     容 

タイプ１ 

 

 

利用者識別符号（あらかじめ指定した相互に通信を行うための英字又は数

字を組合せであって、当社がイーサネット通信網契約者に割り当てるもの

をいいます。以下同じとします。）を利用するもの 

タイプ２ 利用者識別符号を利用しないもの 

 イ 設備の態様に係るもの 

区別 内     容 

経路固定型 経路選択型以外のもの 

経路選択型 当社が別に定める方法により、通信の動的な経路選択を可能とするもの 

(5) 当社は、インターネットアクセス利用機能Ⅱについて、その機能に係る部分に限り、第 81

条（定額利用料の支払義務）第２項第３号の表１欄に規定する時間を「24 時間」として取り

扱います。 

(6) 削除 

 

Ｉ 

Ｐ 

東日本電信電話株式会社

及び西日本電信電話株式

会社（以下「日本電信電

話株式会社等」といいま

す。）のＩＰ通信網サー

ビスに係る電気通信回線

設備を介して、イーサネ

ット通信網契約者により

あらかじめ指定された者

が、そのイーサネット通

信網契約者の属する契約

者回線群に係る特定の契

約者回線等と通信を行う

機能をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１のＩＰ通信

網相当回線ご

とに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 品目 

経路固定型 

上段:税抜価額 

(下段:税込価額) 

経路選択型 

上段:税抜価額 

(下段:税込価額) 

通 

信 
基 1Mb/s 

110,000 円 

(115,500 円) 

   125,000 円 

(131,250 円) 

網 

利 
本 2Mb/s 

130,000 円 

(136,500 円) 

   145,000 円 

(152,250 円) 

用 

機 
額 3Mb/s 

150,000 円 

(157,500 円) 

   165,000 円 

(173,250 円) 

能 
 4Mb/s 

170,000 円 

(178,500 円) 

   185,000 円 

(194,250 円) 

 
 5Mb/s 

190,000 円 

(199,500 円) 

   205,000 円 

(215,250 円) 

  6Mb/s 
210,000 円 

(220,500 円) 

   220,000 円 

(231,000 円) 

  7Mb/s 
230,000 円 

(241,500 円) 

   240,000 円 

(252,000 円) 

  8Mb/s 
250,000 円 

(262,500 円) 

   260,000 円 

(273,000 円) 

  9Mb/s 
270,000 円 

(283,500 円) 

   280,000 円 

(294,000 円) 

  10Mb/s 
290,000 円 

(304,500 円) 

   300,000 円 

(315,000 円) 

  20Mb/s 
450,000 円 

(472,500 円) 

   475,000 円 

(498,750 円) 
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    30Mb/s 
610,000 円 

(640,500 円) 

645,000 円 

(677,250 円) 

    40Mb/s 
770,000 円 

(808,500 円) 

810,000 円 

(850,500 円) 

    50Mb/s 
930,000 円 

(976,500 円) 

980,000 円 

(1,029,000 円) 

    60Mb/s 
1,050,000 円 

(1,102,500 円) 

1,105,000 円 

(1,160,250 円) 

    70Mb/s 
1,170,000 円 

(1,228,500 円) 

1,230,000 円 

(1,291,500 円) 

    80Mb/s 
1,280,000 円 

(1,344,000 円) 

1,345,000 円 

(1,412,250 円) 

    90Mb/s 
1,400,000 円 

(1,470,000 円) 

1,470,000 円 

(1,543,500 円) 

    100Mb/s 
1,520,000 円 

(1,596,000 円) 

1,600,000 円 

(1,680,000 円) 

    200Mb/s 
2,650,000 円 

(2,782,500 円) 

2,785,000 円 

(2,924,250 円) 

    300Mb/s 
3,750,000 円 

(3,937,500 円) 

3,940,000 円 

(4,137,000 円) 

    400Mb/s 
5,000,000 円 

(5,250,000 円) 

5,250,000 円 

(5,512,500 円) 

    500Mb/s 
6,250,000 円 

(6,562,500 円) 

6,500,000 円 

(6,825,000 円) 

    600Mb/s 
7,000,000 円 

(7,350,000 円) 

7,300,000 円 

(7,665,000 円) 

    700Mb/s 
7,750,000 円 

(8,137,500 円) 

8,100,000 円 

(8,505,000 円) 

    800Mb/s 
8,500,000 円 

(8,925,000 円) 

8,800,000 円 

(9,240,000 円) 

    900Mb/s 
9,250,000 円 

(9,712,500 円) 

9,500,000 円 

(9,975,000 円) 

    1Gb/s 
10,000,000 円 

(10,500,000 円) 

10,100,000 円 

(10,605,000 円) 

  

１のＩＰ通信

網相当回線ご

とに 

 (1) 東日本電信電話株式会社に係るもの 

   
 

Ｉ 
品目及び細目 

集約型 

上段:税抜価額 

(下段:税込価額) 

都道府県型 

上段:税抜価額 

(下段:税込価額) 

   Ｐ 10Mb/s 
311,000 円

(326,550 円) 

91,000 円 

(95,550 円) 

   通 100Mb/s 
1,820,000 円

(1,911,000 円) 

840,000 円

(882,000 円) 

   信 1Gb/s 
100 

Mb/s 

1,710,000 円

(1,795,500 円) 

730,000 円

(766,500 円) 

   網  
200 

Mb/s 

2,056,000 円

(2,158,800 円) 

776,000 円

(814,800 円) 

   相  
300 

Mb/s 

2,402,000 円

(2,522,100 円) 

822,000 円

(863,100 円) 

   当  
400 

Mb/s 

2,748,000 円

(2,885,400 円) 

868,000 円

(911,400 円) 

   回  
500 

Mb/s 

3,094,000 円

(3,248,700 円) 

914,000 円

(959,700 円) 
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   線  
600 

Mb/s 

3,440,000 円

(3,612,000 円) 

960,000 円

(1,008,000 円) 

   に  
700 

Mb/s 

3,786,000 円

(3,975,300 円) 

1,006,000 円

(1,056,300 円) 

   係  
800 

Mb/s 

4,132,000 円

(4,338,600 円) 

1,052,000 円

(1,104,600 円) 

   る  
900 

Mb/s 

4,478,000 円

(4,701,900 円) 

1,098,000 円

(1,152,900 円) 

   加  1Gb/s 
4,824,000 円

(5,065,200 円) 

1,144,000 円

(1,201,200 円) 

   算 (2) 西日本電信電話株式会社に係るもの 

   
額 

 
品目及び細目 

集約型 

上段:税抜価額 

(下段:税込価額) 

都道府県型 

上段:税抜価額 

(下段:税込価額) 

    10Mb/s 
311,000 円

(326,550 円) 

91,000 円 

(95,550 円) 

    100Mb/s 
1,530,000 円

(1,606,500 円) 

550,000 円

(577,500 円) 

    1Gb/s 
100 

Mb/s 

1,530,000 円

(1,606,500 円) 

550,000 円

(577,500 円) 

     
200 

Mb/s 

2,590,000 円

(2,719,500 円) 

630,000 円

(661,500 円) 

     
300 

Mb/s 

3,650,000 円

(3,832,500 円) 

710,000 円

(745,500 円) 

     
400 

Mb/s 

4,710,000 円

(4,945,500 円) 

790,000 円

(829,500 円) 

     
500 

Mb/s 

5,770,000 円

(6,058,500 円) 

870,000 円

(913,500 円) 

     
600 

Mb/s 

6,830,000 円

(7,171,500 円) 

950,000 円

(997,500 円) 

     
700 

Mb/s 

7,890,000 円

(8,284,500 円) 

1,030,000 円

(1,081,500 円) 

     
800 

Mb/s 

8,950,000 円

(9,397,500 円) 

1,110,000 円

(1,165,500 円) 

     
900 

Mb/s 

10,010,000 円

(10,510,500 円) 

1,190,000 円

(1,249,500 円) 

     1Gb/s 
11,070,000 円

(11,623,500 円) 

1,270,000 円

(1,333,500 円) 

  

(1) 当社は、回線群代表者であるイーサネット通信網契約者（臨時イーサネット通信網契約者を

除きます。以下この欄において同じとします。）から請求があったときに限り、このＩＰ通信網

利用機能を提供します。 

(2) (1)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線等に係る全ての 

イーサネット通信網契約者は、この機能を利用することができます。 

  ただし、その契約者回線群が、第３種イーサネット通信網サービスに係る契約者回線等で構

成される場合においては、県内ゾーン間中継伝送が必要となります。 

 

 

 

 

備 

(3) この機能を利用するイーサネット通信網契約者は、付加機能使用料として、基本額及び(6)に

定めるＩＰ通信網相当回線に係る加算額の支払いを要します。 

(4) 当社は、基本額を適用するにあたり、その接続する符号伝送速度に応じた品目及び設備の態

様による細目を定めます。 
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(5) (4)において、設備の態様による細目は、次のとおりとします。 

区別 内     容 

経路固定型 経路選択型以外のもの 

経路選択型 当社が別に定める方法により、通信の動的な経路選択を可能とするもの 

(6) この機能を提供するにあたり、イーサネット通信網サービス契約者は、次に定める電気通信

回線を要するものし、とします。 

  

ＩＰ通信網

相当回線 

日本電信電話株式会社等のＩＰ通信網サービスのうち、メニュー２－３に係

るものを利用する電気通信回線をいいます。 

(7) (6)に定めるＩＰ通信網相当回線には、次に定める品目及び通信の区域又は伝送速度に係る細

目があります。  

  

ア ＩＰ通信網相当回線に係る品目 

区別 内     容 

10Mb/s １０．０メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

100Mb/s １００．０メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

1Gb/s 最大１０００．０メガビット秒の符号伝送が可能なもの 
 

  

イ ＩＰ通信網相当回線に係る細目 

(ｱ) 通信の区域に係る細目 

区別 内     容 

集約型 都道府県型以外のもの 

都道府県型 別に定める都道府県単位に利用可能なもの 
 

  

(ｲ) 伝送速度に係る細目（1Gb/s の品目に係るものに限ります。） 

区別 内     容 

100Mb/s １００．０メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

200Mb/s ２００．０メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

300Mb/s ３００．０メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

400Mb/s ４００．０メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

500Mb/s ５００．０メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

600Mb/s ６００．０メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

700Mb/s ７００．０メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

800Mb/s ８００．０メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

900Mb/s ９００．０メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 

1Gb/s １０００．０メガビット／秒の符号伝送が可能なもの 
 

 

考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) この機能には、最低利用期間があります。 

(9)  (8)の最低利用期間は、この機能の提供を開始した日から起算して１年間とします。 

(10) この機能に係るイーサネット通信網契約者は、最低利用期間内にこの機能の廃止があった場

合は,付加機能使用料（基本額及びＩＰ通信網相当回線に係る加算額をいいます。以下この欄に

おいて同じとします。）に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める期日までに、一括して支

払っていただきます。 

(11) この機能に係るイーサネット通信網契約者は、最低利用期間内にこの機能に係る品目又は細

目の変更があった場合は、その変更について変更前の付加機能使用料に係る料金額から変更後の

同料金額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定める

期日までに一括して支払っていただきます。 

(12) 当社は、ＩＰ通信網利用機能について、その機能に係る部分に限り、第 81 条（定額利用料の

支払義務）第２項第３号の表１欄に規定する時間を「２４時間」として取り扱います。 

(13) 品目又は細目の変更等当該機能に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 

 特定サービス（ＩＰセン

トレックスサービス契約

約款に規定するＩＰセン

トレックスサービスとし

１の契約者回線

群ごとに 

 

 

経路固定型 経路選択型 

特 １２０，０００円 １５０，０００円 

定 (税込１２６，０００円) (税込１５７，５００円) 
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サ ます。以下同じとしま

す。）に関する電気通信

回線設備と接続する機能

をいいます。 

 

 

 

 

  

｜   

ビ   

ス 

備 

 

 

 

 

考 

(1) 当社は、回線群代表者であるイーサネット通信網契約者（臨時イーサネット通信網契約者

を除きます。以下この欄において同じとします。）から請求があったときに限り、この特定サ

ービス接続機能を提供します。 

(2) (1)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線等に係る全ての

イーサネット通信網契約者は、この機能を利用することができます。 

  ただし、その契約者回線群が、第３種イーサネット通信網サービスに係る契約者回線等で構

成される場合においては、県内ゾーン間中継伝送が必要となります。 

(3) 当社は、料金額を適用するにあたり、設備の態様による細目を定めます。 

(4) (3)において、設備の対応による細目は、次のとおりとします。 

区別 内    容 

経路固定型 経路選択型以外のもの 

経路選択型 当社が別に定める方法により、通信の動的な経路選択を可能とするもの 

(5) 当社は、特定サービス接続機能について、その機能に係る部分に限り、第 81条（定額利用

料の支払義務）第２項第３号の表１欄に規定する時間を「２４時間」として取り扱います。 

接 

続 

機 

能 

 

 

 

 

 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 19 年３月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 19 年４月２日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 19 年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 19 年６月８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 19 年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
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附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 19 年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 19 年９月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 20 年３月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 20 年４月 25 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 20 年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 20 年 12 月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

  この改正規定は、平成 20 年 12 月 15 日から実施します。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 21 年４月 20 日から実施します。 

 （接続契約者回線を使用する第４種イーサネット通信網契約の経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第４種イーサネット通信網サービスに係る接

続契約者回線を利用する第４種イーサネット通信網契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の約款

の規定により提供する第４種イーサネット通信網サービスの接続契約者回線のうち、イーサ伝送相当回線に係

るものを利用する第４種イーサネット通信網契約者に移行したものとみなします。 

（経過措置） 
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３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 21 年４月 20 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 21 年６月 15 日から実施します。 

（旧イーサネット通信網契約に係る経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の約款第１条（約款の適用）第２項の規定により、当社が締結している

第１種イーサネット通信網契約、第２種イーサネット通信網契約及び第３種イーサネット通信網契約（以下こ

の附則において「旧イーサネット通信網契約」といいます。）は、この改正規定実施の日以降の別に定める日

（以下この附則において「当社指定日」といいます。）において、それぞれ改正後のこの約款の規定により当

社が締結した第４種イーサネット通信網契約に移行したものとみなします。 

  ただし、当社が別に定める場合又はイーサネット通信網契約者から申出がある場合においては、この限りで

ありません。 

３ 附則２において、移行後の第４種イーサネット通信網契約において使用する契約者回線等並びに料金表第１

表第１類（定額利用料）に定める各契約者回線等の区分及び品目等については、移行前の旧イーサネット通信

網契約に係るものと同じとします。 

ただし、特定他社接続回線の区分のうち、料金表第１表第１類（定額利用料）に定めるイーサ伝送相当回線

を使用するものについては、クラス１に係るイーサ伝送相当回線を使用するものに移行するものとします。 

４ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が締結している次のイーサネット通信網サービスに係

る旧イーサネット通信網契約については、当社指定日までの間、なお従前のとおりとします。 

第１種イーサネット通信網サービス 第１種契約者回線等（契約者回線等のうち、別に定める特定他社

接続回線又は端末回線をいいます。以下同じとします。）を使用

して行うイーサネット通信網サービス 

第２種イーサネット通信網サービス 

 

 

 

特定のゾーンにおいて、第２種契約者回線等(契約者回線等のう

ち、別に定める特定他社接続回線、端末回線、接続契約者回線又

は契約者回線をいいます。以下同じとします。)を使用して行うイ

ーサネット通信網サービス 

第３種イーサネット通信網サービス 

 

 

特定の県内ゾーンにおいて、第３種契約者回線等（契約者回線等

のうち、別に定める特定他社接続回線又は端末回線をいいます。

以下同じとします。）を使用して行うイーサネット通信網サービ

ス 

（旧イーサネット通信網契約の最低利用期間に係る経過措置） 

５ 附則２の場合において、旧イーサネット通信網契約に係る契約者回線等については、改正後のこの約款の規

定による最低利用期間の適用を受けるものとし、その期間は、旧イーサネット通信網契約の規定に基づいて、

当社がその契約者回線等の提供を開始した日から起算するものとします。 

（第４種イーサネット通信網サービスの提供地域に係る種類の適用に係る経過措置） 

６ 当社は、旧イーサネット通信網契約者（この改正規定実施の際現に、改正前の約款第１条（約款の適用）第

２項の規定により、当社が提供している第１種イーサネット通信網サービス、第２種イーサネット通信網サー

ビス及び第３種イーサネット通信網サービス（以下この附則において「旧イーサネット通信網サービス」とい

います。）に係るイーサネット通信網契約者をいいます。）が改正後のこの約款により第４種イーサネット通

信網サービスの提供を受ける場合に、その第４種イーサネット通信網サービスの提供地域に係る種類を旧イー

サネット通信網サービスの契約者回線群の構成に応じて指定するものとします。 

（旧イーサネット通信網サービスの料金の適用に係る経過措置） 

７ この改正規定実施の際現に、改正前の約款第１条（約款の適用）第２項の規定により、当社が提供している

旧イーサネット通信網サービスに係る長期継続利用に係る料金の適用又は大容量利用に係る料金の適用を受け

るイーサネット通信網契約者は、当社指定日において、改正後のこの約款に規定する第４種イーサネット通信

網サービスに係る長期継続利用に係る料金の適用又は大容量利用に係る料金の適用を受けるものに移行するも

のとします。 



 83 

 この場合において、長期継続利用に係る料金の適用の長期継続利用期間は、旧イーサネット通信網サービス

について当該料金の適用を受けた日から起算するものとします。 

（旧イーサネット通信網サービスの付加機能に係る経過措置） 

８ この改正規定実施の際現に、改正前の約款第１条（約款の適用）第２項の規定により、当社が提供している

旧イーサネット通信網サービスに係る次表左欄の付加機能の適用を受けるイーサネット通信網契約者は、当社

指定日において、改正後のこの約款に規定する右欄の付加機能の適用を受けるものに移行するものとします。 

通信制御機能Ⅰ 通信制御機能Ⅱ 

９ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供している旧イーサネット通信網サービスに係る

料金その他の取扱いについては、当社指定日までの間において、次に掲げるものを除いてなお従前のとおりと

します。 

(1) 第１種イーサネット通信網サービス（臨時第１種イーサネット通信網契約に係るものを除きます。）の料

金額 

(1)－１ 基本額 

(ｱ) 基本料 

     ａ 特定他社接続回線に係るもの 

① 高速ディジタル伝送相当回線に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１２８Kb/s ４６，０００円（税込４８，３００円）  

５１２Kb/s １３０，０００円（税込１３６，５００円）  

１．５Mb/s ２３０，０００円（税込２４１，５００円）  

 

② ＡＴＭ専用相当回線に係るもの 

                                     １の特定他社接続回線ごとに 

品目 

料金額（月額） 

エリア１ 

上段:税抜価額 

(下段:税込価額) 

エリア２ 

上段:税抜価額 

(下段:税込価額) 

エリア３ 

上段:税抜価額 

(下段:税込価額) 

エリア４ 

上段:税抜価額 

(下段:税込価額) 

エリア５ 

上段:税抜価額 

(下段:税込価額) 

エリア６ 

上段:税抜価額 

(下段:税込価額) 

  

0.5Mb/s 

258,000 円 

(270,900 円) 

271,000 円 

(284,550 円) 

274,000円 

(287,700円) 

283,000円 

(297,150 円) 

307,000 円 

(322,350 円) 

397,000 円 

(416,850 円) 

    

1Mb/s 

279,000 円 

(292,950 円) 

305,000 円 

(320,250 円) 

311,000円 

(326,550円) 

329,000円 

(345,450 円) 

377,000 円 

(395,850 円) 

557,000 円 

(584,850 円) 

   

2Mb/s 

321,000 円 

(337,050 円) 

371,000 円

(389,550 円) 

383,000 円

(402,150 円) 

419,000 円

(439,950 円) 

515,000 円

(540,750 円) 

875,000 円

(918,750 円) 

   

3Mb/s 

350,000 円 

(367,500 円) 

422,000 円 

(443,100 円) 

439,000 円 

(460,950 円) 

490,000 円 

(514,500 円) 

626,000 円

(657,300 円) 

1,136,000 円

(1,192,800 円) 

   

4Mb/s 

409,000 円 

(429,450 円) 

503,000 円 

(528,150 円) 

525,000 円 

(551,250 円) 

591,000 円 

(620,550 円) 

767,000 円

(805,350 円) 

1,427,000 円

(1,498,350 円) 

   

5Mb/s 

448,000 円 

(470,400 円) 

560,000 円 

(588,000 円) 

586,000 円 

(615,300 円) 

664,000 円 

(697,200 円) 

872,000 円

(915,600 円) 

1,652,000 円

(1,734,600 円) 

   

6Mb/s 

478,000 円 

(501,900 円) 

607,000 円 

(637,350 円) 

636,000 円 

(667,800 円) 

723,000 円 

(759,150 円) 

955,000 円

(1,002,750 円) 

1,825,000 円

(1,916,250 円) 

   

7Mb/s 

534,000 円 

(560,700 円) 

675,000 円 

(708,750 円) 

707,000 円 

(742,350 円) 

803,000 円 

(843,150 円) 

1,059,000 円

(1,111,950 円) 

2,019,000 円

(2,119,950 円) 

   

8Mb/s 

578,000 円 

(606,900 円) 

731,000 円 

(767,550 円) 

766,000 円 

(804,300 円) 

871,000 円 

(914,550 円) 

1,151,000 円

(1,208,550 円) 

2,201,000 円

(2,311,050 円) 

   

9Mb/s 

618,000 円 

(648,900 円) 

783,000 円 

(822,150 円) 

821,000 円 

(862,050 円) 

935,000 円 

(981,750 円) 

1,239,000 円

(1,300,950 円) 

2,379,000 円

(2,497,950 円) 

  

10Mb/s 

659,000 円 

(691,950 円) 

834,000 円 

(875,700 円) 

875,000 円 

(918,750 円) 

998,000 円

(1,047,900 円) 

1,326,000 円

(1,392,300 円) 

2,556,000 円

(2,683,800 円) 

  

12Mb/s 

701,000 円 

(736,050 円) 

900,000 円 

(945,000 円) 

947,000 円 

(994,350 円) 

1,088,000 円

(1,142,400 円) 

1,464,000 円

(1,537,200 円) 

2,874,000 円

(3,017,700 円) 
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20Mb/s 

868,000 円 

(911,400 円) 

1,163,000 円 

(1,221,150 円) 

1,234,000 円 

(1,295,700 円) 

1,447,000 円

(1,519,350 円) 

2,015,000 円

(2,115,750 円) 

4,145,000 円

(4,352,250 円) 

  

30Mb/s 

1,049,000 円

(1,101,450 円) 

1,464,000 円

(1,537,200 円) 

1,565,000 円

(1,643,250 円) 

1,868,000 円

(1,961,400 円) 

2,676,000 円

(2,809,800 円) 

5,706,000 円

(5,991,300 円) 

  

40Mb/s 

1,221,000 円

(1,282,050 円) 

1,756,000 円

(1,843,800 円) 

1,887,000 円

(1,981,350 円) 

2,280,000 円

(2,394,000 円) 

3,328,000 円

(3,494,400 円) 

7,258,000 円

(7,620,900 円) 

  

50Mb/s 

1,440,000 円

(1,512,000 円) 

2,060,000 円

(2,163,000 円) 

2,209,000 円

(2,319,450 円) 

2,656,000 円

(2,788,800 円) 

3,848,000 円

(4,040,400 円) 

8,318,000 円

(8,733,900 円) 

  

60Mb/s 

1,500,000 円

(1,575,000 円) 

2,160,000 円

(2,268,000 円) 

2,319,000 円

(2,434,950 円) 

2,796,000 円

(2,935,800 円) 

4,068,000 円

(4,271,400 円) 

8,838,000 円

(9,279,900 円) 

  

70Mb/s 

1,550,000 円

(1,627,500 円) 

2,250,000 円

(2,362,500 円) 

2,419,000 円

(2,539,950 円) 

2,926,000 円

(3,072,300 円) 

4,278,000 円

(4,491,900 円) 

9,348,000 円

(9,815,400 円) 

  

80Mb/s 

1,600,000 円

(1,680,000 円) 

2,340,000 円

(2,457,000 円) 

2,519,000 円

(2,644,950 円) 

3,056,000 円

(3,208,800 円) 

4,488,000 円

(4,712,400 円) 

9,858,000 円

(10,350,900 円) 

  

90Mb/s 

1,650,000 円

(1,732,500 円) 

2,430,000 円

(2,551,500 円) 

2,619,000 円

(2,749,950 円) 

3,186,000 円

(3,345,300 円) 

4,698,000 円

(4,932,900 円) 

10,368,000 円

(10,886,400 円) 

 

100Mb/s 

1,700,000 円

(1,785,000 円) 

2,520,000 円

(2,646,000 円) 

2,719,000 円

(2,854,950 円) 

3,316,000 円

(3,481,800 円) 

4,908,000 円

(5,153,400 円) 

10,878,000 円

(11,421,900 円) 

 

120Mb/s 

1,800,000 円

(1,890,000 円) 

2,700,000 円

(2,835,000 円) 

2,919,000 円

(3,064,950 円) 

3,576,000 円

(3,754,800 円) 

5,328,000 円

(5,594,400 円) 

11,898,000 円

(12,492,900 円) 

備考 

改正前の料金表に定める通信の態様による細目が２芯式の場合においては、０．５Mb/s から４０Mb/s の品目

について、この表の各区分の料金額に 68,000 円(税込 71,400 円)を加算するものとします。 

 

③ ＤＳＬ伝送相当回線に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 
料金額（月額） 

通常クラスのもの プレミアクラスのもの 

１２Mb/s ４４，０００円 (税込４６，２００円) ６６，０００円 (税込６９，３００円) 

 

④ 光伝送相当回線に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

 ２Mb/s ５０，０００円（税込５２，５００円） 

１０Mb/s ７０，０００円（税込７３，５００円） 

 

 

⑤ データ伝送相当回線に係るもの 

⑤－１ クラス１に係るデータ伝送相当回線のもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

０．５Ｍｂ／ｓ ６３，９００円（税込６７，０９５円） 

１Ｍｂ／ｓ １０４，８００円（税込１１０，０４０円）  

２Ｍｂ／ｓ １６８，８００円（税込１７７，２４０円）  

 

⑤－２ クラス２に係るデータ伝送相当回線のもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 
料金額（月額） 

上限伝送速度 最低伝送速度 

0.5Mb/s 0.1Mb/s ４６，１００円（税込４８，４０５円） 
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0.5Mb/s 0.3Mb/s ５４，７００円（税込５７，４３５円） 

1Mb/s 0.1Mb/s ５１，８００円（税込５４，３９０円） 

1Mb/s 0.5Mb/s ６７，５００円（税込７０，８７５円） 

2Mb/s 0.2Mb/s ８０，３００円（税込８４，３１５円） 

2Mb/s 1.0Mb/s １１０，０００円（税込１１５，５００円） 

3Mb/s 0.3Mb/s ９０，９００円（税込９５，４４５円） 

3Mb/s 1.5Mb/s １４３，２００円（税込１５０，３６０円） 

4Mb/s 0.4Mb/s ９９，５００円（税込１０４，４７５円） 

4Mb/s 2.0Mb/s １７６，４００円（税込１８５，２２０円） 

5Mb/s 0.5Mb/s １０８，６００円（税込１１４，０３０円） 

5Mb/s 2.5Mb/s ２０７，８００円（税込２１８，１９０円） 

6Mb/s 0.6Mb/s １１６，８００円（税込１２２，６４０円） 

6Mb/s 3.0Mb/s ２３９，２００円（税込２５１，１６０円） 

7Mb/s 0.7Mb/s １２５，５００円（税込１３１，７７５円） 

7Mb/s 3.5Mb/s ２６８，３００円（税込２８１，７１５円） 

8Mb/s 0.8Mb/s １３４，１００円（税込１４０，８０５円） 

8Mb/s 4.0Mb/s ２９４，５００円（税込３０９，２２５円） 

9Mb/s 0.9Mb/s １４２，７００円（税込１４９，８３５円） 

9Mb/s 4.5Mb/s ３１９，５００円（税込３３５，４７５円） 

 10Mb/s 1.0Mb/s １５２，２００円（税込１５９，８１０円） 

 10Mb/s 5.0Mb/s ３４４，６００円（税込３６１，８３０円） 

 

ｂ 端末回線に係るもの 

      ① 高速ディジタル伝送相当回線に係るもの 

１の端末回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１２８Kb/s ４４，０００円 (税込４６，２００円) 

５１２Kb/s １２４，０００円 (税込１３０，２００円) 

１．５Mb/s ２１９，０００円 (税込２２９，９５０円) 
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② ＡＴＭ専用相当回線に係るもの  

                                        １の端末回線ごとに 

品 目 料金額（月額） 

０．５Mb/s ２４５，０００円 (税込２５７，２５０円) 

１Mb/s ２６５，０００円 (税込２７８，２５０円) 

２Mb/s ３０５，０００円 (税込３２０，２５０円) 

３Mb/s ３３３，０００円 (税込３４９，６５０円) 

４Mb/s ３８９，０００円 (税込４０８，４５０円) 

５Mb/s ４２６，０００円 (税込４４７，３００円) 

６Mb/s ４５４，０００円 (税込４７６，７００円) 

７Mb/s ５０７，０００円 (税込５３２，３５０円) 

８Mb/s ５４９，０００円 (税込５７６，４５０円) 

９Mb/s ５８７，０００円 (税込６１６，３５０円) 

１０Mb/s ６２６，０００円 (税込６５７，３００円) 

１２Mb/s ６６６，０００円 (税込６９９，３００円) 

２０Mb/s ８２５，０００円 (税込８６６，２５０円) 

３０Mb/s ９９７，０００円 (税込１，０４６，８５０円) 

４０Mb/s １，１６０，０００円 (税込１，２１８，０００円) 

５０Mb/s １，３６８，０００円 (税込１，４３６，４００円) 

６０Mb/s １，４２５，０００円 (税込１，４９６，２５０円) 

７０Mb/s １，４７３，０００円 (税込１，５４６，６５０円) 

８０Mb/s １，５２０，０００円 (税込１，５９６，０００円) 

９０Mb/s １，５６８，０００円 (税込１，６４６，４００円) 

１００Mb/s １，６１５，０００円 (税込１，６９５，７５０円) 

１２０Mb/s １，７１０，０００円 (税込１，７９５，５００円) 

 

(1)－２ 加算額 

種 別 単 位 区  分 料金額（月額） 

(ｱ) 区域外線路  別に算定する実費 

 (ｲ) 回線接続装置 

：取扱局伝送設備との間で信号の送受及 

び変換の機能を有するもの 

 回線接続装置 

 Ⅰ型の場合 

 

１台ごとに 

 

 

512Kb/s 又

は 1.5Mb/s

用のもの 

１９，０００円 

(税込１９，９５０

円) 

 

 (ｳ) データ伝送装置 

：取扱局伝送設備との

間で信号の送受及び

変換を行うものであ

って、イーサネット

通信網サービス契約

者の自営電気通信設

備との間に特定のイ

ンタフェースを有す

るもの。以下同じと

します。 

 ａ 高速ディジ

タル伝送相

当回線に係

るもの 

 

 

 データ伝送装置 

 Ⅰ型の場合 

 

１台ごとに 

 

 

128Kb/s 用 

のもの 

 

３，０００円 

(税込３，１５０円) 

 

 データ伝送装置 

 Ⅳ型の場合 

 

１台ごとに 

 

 

512Kb/s 又

は 1.5Mb/s

用のもの 

７，０００円 

(税込７，３５０円) 

 

 ｂ ＡＴＭ専用

相当回線に

係るもの 

 

 

 データ伝送装置 

 Ⅴ型の場合 

 

 

 

１台ごとに 

 

 

 

 

 

 

２０，０００円 

(税込２１，０００

円) 
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 (ｴ) データ伝送装置制御機能 

 

 １の特定他社接続回線ごとに 

 

３，０００円 

(税込３，１５０円) 

 

(2) 第２種イーサネット通信網サービス（臨時第２種イーサネット通信網契約に係るものを除きます。）の料

金額 

(2)－１ 基本額 

(ｱ) 基本料  

ａ 特定他社接続回線に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

０．５Ｍｂ／ｓ ６９，０００円 (税込７２，４５０円) 

１Ｍｂ／ｓ ７７，０００円 (税込８０，８５０円) 

２Ｍｂ／ｓ １１３，０００円 (税込１１８，６５０円) 

３Ｍｂ／ｓ １３７，０００円 (税込１４３，８５０円) 

４Ｍｂ／ｓ １５６，０００円 (税込１６３，８００円) 

５Ｍｂ／ｓ １７５，０００円 (税込１８３，７５０円) 

１０Ｍｂ／ｓ １９６，０００円 (税込２０５，８００円) 

１００Ｍｂ／ｓ ４８６，０００円 (税込５１０，３００円) 

１Ｇｂ／ｓ ３，２１０，０００円 (税込３，３７０，５００円) 

 

ｂ 端末回線に係るもの  

１の端末回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ １９６，０００円 (税込２０５，８００円)  

１００Ｍｂ／ｓ ４８６，０００円 (税込５１０，３００円)  

１Ｇｂ／ｓ ３，２１０，０００円 (税込３，３７０，５００円)  

 

ｃ 接続契約者回線に係るもの  

１の接続契約者回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

０．５Ｍｂ／ｓ ２４，０００円 (税込２５，２００円) 

１Ｍｂ／ｓ ２５，０００円 (税込２６，２５０円) 

２Ｍｂ／ｓ ５０，０００円 (税込５２，５００円) 

３Ｍｂ／ｓ ６０，０００円 (税込６３，０００円) 

４Ｍｂ／ｓ ６５，０００円 (税込６８，２５０円) 

５Ｍｂ／ｓ ７０，０００円 (税込７３，５００円) 

１０Ｍｂ／ｓ ８０，０００円 (税込８４，０００円) 

２０Ｍｂ／ｓ ９９，０００円 (税込１０３，９５０円) 

３０Ｍｂ／ｓ １１８，０００円 (税込１２３，９００円) 

４０Ｍｂ／ｓ １３６，０００円 (税込１４２，８００円) 

５０Ｍｂ／ｓ １５０，０００円 (税込１５７，５００円) 

１００Ｍｂ／ｓ ２５０，０００円 (税込２６２，５００円)   

２００Ｍｂ／ｓ ６５０，０００円 (税込６８２，５００円)   

３００Ｍｂ／ｓ ７００，０００円 (税込７３５，０００円)   

４００Ｍｂ／ｓ ９５０，０００円 (税込９９７，５００円)   



 88 

５００Ｍｂ／ｓ １，２００，０００円 (税込１，２６０，０００円)   

１Ｇｂ／ｓ ２，５００，０００円 (税込２，６２５，０００円)   

 

 

ｄ 契約者回線に係るもの  

１の契約者回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ ８０，０００円 (税込８４，０００円) 

１００Ｍｂ／ｓ ２５０，０００円 (税込２６２，５００円) 

１Ｇｂ／ｓ ２，５００，０００円 (税込２，６２５，０００円) 

 

(2)－２ 加算額 

種 別 単 位 区  分 料金額（月額） 

 (ｱ) 区域外線路    別に算定する実費 

 (ｲ) データ伝送装置 

 

 

 

 

 

 

 

データ伝送装置 

 Ⅹ型の場合 

 

 

 

 

１台ごとに 

 

 

 

 

 

0.5Mb/s、

1Mb/s～5Mb/s

（1Mb/s 毎）、

10Mb/s 又は

100Mb/s 用のも

の 

４，０００円 

(税込４，２００円) 

 

 

 

 

データ伝送装置 

 ⅩⅠ型の場合 

１台ごとに 

 

1Gb/s 用のもの 

 

４０，０００円 

(税込４２，０００

円) 

 

(3) 第３種イーサネット通信網サービス（臨時第３種イーサネット通信網契約に係るものを除きます。）の料

金額 

(3)－１ 基本額 

(ｱ) 基本料 

    ａ 特定他社接続回線に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

０．５Ｍｂ／ｓ ３５，０００円 (税込３６，７５０円) 

１Ｍｂ／ｓ ５０，０００円 (税込５２，５００円) 

２Ｍｂ／ｓ ５７，０００円 (税込５９，８５０円) 

３Ｍｂ／ｓ ６２，０００円 (税込６５，１００円) 

４Ｍｂ／ｓ ７２，０００円 (税込７５，６００円) 

５Ｍｂ／ｓ ８２，０００円 (税込８６，１００円) 

１０Ｍｂ／ｓ ９２，０００円 (税込９６，６００円) 

１００Ｍｂ／ｓ １３２，０００円 (税込１３８，６００円) 

１Ｇｂ／ｓ ４５２，０００円 (税込４７４，６００円) 

 

ｂ 端末回線に係るもの 

 １の端末回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ ９２，０００円 (税込９６，６００円)  

１００Ｍｂ／ｓ １３２，０００円 (税込１３８，６００円)  

１Ｇｂ／ｓ ４５２，０００円 (税込４７４，６００円)  
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(3)－２ 加算額 

種 別 単 位 区  分 料金額（月額） 

 (ｱ) 区域外線路   別に算定する実費 

 (ｲ) データ伝送装置 

  

 

 

データ伝送装置 

 Ⅹ型の場合 

 

 

１台ごとに 

 

 

 

0.5Mb/s、1Mb/s～

5Mb/s（1Mb/s

毎）、10Mb/s 又は

100Mb/s 用のもの 

４，０００円 

(税込４，２００円) 

 

 

 
データ伝送装置 

 ⅩⅠ型の場合 

１台ごとに 

 

1Gb/s 用のもの 

 

４０，０００円 

(税込４２，０００

円) 

 

(4) 旧イーサネット通信網サービスに係る中継接続料 

ａ サービス間中継伝送に係るもの 

 １の中継接続ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ ５０，０００円 (税込５２，５００円) 

１００Ｍｂ／ｓ ２５０，０００円 (税込２６２，５００円) 

３００Ｍｂ／ｓ ７５０，０００円 (税込７８７，５００円) 

６００Ｍｂ／ｓ １，５００，０００円 (税込１，５７５，０００円) 

１Ｇｂ／ｓ ２，５００，０００円 (税込２，６２５，０００円) 

 

ｂ サービス間中継伝送Ⅱに係るもの 

１の中継接続ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ   ２０，０００円（税込２１，０００円）  

１００Ｍｂ／ｓ １００，０００円（税込１０５，０００円）  

 

ｃ ゾーン間中継伝送に係るもの 

１の中継接続ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１Ｍｂ／ｓ ５５，０００円 (税込５７，７５０円) 

２Ｍｂ／ｓ ６０，０００円 (税込６３，０００円) 

３Ｍｂ／ｓ ６５，０００円 (税込６８，２５０円) 

４Ｍｂ／ｓ ７０，０００円 (税込７３，５００円) 

５Ｍｂ／ｓ ７５，０００円 (税込７８，７５０円) 

６Ｍｂ／ｓ ８０，０００円 (税込８４，０００円) 

７Ｍｂ／ｓ ８５，０００円 (税込８９，２５０円) 

８Ｍｂ／ｓ ９０，０００円 (税込９４，５００円) 

９Ｍｂ／ｓ ９５，０００円 (税込９９，７５０円) 

１０Ｍｂ／ｓ １００，０００円 (税込１０５，０００円) 

１２Ｍｂ／ｓ １２０，０００円 (税込１２６，０００円) 

１４Ｍｂ／ｓ １４０，０００円 (税込１４７，０００円) 

１６Ｍｂ／ｓ １６０，０００円 (税込１６８，０００円) 

１８Ｍｂ／ｓ １８０，０００円 (税込１８９，０００円) 

２０Ｍｂ／ｓ ２００，０００円 (税込２１０，０００円) 
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３０Ｍｂ／ｓ ３００，０００円 (税込３１５，０００円) 

４０Ｍｂ／ｓ ４００，０００円 (税込４２０，０００円) 

５０Ｍｂ／ｓ ４６０，０００円 (税込４８３，０００円) 

６０Ｍｂ／ｓ ５２０，０００円 (税込５４６，０００円) 

７０Ｍｂ／ｓ ５８０，０００円 (税込６０９，０００円) 

８０Ｍｂ／ｓ ６４０，０００円 (税込６７２，０００円) 

９０Ｍｂ／ｓ ７００，０００円 (税込７３５，０００円) 

１００Ｍｂ／ｓ ７５０，０００円 (税込７８７，５００円) 

３００Ｍｂ／ｓ ２，２５０，０００円 (税込２，３６２，５００円) 

６００Ｍｂ／ｓ ４，５００，０００円 (税込４，７２５，０００円) 

１Ｇｂ／ｓ ７，５００，０００円 (税込７，８７５，０００円) 

 

ｄ 県内ゾーン間中継伝送に係るもの 

 １の中継接続ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１０Ｍｂ／ｓ １０４，０００円 (税込１０９，２００円)  

１００Ｍｂ／ｓ ３５４，０００円 (税込３７１，７００円)   

１Ｇｂ／ｓ ２，７５８，０００円 (税込２，８９５，９００円) 

（経過措置） 

10 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

11 この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、

なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 21 年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 21年６月 25日から実施します。 

 

附 則     

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 21年９月３日から実施します。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 22 年１月 25 日から実施します。 

（回線群多重機能に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している回線群多重機能を利用するイーサネット通信

網サービスについては、この改正規定実施の日において、改正後の料金表の規定により提供する回線群多重機

能Ⅰに係るものに移行したものとみなします。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
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附 則     

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 22年４月１日から実施します。 

 

附 則     

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 22年６月１日から実施します。 

 

附 則     

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 22年７月１日から実施します。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 22 年７月 12 日から実施します。  

（旧イーサネット通信網契約の当社指定日に係る経過措置）  

２ 当社は、平成 21 年６月 15日実施（J09007755）の附則に定める「当社指定日」を平成 22年 12 月 31日まで

のいずれかの日とします。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、

なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 22 年 10 月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 22 年 11 月１日から実施します。 

（旧デジタルデータ契約に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、デジタルデータサービス契約約款（日本テレコムＩＤＣ株式会社との合併によ

り、平成17年７月１日から当社が定めるものをいいます。以下同じとします。）の平成18年６月１日実施

（J06903024）の附則に定めるところにより、当社が締結している次の表の左欄の契約は、この改正規定実施の

日以降の別に定める日（以下この附則において「当社指定日」といいます。）において、それぞれ改正後のこ

の約款の規定により当社が締結した同表の右欄の契約に移行したものとみなします。 

ただし、当社が別に定める場合又は旧デジタルデータ契約者（同表に定める旧デジタルデータ契約を締結し

ているものをいいます。）から申出がある場合は、この限りでありません。 

旧第１種イーサネット型通信サービス（タイプ１に限

ります。）に係るデジタルデータ契約（以下この附則

において「旧デジタルデータ契約」といいます。） 

 

 

第４種イーサネット通信網サービス（特定他社接続回

線に係るもののうち料金表に定めるイーサ伝送相当回

線のクラス２を利用するもの（以下「特定イーサ伝送

相当回線」といいます。）に限ります。）に係る第４

種イーサネット通信網契約 

（特定イーサ伝送相当回線が所属する契約者回線群に関する経過措置） 

３ 附則２において、移行後の第４種イーサネット通信網契約に係る第４種イーサネット通信網契約者は、当該

契約に係る特定イーサ伝送相当回線が所属する契約者回線群を指定するものとします。 

この場合に、新たに契約者回線群を設けることとなるときは、当社は、約款第 56 条（第４種イーサネット通

信網契約申込の方法）の規定に準じて取り扱います。 

（特定イーサ伝送相当回線に係る端末設備の提供に関する経過措置） 

４ 附則２において、当社は、移行後の第４種イーサネット通信網契約に係る特定イーサ伝送相当回線について、

改正後のこの約款に定めるところにより、第４種イーサネット通信網サービスの特定他社接続回線に係るもの

のうち、料金表に定めるイーサ伝送相当回線に係る端末設備を提供するものとします。 
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（第４種イーサネット通信網サービスの提供地域に係る種類に関する経過措置） 

５ 附則２において、当社は、旧デジタルデータ契約に係る旧第１種イーサネット型通信サービス（タイプ１に

限り、以下この附則において「特定第１種イーサネット型通信サービス」といいます。）の契約者回線群の構

成に応じて、移行後の第４種イーサネット通信網サービスの提供地域に係る種類を指定するものとします。 

（特定イーサ伝送相当回線の品目に関する経過措置） 

６ 附則２において、移行後の第４種イーサネット通信網契約に係る特定イーサ伝送相当回線の品目について、

特定第１種イーサネット型通信サービスの加入ポートに係る品目に相当するものを当社が定めるものとします。 

（大容量利用に係る料金の適用に関する経過措置） 

７ 附則２において、当社は、当社指定日より、移行後の第４種イーサネット通信網契約に係る特定イーサ伝送

相当回線について、改正後のこの約款に定める大容量利用に係る料金の適用を行うものとします。 

（経過措置） 

８ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

９ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の請求の取扱いについては、

なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 23年１月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 23 年１月 24 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 23 年４月１日から実施します。 

（特定他社接続回線を使用する第４種イーサネット通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第４種イーサネット通信網サービスの特定他

社接続回線に係るもの（高速ディジタル伝送相当回線又はＡＴＭ専用相当回線のものであって株式会社ケイ・

オプティコムに係るものに限ります。）に関する料金その他の取扱いは、なお従前のとおりとします。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 23 年７月１日から実施します。 

（特定他社接続回線を使用する第４種イーサネット通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第４種イーサネット通信網サービスの特定他

社接続回線に係るもの（高速ディジタル伝送相当回線のものであって東北インテリジェント通信株式会社、Ｋ

ＤＤＩ株式会社又は中部テレコミュニケーション株式会社に係るもの及びＡＴＭ専用相当回線のものであって

北海道総合通信網株式会社、東北インテリジェント通信株式会社、ＫＤＤＩ株式会社又は中部テレコミュニケ

ーション株式会社に係るもの（ＫＤＤＩ株式会社に係るものは、旧株式会社パワードコムに係るものとしま

す。）に限ります。）に関する料金その他の取扱いは、なお従前のとおりとします。 

（付加機能に関する経過措置） 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している特定サービス接続機能Ⅱ（第１種データホス

ティングサービスに係るものに限ります。以下この附則において同じとします。）に関する料金その他の取扱

いは、次に規定するものを除いて、なお従前のとおりとします。 
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区   分 単位 料金額（月額） 

特

定

サ

ー

ビ

ス

接

続

機

能

Ⅱ

 

特定サービス（データホスティングサービス契約約款に規定する第１種デ

ータホスティングサービスのタイプ１に限ります。以下この欄において同

じとします。）に関する電気通信回線設備と接続する機能をいいます。 

１の契約

者回線群

ごとに 

― 

備 

 

 

 

考 

(1) 当社は、回線群代表者である第４種イーサネット通信網契約者（臨時第４種イーサネット

通信網契約者を除きます。以下この欄において同じとします。）から請求があったときに限

り、この特定サービス接続機能Ⅱを提供します。 

(2) (1)の請求があった場合において、その契約者回線群に所属する契約者回線等に係る全ての

イーサネット通信網契約者は、この機能を利用することができます。 

  ただし、その契約者回線群の構成に応じて、中継接続が必要となることがあります。 

(3) 当社は、特定サービス接続機能Ⅱの付加機能使用料について、特定サービスに係る料金と

併せて設定するものとし、その取扱い（第 93 条(責任の制限)に関する規定を含みます。）に

ついてはデータホスティングサービス契約約款に定めるものとします。 

（経過措置） 

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 23 年７月 29 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 23 年 10 月１日から実施します。 

（端末回線を使用する第４種イーサネット通信網契約の経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第４種イーサネット通信網サービスに係る端

末回線のうち、イーサ伝送相当回線に係るものを利用する第４種イーサネット通信網契約者は、この改正規定

実施の日において、改正後の約款の規定により提供する第４種イーサネット通信網サービスの端末回線のうち、

イーサ伝送相当回線であって一般型に係るものを利用する第４種イーサネット通信網契約者に移行したものと

みなします。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 23 年 11 月 16 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 23 年 12月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 24 年１月１日から実施します。 

（特定他社接続回線を使用する第４種イーサネット通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第４種イーサネット通信網サービスのうち光

伝送相当回線に係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金その他の取扱いは、次に規定するものを除
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いて、なお従前のとおりとします。 

(1) 料金額については、次に定める額とします。 

ア 基本額 

(ｱ) 特定他社接続回線に係るもの 

ａ 光伝送相当回線に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 
料金額（月額） 

全国型 ゾーン型 

 ２Ｍｂ／ｓ ５０，０００円(税込５２，５００円) ４８，０００円(税込５０，４００円) 

１０Ｍｂ／ｓ ７０，０００円(税込７３，５００円) ６８，０００円(税込７１，４００円) 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 24 年３月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 24年７月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 24 年７月２日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 24 年８月１日から実施します。 

（特定他社接続回線を使用する第４種イーサネット通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第４種イーサネット通信網サービスの特定他

社接続回線に係るもの（高速ディジタル伝送相当回線又はＡＴＭ専用相当回線のものであって株式会社エネル

ギア・コミュニケーションズ又は株式会社ＳＴＮｅｔに係るものに限ります。）に関する料金その他の取扱い

は、なお従前のとおりとします。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 24年８月 28日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 24 年 10月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 24 年 11 月１日から実施します。 

（経過措置） 
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２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 25 年１月 16 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 25年３月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 25 年４月 15 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 25年５月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 25 年７月１日から実施します。 

（特定他社接続回線を使用する第４種イーサネット通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第４種イーサネット通信網サービスの特定他

社接続回線に係るもの（高速ディジタル伝送相当回線のものであって北海道総合通信網株式会社、九州通信ネ

ットワーク株式会社又は沖縄通信ネットワーク株式会社に係るもの及びＡＴＭ専用相当回線のものであって九

州通信ネットワーク株式会社又は沖縄通信ネットワーク株式会社に係るものに限ります。）に関する料金その

他の取扱いは、なお従前のとおりとします。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 25 年７月 16 日から実施します。ただし、論理チャネルに係る電気通信サービスがＩ

Ｐデータサービスである第５種イーサネット通信網サービスに係る変更については、平成 25年８月 12 日から実

施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 25 年 12月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 26年１月１日から実施します。 
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附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年４月１日から実施します。 

（消費税相当額に関する経過措置） 

２ 平成 16 年 12 月１日実施の附則から平成 24 年１月１日実施の附則に規定する税込価額については、平成 26

年３月 31日までの消費税相当額により算出した額とし、この改正規定実施の日において、当該附則に規定する

税抜価額に消費税相当額を加算した額に読み替えるものとします。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

この改正規定は、平成 26年７月 1 日から実施します。 

 

附 則     

（実施期日） 

この改正規定は、平成 26年９月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 26 年 12 月８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年１月５日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年１月 10 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年４月１日から実施します。 

（接続契約者回線を使用する第４種イーサネット通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第４種イーサネット通信網サービスのうちＩ

Ｐ通信網相当回線に係る接続契約者回線を使用するものに関する料金その他の取扱いは、次に規定するものを

除いて、なお従前のとおりとします。 

(1) 料金額については、次に定める額とします。 

ア 基本額 

(ｱ) 接続契約者回線に係るもの 

ａ ＩＰ通信網相当回線に係るもの 

１の接続契約者回線ごとに 

品  目 
料金額（月額） 

全国型 ゾーン型 

２０Ｍｂ／ｓ ２６，０００円(税抜) ２４，０００円(税抜) 
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（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年５月１日から実施します。 

（特定他社接続回線を使用する第４種イーサネット通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第４種イーサネット通信網サービスのうちＤ

ＳＬ伝送相当回線に係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金その他の取扱いは、次に規定するもの

を除いて、なお従前のとおりとします。 

(1) 料金額については、次に定める額とします。 

ア 基本額 

(ｱ) 特定他社接続回線に係るもの 

ａ ＤＳＬ伝送相当回線に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに    

品 目 

料金額（月額） 

通常クラスのもの プレミアクラスのもの 

全国型 ゾーン型 全国型 ゾーン型 

１２Ｍｂ／ｓ 
４４，０００円 

(税抜) 

３７，０００円 

(税抜) 

６６，０００円 

(税抜) 

６２，０００円 

(税抜) 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則     

（実施期日） 

この改正規定は、平成 27年７月 1 日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年７月 17 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年８月１日から実施します。 

（特定他社接続回線を使用する第４種イーサネット通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第４種イーサネット通信網サービスのうち、

高速ディジタル伝送相当回線、ＡＴＭ専用相当回線及びデータ伝送相当回線（ＡＴＭデータ契約者回線（特定

事業者のデータ伝送サービス契約約款に規定するＡＴＭデータ通信網サービスの契約者回線に係る部分をいい

ます。以下この附則において同じとします。）に係る部分を除きます。以下この附則２において同じとしま

す。）に係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金その他の取扱いは、次に規定するものを除いて、

なお従前のとおりとします。 

(1) 第４種イーサネット通信網サービス（臨時第４種イーサネット通信網契約に係るものを除きます。）の料金

額については、次に定める額とします。 

  (1)－１ 基本額 

ア 基本料 

   (ｱ) 特定他社接続回線に係るもの 

     ａ 高速ディジタル伝送相当回線に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 
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１２８Ｋｂ／ｓ ４６，０００円 (税抜) 

５１２Ｋｂ／ｓ １３０，０００円 (税抜) 

１．５Ｍｂ／ｓ ２３０，０００円 (税抜) 

 

ｂ ＡＴＭ専用相当回線に係るもの 

      ① 全国型に係るもの 

 １の特定他社接続回線ごとに 

品目 
料金額（月額） 

エリア１ エリア２ エリア３ エリア４ エリア５ エリア６ 

0.5Mb/s 
258,000 円 

(税抜) 

271,000 円 

(税抜) 

274,000円 

(税抜) 

283,000 円 

(税抜) 

307,000 円 

(税抜) 

397,000 円 

(税抜) 

1Mb/s 
279,000 円 

(税抜) 

305,000 円 

(税抜) 

311,000円 

(税抜) 

329,000 円 

(税抜) 

377,000 円 

(税抜) 

557,000 円 

(税抜) 

2Mb/s 
321,000 円 

(税抜) 

371,000 円 

(税抜) 

383,000 円 

(税抜) 

419,000 円 

(税抜) 

515,000 円 

(税抜) 

875,000 円 

(税抜) 

3Mb/s 
350,000 円 

(税抜) 

422,000 円 

(税抜) 

439,000 円 

(税抜) 

490,000 円 

(税抜) 

626,000 円 

(税抜) 

1,136,000 円 

(税抜) 

4Mb/s 
409,000 円 

(税抜) 

503,000 円 

(税抜) 

525,000 円 

(税抜) 

591,000 円 

(税抜) 

767,000 円 

(税抜) 

1,427,000 円 

(税抜) 

5Mb/s 
448,000 円 

(税抜) 

560,000 円 

(税抜) 

586,000 円 

(税抜) 

664,000 円 

(税抜) 

872,000 円 

(税抜) 

1,652,000 円 

(税抜) 

6Mb/s 
478,000 円 

(税抜) 

607,000 円 

(税抜) 

636,000 円 

(税抜) 

723,000 円 

(税抜) 

955,000 円 

(税抜) 

1,825,000 円 

(税抜) 

7Mb/s 
534,000 円 

(税抜) 

675,000 円 

(税抜) 

707,000 円 

(税抜) 

803,000 円 

(税抜) 

1,059,000 円 

(税抜) 

2,019,000 円 

(税抜) 

8Mb/s 
578,000 円 

(税抜) 

731,000 円 

(税抜) 

766,000 円 

(税抜) 

871,000 円 

(税抜) 

1,151,000 円 

(税抜) 

2,201,000 円 

(税抜) 

9Mb/s 
618,000 円 

(税抜) 

783,000 円 

(税抜) 

821,000 円 

(税抜) 

935,000 円 

(税抜) 

1,239,000 円 

(税抜) 

2,379,000 円 

(税抜) 

10Mb/s 
659,000 円 

(税抜) 

834,000 円 

(税抜) 

875,000 円 

(税抜) 

998,000 円 

(税抜) 

1,326,000 円 

(税抜) 

2,556,000 円 

(税抜) 

12Mb/s 
701,000 円 

(税抜) 

900,000 円 

(税抜) 

947,000 円 

(税抜) 

1,088,000 円 

(税抜) 

1,464,000 円 

(税抜) 

2,874,000 円 

(税抜) 

20Mb/s 
868,000 円 

(税抜) 

1,163,000 円 

(税抜) 

1,234,000 円 

(税抜) 

1,447,000 円 

(税抜) 

2,015,000 円 

(税抜) 

4,145,000 円 

(税抜) 

30Mb/s 
1,049,000 円 

(税抜) 

1,464,000 円 

(税抜) 

1,565,000 円 

(税抜) 

1,868,000 円 

(税抜) 

2,676,000 円 

(税抜) 

5,706,000 円 

(税抜) 

40Mb/s 
1,221,000 円 

(税抜) 

1,756,000 円 

(税抜) 

1,887,000 円 

(税抜) 

2,280,000 円 

(税抜) 

3,328,000 円 

(税抜) 

7,258,000 円 

(税抜) 

50Mb/s 
1,440,000 円 

(税抜) 

2,060,000 円 

(税抜) 

2,209,000 円 

(税抜) 

2,656,000 円 

(税抜) 

3,848,000 円 

(税抜) 

8,318,000 円 

(税抜) 

60Mb/s 
1,500,000 円 

(税抜) 

2,160,000 円 

(税抜) 

2,319,000 円 

(税抜) 

2,796,000 円 

(税抜) 

4,068,000 円 

(税抜) 

8,838,000 円 

(税抜) 

70Mb/s 
1,550,000 円 

(税抜) 

2,250,000 円 

(税抜) 

2,419,000 円 

(税抜) 

2,926,000 円 

(税抜) 

4,278,000 円 

(税抜) 

9,348,000 円 

(税抜) 

80Mb/s 
1,600,000 円 

(税抜) 

2,340,000 円 

(税抜) 

2,519,000 円 

(税抜) 

3,056,000 円 

(税抜) 

4,488,000 円 

(税抜) 

9,858,000 円 

(税抜) 

90Mb/s 
1,650,000 円 

(税抜) 

2,430,000 円 

(税抜) 

2,619,000 円 

(税抜) 

3,186,000 円 

(税抜) 

4,698,000 円 

(税抜) 

10,368,000 円

(税抜) 

100Mb/s 
1,700,000 円 

(税抜) 

2,520,000 円 

(税抜) 

2,719,000 円 

(税抜) 

3,316,000 円 

(税抜) 

4,908,000 円 

(税抜) 

10,878,000 円

(税抜) 

120Mb/s 
1,800,000 円 

(税抜) 

2,700,000 円 

(税抜) 

2,919,000 円 

(税抜) 

3,576,000 円 

(税抜) 

5,328,000 円 

(税抜) 

11,898,000 円

(税抜) 
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備考 

１ 料金額は、加入料金区域（特定他社接続回線の終端（特定事業者の契約約款に規定する終端をいい、相

互接続点に係るものを除きます。以下同じとします。）が所属する単位料金区域ごとに、当社が附則別表

に定める区域をいいます。）に基づき適用するものとします。 

２ 改正前の料金表に定める通信の態様による細目が２芯式の場合においては、０．５Mb/s から４０Mb/s の

品目について、この表の各区分の料金額に 68,000 円(税抜)を加算するものとします。 

 

② ゾーン型に係るもの 

  １の特定他社接続回線ごとに 

品目 
料金額（月額） 

エリア１ エリア２ エリア３ エリア４ エリア５ エリア６ 

0.5Mb/s 
210,000 円 

(税抜) 

221,000 円 

(税抜) 

223,000円 

(税抜) 

230,000 円 

(税抜) 

250,000 円 

(税抜) 

323,000円 

(税抜) 

1Mb/s 
229,000 円 

(税抜) 

250,000 円 

(税抜) 

255,000円 

(税抜) 

270,000 円 

(税抜) 

309,000 円 

(税抜) 

456,000 円 

(税抜) 

2Mb/s 
265,000 円 

(税抜) 

307,000 円 

(税抜) 

317,000 円 

(税抜) 

346,000 円 

(税抜) 

426,000 円 

(税抜) 

723,000 円 

(税抜) 

3Mb/s 
291,000 円 

(税抜) 

351,000 円 

(税抜) 

365,000 円 

(税抜) 

407,000 円 

(税抜) 

520,000 円 

(税抜) 

944,000 円 

(税抜) 

4Mb/s 
341,000 円 

(税抜) 

420,000 円 

(税抜) 

438,000 円 

(税抜) 

493,000 円 

(税抜) 

640,000 円 

(税抜) 

1,191,000 円 

(税抜) 

5Mb/s 
375,000 円 

(税抜) 

469,000 円 

(税抜) 

491,000 円 

(税抜) 

556,000 円 

(税抜) 

730,000 円 

(税抜) 

1,383,000 円 

(税抜) 

6Mb/s 
401,000 円 

(税抜) 

509,000 円 

(税抜) 

534,000 円 

(税抜) 

607,000 円 

(税抜) 

802,000 円 

(税抜) 

1,532,000 円 

(税抜) 

7Mb/s 
449,000 円 

(税抜) 

568,000 円 

(税抜) 

595,000 円 

(税抜) 

675,000 円 

(税抜) 

891,000 円 

(税抜) 

1,698,000 円 

(税抜) 

8Mb/s 
487,000 円 

(税抜) 

616,000 円 

(税抜) 

645,000 円 

(税抜) 

734,000 円 

(税抜) 

970,000 円 

(税抜) 

1,854,000 円 

(税抜) 

9Mb/s 
521,000 円 

(税抜) 

660,000 円 

(税抜) 

693,000 円 

(税抜) 

789,000 円 

(税抜) 

1,045,000 円 

(税抜) 

2,007,000 円 

(税抜) 

10Mb/s 
556,000 円 

(税抜) 

704,000 円 

(税抜) 

739,000 円 

(税抜) 

843,000 円 

(税抜) 

1,120,000 円 

(税抜) 

2,158,000 円 

(税抜) 

12Mb/s 
593,000 円 

(税抜) 

761,000 円 

(税抜) 

801,000 円 

(税抜) 

920,000 円 

(税抜) 

1,239,000 円 

(税抜) 

2,431,000 円 

(税抜) 

20Mb/s 
737,000 円 

(税抜) 

988,000 円 

(税抜) 

1,048,000 円 

(税抜) 

1,229,000 円 

(税抜) 

1,712,000 円 

(税抜) 

3,521,000 円 

(税抜) 

30Mb/s 
842,000 円 

(税抜) 

1,175,000 円 

(税抜) 

1,256,000 円 

(税抜) 

1,499,000 円 

(税抜) 

2,148,000 円 

(税抜) 

4,579,000 円 

(税抜) 

40Mb/s 
993,000 円 

(税抜) 

1,428,000 円 

(税抜) 

1,535,000 円 

(税抜) 

1,855,000 円 

(税抜) 

2,707,000 円 

(税抜) 

5,904,000 円 

(税抜) 

50Mb/s 
1,182,000 円 

(税抜) 

1,690,000 円 

(税抜) 

1,813,000 円 

(税抜) 

2,179,000 円 

(税抜) 

3,158,000 円 

(税抜) 

6,826,000 円 

(税抜) 

60Mb/s 
1,239,000 円 

(税抜) 

1,784,000 円 

(税抜) 

1,915,000 円 

(税抜) 

2,309,000 円 

(税抜) 

3,359,000 円 

(税抜) 

7,298,000 円 

(税抜) 

70Mb/s 
1,286,000 円 

(税抜) 

1,866,000 円 

(税抜) 

2,007,000 円 

(税抜) 

2,427,000 円 

(税抜) 

3,549,000 円 

(税抜) 

7,755,000 円 

(税抜) 

80Mb/s 
1,332,000 円 

(税抜) 

1,948,000 円 

(税抜) 

2,097,000 円 

(税抜) 

2,544,000 円 

(税抜) 

3,736,000 円 

(税抜) 

8,207,000 円 

(税抜) 

90Mb/s 
1,378,000 円 

(税抜) 

2,029,000 円 

(税抜) 

2,187,000 円 

(税抜) 

2,660,000 円 

(税抜) 

3,922,000 円 

(税抜) 

8,656,000 円 

(税抜) 

100Mb/s 
1,423,000 円 

(税抜) 

2,109,000 円 

(税抜) 

2,275,000 円 

(税抜) 

2,775,000 円 

(税抜) 

4,107,000 円 

(税抜) 

9,103,000 円 

(税抜) 
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120Mb/s 
1,512,000 円 

(税抜) 

2,268,000 円 

(税抜) 

2,451,000 円 

(税抜) 

3,003,000 円 

(税抜) 

4,475,000 円 

(税抜) 

9,992,000 円 

(税抜) 

備考 

１ 料金額は、加入料金区域（特定他社接続回線の終端が所属する単位料金区域ごとに、当社が附則別表に定

める区域をいいます。）に基づき適用するものとします。 

２ 改正前の料金表に定める通信の態様による細目が２芯式の場合においては、０．５Mb/sから４０Mb/s の

品目について、この表の各区分の料金額に 68,000 円(税抜)を加算するものとします。 

 

     ｃ データ伝送相当回線に係るもの 

      ① クラス１に係るデータ伝送相当回線のもの 

 １の特定他社接続回線ごとに 

品  目 
料金額（月額） 

全国型 ゾーン型 

０．５Ｍｂ／ｓ 
６３，９００円 

(税抜) 

６１，９００円 

(税抜) 

    １Ｍｂ／ｓ 
１０４，８００円 

(税抜) 

９５，８００円 

(税抜) 

    ２Ｍｂ／ｓ 
１６８，８００円 

(税抜) 

１２９，８００円 

(税抜) 

 

② クラス２に係るデータ伝送相当回線のもの 

 １の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

上限伝送速度 最低伝送速度 全国型 ゾーン型 

0.5Mb/s 0.1Mb/s 
４６，１００円 

(税抜) 

４５，１００円 

(税抜) 

0.5Mb/s 0.3Mb/s 
５４，７００円 

(税抜) 

５３，７００円 

(税抜) 

1Mb/s 0.1Mb/s 
５１，８００円 

(税抜) 

５０，８００円 

(税抜) 

1Mb/s 0.5Mb/s 
６７，５００円 

(税抜) 

６４，５００円 

(税抜) 

2Mb/s 0.2Mb/s 
８０，３００円 

(税抜) 

６９，３００円 

(税抜) 

2Mb/s 1.0Mb/s 
１１０，０００円 

(税抜) 

９９，０００円 

(税抜) 

3Mb/s 0.3Mb/s 
９０，９００円 

(税抜) 

７６，４００円 

(税抜) 

3Mb/s 1.5Mb/s 
１４３，２００円 

(税抜) 

１１８，２００円 

(税抜) 

4Mb/s 0.4Mb/s 
９９，５００円 

(税抜) 

８３，５００円 

(税抜) 

4Mb/s 2.0Mb/s 
１７６，４００円 

(税抜) 

１３７，４００円 

(税抜) 

5Mb/s 0.5Mb/s 
１０８，６００円 

(税抜) 

９１，１００円 

(税抜) 

5Mb/s 2.5Mb/s 
２０７，８００円 

(税抜) 

１５８，８００円 

(税抜) 

6Mb/s 0.6Mb/s 
１１６，８００円 

(税抜) 

９７，８００円 

(税抜) 

6Mb/s 3.0Mb/s 
２３９，２００円 

(税抜) 

１７９，２００円 

(税抜) 

7Mb/s 0.7Mb/s 
１２５，５００円 

(税抜) 

１０５，０００円 

(税抜) 
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7Mb/s 3.5Mb/s 
２６８，３００円 

(税抜) 

１９７，３００円 

(税抜) 

8Mb/s 0.8Mb/s 
１３４，１００円 

(税抜) 

１１２，１００円 

(税抜) 

8Mb/s 4.0Mb/s 
２９４，５００円 

(税抜) 

２１５，５００円 

(税抜) 

9Mb/s 0.9Mb/s 
１４２，７００円 

(税抜) 

１１９，２００円 

(税抜) 

9Mb/s 4.5Mb/s 
３１９，５００円 

(税抜) 

２３２，５００円 

(税抜) 

10Mb/s 1.0Mb/s 
１５２，２００円 

(税抜) 

１２７，２００円 

(税抜) 

10Mb/s 5.0Mb/s 
３４４，６００円 

(税抜) 

２４９，６００円 

(税抜) 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第４種イーサネット通信網サービスのうち、Ａ

ＴＭデータ契約者回線に係る特定他社接続回線に関する料金その他の取扱いは、次に規定するものを除いて、な

お従前のとおりとします。 

(1) 料金額については、次に定める額とします。 

ア 基本額 

(ｱ) 基本回線使用料 

ＡＴＭデータ契約者回線１回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

３Ｍｂ／ｓ １２，５００円（税抜）  

６Ｍｂ／ｓ １４，９００円（税抜）  

９Ｍｂ／ｓ １６，１００円（税抜） 

１２Ｍｂ／ｓ １７，３００円（税抜） 

１５Ｍｂ／ｓ １８，６００円（税抜） 

１８Ｍｂ／ｓ １９，９００円（税抜） 

２１Ｍｂ／ｓ ２１，１００円（税抜） 

２４Ｍｂ／ｓ ２２，３００円（税抜） 

２７Ｍｂ／ｓ ２３，７００円（税抜） 

３０Ｍｂ／ｓ ２４，９００円（税抜） 

３３Ｍｂ／ｓ ２６，２００円（税抜） 

３６Ｍｂ／ｓ ２７，４００円（税抜） 

３９Ｍｂ／ｓ ２８，７００円（税抜） 

４２Ｍｂ／ｓ ３０，０００円（税抜） 

（経過措置）  

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務について

は、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 27年９月 15日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 27 年 10 月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 
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附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 28年４月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年５月 30 日から実施します。 

（付加機能に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の付加機能の提供を受けている第４種イーサ

ネット通信網契約者は、この改正規定実施の日において、１の付加機能ごとに、改正後のこの約款の規定による

同表の右欄の契約を締結したものとみなします。 

特定サービス接続機能Ⅱのうち別に定めるサービスに

係るもの 

特定接続回線を使用する第４種イーサネット通信網契

約 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につ

いては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年６月 30 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 28 年 12 月１日から実施します。 

（特定他社接続回線を使用する第４種イーサネット通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第４種イーサネット通信網サービスのうちイ

ーサ伝送相当回線（クラス１に係るものに限ります。）に係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金

その他の取扱いは、次に規定するものを除いて、なお従前のとおりとします。 

(1) 料金額については、次に定める額とします。 

ア 基本額 

(ｱ) 特定他社接続回線 

ａ イーサ伝送相当回線 

① クラス１に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 
料金額（月額） 

全国型 ゾーン型 

０．５Ｍｂ／ｓ ７０，３００円（税抜） ６９，０００円（税抜） 

    １Ｍｂ／ｓ ７９，５００円（税抜） ７７，０００円（税抜） 

    ２Ｍｂ／ｓ １１８，０００円（税抜） １１３，０００円（税抜） 

    ３Ｍｂ／ｓ １４４，５００円（税抜） １３７，０００円（税抜） 

    ４Ｍｂ／ｓ １６６，０００円（税抜） １５６，０００円（税抜） 

    ５Ｍｂ／ｓ １８７，５００円（税抜） １７５，０００円（税抜） 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 29 年４月１日から実施します。 

（特定他社接続回線を使用する第４種イーサネット通信網サービスに関する経過措置） 
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２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第４種イーサネット通信網サービスのうちＡ

ＴＭ専用相当回線及びデータ伝送相当回線（東日本電信電話株式会社に係るものに限ります。）に係る特定他

社接続回線を使用するものに関する料金その他の取扱いは、なお従前のとおりとします。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 29年７月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成 29年９月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 30 年４月１日から実施します。 

（特定他社接続回線を使用する第４種イーサネット通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第４種イーサネット通信網サービスのうちＡ

ＴＭ専用相当回線およびデータ伝送相当回線に係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金その他の取扱

い（基本額のうち加算料の額の再算定を含みます。）は、なお従前のとおりとします。 

（高速ディジタル伝送相当回線に係る特定他社接続回線を使用する第４種イーサネット通信網サービスの廃

止） 

３ 平成 27 年８月１日実施の附則第２項に定める特定他社接続回線を使用する第４種イーサネット通信網サービ

スのうち、高速ディジタル伝送相当回線に係るものは、廃止します。 

（経過措置） 

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 31 年４月１日から実施します。 

（特定他社接続回線を使用する第４種イーサネット通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第４種イーサネット通信網サービスのうちイ

ーサ伝送相当回線（クラス１に係るものに限ります。）に係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金

その他の取扱いは、次に規定するものを除いて、なお従前のとおりとします。 

(1) 料金額については、次に定める額とします。 

ア 基本額 

(ｱ) 特定他社接続回線 

ａ イーサ伝送相当回線 

① クラス１に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 
料金額（月額） 

全国型 ゾーン型 

 １０Ｍｂ／ｓ ２２１，０００円（税抜） １９６，０００円（税抜） 

１００Ｍｂ／ｓ ７３６，０００円（税抜） ４８６，０００円（税抜） 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成 31 年４月 20 日から実施します。 

（特定他社接続回線を使用する第４種イーサネット通信網サービスに関する経過措置） 
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２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第４種イーサネット通信網サービスのうちイ

ーサ伝送相当回線（クラス２に係るものに限ります。）に係る特定他社接続回線を使用するものに関する料金

その他の取扱いは、次に規定するものを除いて、なお従前のとおりとします。 

(1) 料金額については、次に定める額とします。 

ア 基本額 

(ｱ) 特定他社接続回線 

ａ イーサ伝送相当回線 

① クラス２に係るもの 

１の特定他社接続回線ごとに 

品  目 
料金額（月額） 

全国型 ゾーン型 

０．５Ｍｂ／ｓ 
６４，０００円 

(税抜) 

５４，０００円 

(税抜) 

  １Ｍｂ／ｓ 
６６，０００円 

(税抜) 

５６，０００円 

(税抜) 

  ２Ｍｂ／ｓ 
８１，０００円 

(税抜) 

７０，０００円 

(税抜) 

   ３Ｍｂ／ｓ 
９６，０００円 

(税抜) 

８４，０００円 

(税抜) 

  ４Ｍｂ／ｓ 
１０４，０００円 

(税抜) 

９１，０００円 

(税抜) 

  ５Ｍｂ／ｓ 
１１３，０００円 

(税抜) 

９８，０００円 

(税抜) 

  ６Ｍｂ／ｓ 
１２１，０００円 

(税抜) 

１０６，０００円 

(税抜) 

  ７Ｍｂ／ｓ 
１３０，０００円 

(税抜) 

１１３，０００円 

(税抜) 

  ８Ｍｂ／ｓ 
１３８，０００円 

(税抜) 

１２１，０００円 

(税抜) 

  ９Ｍｂ／ｓ 
１４７，０００円 

(税抜) 

１２８，０００円 

(税抜) 

  １０Ｍｂ／ｓ 
１５６，０００円 

(税抜) 

１３６，０００円 

(税抜) 

 ２０Ｍｂ／ｓ 
１９６，０００円 

(税抜) 

１６６，０００円 

(税抜) 

  ３０Ｍｂ／ｓ 
２３６，０００円 

(税抜) 

２０６，０００円 

(税抜) 

 ４０Ｍｂ／ｓ 
２５８，０００円 

(税抜) 

２２６，０００円 

(税抜) 

 ５０Ｍｂ／ｓ 
２８１，０００円 

(税抜) 

２４６，０００円 

(税抜) 

 ６０Ｍｂ／ｓ 
３０４，０００円 

(税抜) 

２６６，０００円 

(税抜) 

 ７０Ｍｂ／ｓ 
３２７，０００円 

(税抜) 

２８６，０００円 

(税抜) 

 ８０Ｍｂ／ｓ 
３５０，０００円 

(税抜) 

３０６，０００円 

(税抜) 

 ９０Ｍｂ／ｓ 
３７３，０００円 

(税抜) 

３２６，０００円 

(税抜) 

１００Ｍｂ／ｓ 
３９６，０００円 

(税抜) 

３４６，０００円 

(税抜) 

２００Ｍｂ／ｓ 
６３０，０００円 

(税抜) 

４８０，０００円 

(税抜) 

３００Ｍｂ／ｓ 
８２０，０００円 

(税抜) 

６１０，０００円 

(税抜) 
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  １Ｇｂ／ｓ 
２，１６０，０００円 

(税抜) 

１，４６０，０００円 

(税抜) 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和元年８月 31日から実施します。 

（特定他社接続回線又は端末回線を使用する第４種イーサネット通信網サービスに関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第４種イーサネット通信網サービスの特定他

社接続回線に係るもの（高速ディジタル伝送相当回線のものに限ります。）又は端末回線に係るもの（高速デ

ィジタル伝送相当回線のものに限ります。）に関する料金その他の取扱いは、次に掲げるものを除いてなお従

前のとおりとします。 

   (1) 基本額 

     ア 臨時第４種イーサネット通信網契約以外のもの  

      (ｱ) 基本料 

       ａ 特定他社接続回線に係るもの 

        ① 高速ディジタル伝送相当回線に係るもの 

         ①－１ 接続基本料 

                                     １の特定他社接続回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１２８Ｋｂ／ｓ ３７，０００円 (税抜) 

 

 ①－２ 加算料 

１の特定他社接続回線ごとに、特定事業者との相互接続協定等により当社が特定事業者に支払う額（以下こ

の附則において「接続料」といいます。）に基づいて定額利用料の額を算定し、特定事業者、品目並びに区域

内及び区域外ごと（区域外については、その特定他社接続回線の回線距離ごととします。）の料金を別に定め

ます。 

この場合において、高速ディジタル伝送相当回線に係る特定他社接続回線の終端が、同一の単位料金区域

（特定事業者の電話サービスに関する契約約款及び料金表に規定する単位料金区域をいいます。）に所属する

場合は「区域内」に係る料金を適用し、所属しない場合は「区域外」に係る料金を適用します。 

なお、接続料の改定があったときは、加算料を再算定し、その改定があった暦月の初日から適用します。 

 

ｂ 端末回線に係るもの 

        ① 高速ディジタル伝送相当回線に係るもの  

１の端末回線ごとに 

品  目 料金額（月額） 

１２８Ｋｂ／ｓ ４４，０００円 (税抜) 

５１２Ｋｂ／ｓ １２４，０００円 (税抜)  

１．５Ｍｂ／ｓ ２１９，０００円 (税抜)  

 

   (2) 加算額 

     ア 臨時第４種イーサネット通信網契約以外のもの 

種 別 単 位 区  分 料金額（月額） 

(ｱ) 区域外線路 当社が別に算定する額 

 (ｲ) 回線接続装置 

：取扱局伝送設備との間で信号

の送受及び変換の機能を有す

るもの 

 回線接続装置 

 Ⅰ型の場合 

 

 

１台ごとに 

 

 

 

512Kb/ｓ又は

1.5Mb/s 用の

もの 

 

１９，０００円 

(税抜) 
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(ｳ) データ伝 

送装置 

ａ 高速ディジ

タル伝送相当

回線に係るも

の 

データ伝送装置

Ⅰ型の場合 

１台ごとに 128Kb/s 用 

のもの 

３，０００円 

(税抜) 

データ伝送装置

Ⅳ型の場合 

１台ごとに 512Kb/s 又は

1.5Mb/s 用の 

もの 

７，０００円 

(税抜) 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和２年３月 23日から実施します。 

（通信利用の制限に関する経過措置） 

２ 当社は、平成 27 年４月１日実施の附則第２項に定める第４種イーサネット通信網サービスのうちＩＰ通信網

相当回線に係る接続契約者回線を使用するものについて、通信が著しくふくそうしたとき又はふくそうするおそ

れがあるときは、第４種イーサネット通信網サービスに係る通信速度を制限することがあります。 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和３年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、令和３年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務につい

ては、なお従前のとおりとします。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、令和４年４月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、令和４年７月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、令和５年４月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、令和５年７月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、令和６年 10月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 
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 この改正規定は、令和７年４月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、令和７年７月１日から実施します。 
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附則別表 加入料金区域 

区域区分 単  位  料  金  区  域  の  名  称 

エリア１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森、赤磐、秋田、旭川、厚木、池田、石岡、伊勢崎、市川、一関、一宮、市原、茨木、揖

斐川、岩出、磐田、宇治、宇都宮、浦和、大分、大垣、大阪、大津、岡山、邑久、帯広、小

山、尾張横須賀、鹿児島、柏、春日井、金沢、鹿沼、鹿屋、刈谷、川口、川崎、北九州、北

見、岐阜、京都、釧路、下松、熊谷、熊本、倉敷、呉、桑名、郡家、高知、甲府、神戸、郡

山、国分寺、小松、小松島、佐賀、堺、寒河江、相模原、佐世保、札幌、静岡、渋川、上

越、白河、須賀川、仙台、草加、総社、高岡、高崎、高富、高松、滝川、立川、竜野、田

原、千葉、津、津島、土浦、東京、徳島、徳山、栃木、鳥取、苫小牧、富岡、富山、豊橋、

富田林、長岡、長崎、中津、長野、名古屋、那覇、奈良、新潟、西尾、西宮、韮崎、沼津、

寝屋川、函館、八王子、八戸、廿日市、浜松、半田、東松山、姫路、平塚、弘前、広島、福

井、福岡、福島、福山、藤岡、藤沢、船橋、別府、前橋、松江、松本、松山、丸亀、水戸、

三春、宮崎、武蔵野三鷹、盛岡、八尾、八代、山形、山口、大和高田、山梨、横浜、四日

市、米沢、和歌山 

エリア２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相生、鯵ヶ沢、芦別、阿南、甘木、新井、飯塚、飯山、諫早、石狩、石狩深川、石川、和

泉、伊勢、伊東、井原、指宿、今市、岩沼、因島、上田、魚津、臼杵、青梅、大河原、大瀬

戸、太田、大根占、大野、男鹿、岡崎、小田原、尾道、加賀、加計、掛川、加古川、笠岡、

笠間、鰍沢青柳、加治木、鹿島、柏崎、蟹田、亀岡、亀山、鴨方、加茂川、鴨島、烏山、川

越、観音寺、木古内、岸和田貝塚、木次、杵築、桐生、久喜、久万、小出、古河、五条、五

所川原、御殿場、佐川、佐野、三条、三田、三戸、三本松、鹿部、新発田、志布志、島田、

下市、修善寺大仁、白糠、新城、須崎、諏訪、関、瀬戸、園部、高鍋、高梁、武雄、武生、

玉名、玉野、千歳、天竜、東金、当別、十勝池田、十勝清水、所沢、土佐山田、土庄、豊

田、十和田、長井、中野、成田、新津、二本松、丹生谷、沼田、榛原、萩、早来、播磨山

崎、東広島、備前、常陸太田、常陸大宮、美幌、平戸、福崎、福野、富士、富士宮、府中、

豊後高田、防府、鉾田、本庄、前原、巻、松阪、松橋、三重、三木、水沢、水海道、水口、

美祢、美濃加茂、鵡川、宗像、村山、真岡、茂原、安来、安塚、柳井、矢部、山鹿、大和榛

原、湯浅、行橋、横須賀、吉田、吉野、竜ケ崎、嶺北 

エリア３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会津若松、安芸、安芸吉田、阿児、足利、厚岸、網走、天草、石巻、出水、出雲、潮来、糸

魚川、伊那、今津、今治、伊万里、岩泉、いわき、磐木富岡、岩国、岩手、岩見沢、上野、

宇部、宇和、江差、恵那、遠軽、大口、大洲、大田原、大月、大原、大船渡、大曲、大町、

小樽、角館、掛合、加世田、上川、上北山、上士幌、鴨川、唐津、木更津、木曽福島、喜多

方、北上、木江、久賀、郡上八幡、玖珠、久世、倶知安、国東、窪川、熊本一の宮、倉吉、

栗山、久留米、黒磯、甲山、小林、御坊、小諸、佐伯、佐久、佐渡、佐原、設楽、士別、島

原、下田、下館、下関、庄原、白石、新庄、洲本、瀬高、川内、大子、高萩、高森、田川、

竹田、竹原、田島、多治見、田辺、田主丸、田万川、丹波柏原、秩父、千代田、津川、築

館、津名、津山、鶴岡、敦賀、弟子屈、東城、十日町、遠野、十津川、鳥羽、長門、長野

原、長浜、中湧別、名護、七尾、新居浜、新見、西脇、日南、直方、能代、野辺地、伯方、

羽咋、迫、花巻、原町、飯能、彦根、日田、人吉、富良野、古川、本荘、本別、三瀬谷、水

俣、美濃白川、身延、美作、都城、三次、六日町、牟岐、村上、森、門別富川、柳津、八

女、八幡浜、夕張、余市、八日市、八日市場、横手、和歌山、橋本、脇町 

エリア４ 

 

 

 

 

 

 

 

会津山口、阿南町、海士、有川、阿波池田、飯田、硫黄島、伊豆大島、厳原、今金、伊予三

島、岩内、石見大田、浦河、宇和島、大館、奥尻、興部、小浜、尾鷲、鹿角、釜石、神岡、

川本、久慈、串本、熊石、熊野、気仙沼、下呂、江津、郷ノ浦、西郷、酒田、静内、斜里、

荘川、新宮、宿毛、寿都、高千穂、鷹巣、高山、伊達、館山、種子島、銚子、土佐清水、土

佐中村、豊岡、中甑、中標津、中津川、名寄、二戸、根雨、根室、根室標津、能都、延岡、

羽幌、浜坂、浜田、美深、日向、広尾、福江、福知山、舞鶴、松前、御荘、峰山、宮古、宮

津、むつ、室戸、室蘭、紋別、焼尻、屋久島、八雲、湯沢、八鹿、米子、留萌、輪島 

エリア５ えりも、北見枝幸、対馬佐賀、津和野、天塩、浜頓別、益田、三宅、利尻礼文、稚内 

エリア６ 小笠原、沖縄宮古、瀬戸内、徳之島、中之島、名瀬、八丈島、南大東、八重山 
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別紙１ 第４種イーサネット通信網サービスに係るゾーン 

ゾーンの名称 都道府県の名称 

北海道 北海道 

東北 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 

関東甲信越 

 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、 

神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 

東海 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

関西北陸四国 

 

 

富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵

庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、高

知県 

中国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

九州 

 

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿

児島県、沖縄県 

備 考 

電力系事業者等に係る特定他社接続回線と接続する接続契約者回線を利用する場合、ゾーンに属する都道府

県が異なることがあります。 

 

別紙２ 特定他社接続回線に係る特定事業者及び電気通信サービス等 

 (1) (2)以外のもの 

① イーサ伝送相当回線に係るもの 

協定事業者の名称 電気通信サービスの種類 契約約款 

ＮＴＴ東日本株式会社 

 

 

 

ＩＰルーティング網接続専用 

サービス（第３種サービスであ

って、タイプ２に係るものに限

ります。） 

専用サービス契約約款 

ＮＴＴ西日本株式会社 

 

 

 

ＩＰルーティング網接続専用 

サービス（第３種サービスであ

って、タイプ２に係るものに限

ります。） 

専用サービス契約約款 

 

② 光伝送相当回線に係るもの 

協定事業者の名称 電気通信サービスの種類 契約約款 

中部テレコミュニケーション株式会社 

 

Ether コミュファサービス 

 

Etherコミュファサービス契約約

款 

 

(2) 電力系事業者等に係るもの 

協定事業者の名称 電気通信サービスの種類 契約約款 

北海道総合通信網株式会社 

 

イーサネット通信網サービス 

 

イーサネット通信網サービス契約

約款 

株式会社トークネット 

 

高速イーサネット網サービス 

 

高速イーサネット網サービス契約

約款 

ＫＤＤＩ株式会社 

 

パワードイーサネットサービス 

 

パワードイーサネットサービス 

契約約款 

中部テレコミュニケーション株式会社 第Ⅲ種イーサネット網サービス イーサネット網サービス契約約款 

北陸通信ネットワーク株式会社 

 

イーサネット通信網サービス 

契約 

イーサネット通信網サービス契約

約款 

株式会社オプテージ 高速イーサネット専用サービス 専用サービス契約約款 

株式会社ＳＴＮｅｔ 

 

高速イーサネット網接続サービ

ス 

高速イーサネット網サービス契約

約款 

株式会社エネコム 
イーサネット通信網サービス 

 

イーサネット通信網サービス契約

約款 

株式会社ＱＴｎｅｔ 高速イーサネット専用サービス 専用サービス契約約款 

ＯＴＮｅｔ株式会社 高速イーサネット専用サービス 専用サービス契約約款 
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備 考 

ＫＤＤＩ株式会社に係る特定他社接続回線は、旧株式会社パワードコムに係るものをいいます。  

 

別紙３ 接続契約者回線に係る協定事業者及び電気通信サービス等 

    接続契約者回線と接続する他社接続回線に係る協定事業者及び電気通信サービス等は次のとおりとしま 

す。  

 (1) イーサ伝送相当回線に係るもの 

   別紙２(2)に同じとします。 

 

別紙４ イーサネット通信網サービスの特定他社接続回線に係る区域 

特定他社接続回線に係る協定事業者 単位料金区域又は都道府県の名称 

北海道総合通信網株式会社 札幌 

株式会社トークネット 宮城県 

ＫＤＤＩ株式会社 東京都、神奈川県 

中部テレコミュニケーション株式会社 愛知県 

北陸通信ネットワーク株式会社 石川県 

株式会社オプテージ 京都府、大阪府、兵庫県 

株式会社ＳＴＮｅｔ 香川県、愛媛県 

株式会社エネコム 岡山県、広島県 

株式会社ＱＴｎｅｔ 福岡県 

備考 

別紙２（2）に定める電力系事業者等に係る特定他社接続回線に限り適用します。 

 


